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【趣旨・目的】

本県の新型コロナウイルス感染症への対応について、医療提供体制や相談、検査、保

健所体制などの分野ごとに総括するとともに、第1波から第8波までの対応を時系列で

まとめ、次なる新興感染症への備えとするもの。

【対象期間と各波を含む期間の考え方】

対象とする期間は、県新型コロナウイルス感染症対策本部を設置した令和2年1月か

ら、5類感染症への変更に伴い、同本部を廃止した令和5年5月8日までとする。

各波を含む期間は、その前の波のピークを過ぎ、最も下がった月の翌月を始期とし、

当該波のピークを過ぎ、最も下がった月を終期とする。例として、第7波を含む期間は、

第6波のピークを過ぎ、最も下がった月の翌月であるR4年7月から、第7波のピークを

過ぎ、最も下がった月であるR4年10月までとしている。

趣旨・目的など



Ⅰ 新型コロナウイルス感染症への主な対応
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令和5年5月8日現在

Ⅰ 新型コロナウイルス感染症への主な対応（第1波～第８波） （１） 【新規陽性者数の推移等】
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Ⅰ 新型コロナウイルス感染症への主な対応 （２） 【感染状況等の比較】
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第１波を含む期間

（R元年１２月～R2年６月）

第２波を含む期間

（R2年７月～１０月）

第３波を含む期間

（R2年１１月～Ｒ３年３月）

第４波を含む期間

（R3年４月～６月）

第５波を含む期間

（R３年７月～１１月）

第６波を含む期間

（R3年１２月～R4年６月）

第７波を含む期間

（R4年７月～１０月）

第８波を含む期間

（R4年１１月～R5年5月）

①最多新規陽性者数（１日） 43人 169人 411人 634人 1,253人 5,599人 15,723人 14,859人

②最多新規陽性者数（７日移動平均） 30.2人 122.2人 299.1人 490.4人 1,081.0人 4,707.8人 12,566.5人 10,187.7人

③最多新規陽性者数（直近１週間/１０万人） 4.1人 16.6人 40.7人 66.8人 147.3人 641.7人 1,712.9人 1,388.7人

④最多ＰＣＲ等検査件数（1日） 677件 2,301件 5,801件 7,227件 8,546件 17,671件 21,825件 －

⑤最大ＰＣＲ等陽性率（直近１週間） 12.0% 7.1％ 10.5％ 9.5％ 16.0％ 38.0％ 70.0％ －

⑥最多療養者数 427人 1,312人 3,900人 6,105人 11,563人 54,286人 112,908人 －

⑦最多入院者数 233人 324人 657人 1,068人 1,021人 2,090人 3,771人 4,625人

⑧最多重症者数 22人 23人 42人 83人 40人 20人 25人 25人

⑨最多重症者数・中等症者数 77人 120人 236人 554人 428人 491人 515人 547人

⑩最多宿泊療養者数 88人 208人 629人 998人 1,528人 1,294人 1,173人 686人

⑪最大病床使用率 72.8% 66.1% 80.6% 82.0％ 69.4％ 86.7％ 78.3％ 79.0％

⑫最大重症病床使用率 36.6% 38.3% 38.1% 56.2％ 19.7％ 9.7％ 11.5％ 10.8％

⑬死亡者数 34人 74人 234人 186人 97人 665人 743人 1,173人

⑭重症化率 6.82% 2.14% 1.28% 1.42% 0.39% 0.03% 0.01% 0.02%

⑮死亡率 4.00% 1.69% 1.69% 1.12% 0.24% 0.17% 0.11% 0.24%

⑯新規陽性者の平均年齢 48.9歳 40.6歳 44.1歳 40.0歳 32.3歳 31.7歳 35.6歳 －

⑰入院者の平均年齢 51.0歳 53.2歳 66.6歳 61.3歳 49.7歳 68.6歳 71.0歳 －

⑱重症者の平均年齢 72.1歳 74.6歳 71.0歳 64.8歳 55.9歳 68.8歳 65.6歳 67.9歳

⑲死亡者の平均年齢 80.5歳 80.5歳 81.7歳 80.1歳 76.9歳 84.1歳 84.0歳 84.0歳

○ ④～⑥、⑯及び⑰については、全数届出の見直し（R4年9月26日)に伴い、R4年9月26日までのデータを元に算出
○ ⑬～⑲は、新規陽性者として公表された日が属する期間に計上して算出。そのうち、⑬～⑮、⑱及び⑲（死亡者及び重症者に関する項目）については、全数届出の見直し（R4年9月26日)に伴い、

R4年9月27日以降に死亡者（又は重症者）として公表された者は以下の（A）又は（B)のとおり計上して算出 ＜例＞ R4年１2月2日に死亡者として公表された者が、
（A） 全数届出見直し日までに公表された新規陽性者の場合 ⇒ 新規陽性者として公表した日が属する期間の死亡者数（重症者数）を計上して算出 ➡ R4年9月21日の新規陽性者の場合は、（A)に該当するため、R4年9月21日が属する期間（第7波）に計上して算出
（B） （A）以外の新規陽性者の場合 ⇒ 死亡公表日（発生届出日）が属する期間の死亡者数（重症者数）を計上して算出 R4年9月26日までに公表されていない新規陽性者の場合は、（B)に該当するため、R4年12月2日が属する期間（第8波）に計上して算出

○ ⑯～⑲は、年齢不明者を除外して算出
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第１波を含む期間

（R元年１２月～R2年６月）

第２波を含む期間

（R2年７月～１０月）

第３波を含む期間

（R2年１１月～Ｒ３年３月）

第４波を含む期間

（R3年４月～６月）

第５波を含む期間

（R３年７月～１１月）

第６波を含む期間

（R3年１２月～R4年６月）

第７波を含む期間

（R4年７月～１０月）

第８波を含む期間

（R4年１１月～R5年３月）

主な動き、感染状況等

• 新型コロナが世界中
に拡大

• 県対策本部を設置
• 緊急事態宣言を初め
て発出

• 県対策本部の下に経
済回復チームを設置

• 福岡コロナ警報を初
めて発動

• ２回目の緊急事態宣
言を発出

• 感染症法と特措法を
改正

• アルファ株への置き
換わり

• ３回目の緊急事態宣
言を発出

• まん延防止等重点措
置を初めて実施

• デルタ株への置き換
わり

• 福岡コロナ特別警報
を初めて発動

• ワクチン・検査パッ
ケージ制度（VTP）を
創設

• オミクロン株への置き
換わり

• 感染再拡大防止対策
期間を初めて設定

• オミクロン株のＢＡ.５
系統への置き換わり

• ＢＡ.５対策強化地域
に全国初で位置付け

• 福岡オミクロン警報
を創設・発動

• ５類感染症への位置
付け変更が決定

感染防止対策、
県民・事業者への要請

• 県民に対し不要不急
の外出自粛を初めて
要請

• 事業者に対し休業等
を初めて要請

• 感染防止宣言ステッ
カー制度を創設

• 飲食店対象の感染対
策助成金制度を創設

• 県警本部と連携した
呼びかけを展開

• 飲食店に対し特措法
に基づく営業時間短
縮を初めて要請

• 飲食店対象の感染拡
大防止協力金制度を
創設

• 感染拡大地域や場面
に応じた要請を実施

• 要請に応じた飲食店
等への支援を強化

• 飲食店の見回り調査
を開始

• 感染拡大地域や場面
に応じた要請を実施

• 飲食店対象の感染防
止認証制度を開始

• ワクチン・検査パッ
ケージを技術実証

• 感染拡大地域や場面
に応じた要請を実施

• VTP制度の登録を開
始

• 感染防止認証制度対
象に宿泊施設を追加

• 行動制限を伴う要請
は行わず、これまでの
対応を転換

• 感染防止認証基準を
見直し

• マスク着用の考え方
を個人判断に見直し

• 感染防止認証基準を
見直し

相談・検査・保健所体
制等

• 帰国者・接触者相談
センターを設置

• 一般相談窓口を開設
• 検査体制を順次強化
• 県保健所に会計年度
任用職員を任用

• 各保健所の即応体制
を点検・整備

• 次世代シークエン
サーを導入

• 受診・相談センターを
設置

• 高齢者施設職員等対
象の検査事業を開始

• 妊婦対象の検査事業
を開始

• 医療従事者対象のワ
クチン接種を開始

• 市町村職員による保
健所応援体制を構築

• 高齢者等対象のワク
チン接種を開始

• ワクチンの県広域接
種センターを設置

• 県保健所の保健師
（正規職員）を増員

• 保健環境研究所の研
究員（正規職員）を増
員

• 来福者等対象の無料
検査事業を実施

• 自宅療養者の専用相
談ダイヤルを開設

• ワクチンの２回目接種
が概ね完了

• ワクチンの３回目及び
４回目接種を開始

• 無料検査事業を開始
• 後遺症診療相談窓口
を開設

• 積極的疫学調査の対
象を重点化

• GW期間の無料検査
体制を強化

• 県保健所の保健師
（正規職員）を増員

• 低リスク者対象に検
査キット配付・陽性者
登録事業を開始

• 全数届出を見直し
• 健康フォローアップセ
ンターを開設

• オミクロン株対応ワク
チンの接種を開始

• お盆期間の無料検査
体制を強化

• 市町村職員による保
健所応援なしで対応

• 年末年始の無料検査
体制を強化

• 抗原定性検査キット
がＯＴＣ化

医療提供体制

• 帰国者・接触者外来
を設置

• 調整本部を設置
• 県独自の入院調整シ
ステムを導入

• 病床を順次確保
• 宿泊療養施設を開設

• 病床確保計画を策定
• 宿泊療養施設の確保
室数が1,000室到達

• 診療・検査医療機関
の指定を開始

• 九州・山口ＥＣＭＯ広
域利用協定を締結

• 施設への感染症専門
医派遣体制を整備

• 後方支援病院リスト
を整理・共有

• 確保病床が1,000床、
宿泊療養施設の確保
室数が2,000室到達

• 緊急時のトリアージ基
準等を整理

• 宿泊療養を促すアド
バイスチームを設置

• 酸素飽和度等に応じ
たトリアージを徹底

• 酸素投与ステーショ
ンを初めて開設

• 保健・医療提供体制
確保計画を策定

• 自宅療養者等への医
療提供体制を強化

• 経口抗ウイルス薬の
投与を開始

• 濃厚接触者の待機期
間等を順次短縮

• 確保病床が２,000床
到達

• 休日等の診療・検査
体制を強化

• 濃厚接触者の待機期
間等を短縮

• 自宅療養者オンライ
ン診療センターを開
設

• 発熱外来の混雑状況
等を見える化

• 診療・検査医療機関
数が2,000到達

対策本部会議、広報等

• 新型コロナ専用ポー
タルページを開設

• 県内首長等と連携し
たメッセージを発出

• 県全体の新規陽性者
数の定刻公表を開始

• これまでの対応の検
証結果を公表

• 主要駅前で街頭啓発
を実施

• アスリート等のメッ
セージ動画を配信

• ６者共同会見で共同
メッセージを発出

• 県医師会長と緊急共
同会見を実施

• 若者向けワクチン接
種促進サイトを開設

• マスク着用の考え方
を集中的に広報

• 夏休みやお盆の感染
対策徹底を呼びかけ

• 年末年始の感染対策
徹底を呼びかけ

• 感染防止対策や県民・事業者に対する要請内容を対策本部会議で随時決定
• 県議会の協力の下、新型コロナ対策に必要な予算を随時確保



Ⅰ 新型コロナウイルス感染症への主な対応 （３） 【主な対応】

主な動き、感染状況等 感染防止対策、県民・事業者への要請 相談・検査・保健所体制等 医療提供体制 対策本部会議、広報等

令
和
２
年
１
月

• 国内初の陽性者を確認（1/15）
• 閣議決定により政府対策本部を設置
（1/30）

• 県新型コロナウイルス感染症対策本部を
設置（1/30）

• 県保健環境研究所において、ＰＣＲ検査を
開始（1/27）

• 感染症指定医療機関連絡会議を開催
（1/27）

• 感染症危機管理対策委員会を開催
（1/29）

• 県ホームページ内に専用ポータルページ
を開設（1/31）

• 県対策本部会議を計１回開催

令
和
２
年
２
月

• 感染症法上の指定感染症に指定（2/1）
• 一部外国人の入国拒否を開始（2/1）
• 国内初の死亡者を確認（2/13）
• 政府が第１回専門家会議を開催（2/16）
• 県内初の陽性者を確認（2/20）
• 政府が「新型コロナウイルス感染症対策の
基本方針」を決定（2/25）

• 県主催イベントの原則中止または延期を
決定（2/21）

• 県有施設の臨時休館を決定（２/２７）

• 県内全ての保健所に帰国者・接触者相談
センターを設置（2/7）

• 帰国者・接触者外来を順次設置（2/7）
• 感染症指定医療機関において、陽性者の
受入れを開始（2/20）

• 全国知事会新型コロナ緊急対策会議にお
いて、政府への緊急提言を取りまとめ
（2/5、2/21）

• 県対策本部会議を計２回開催
• 知事臨時会見を計１回実施

令
和
２
年
３
月

• 新型コロナウイルス感染症を「新型インフ
ルエンザ等」とみなす改正特措法を施行
（3/14）

• 県新型コロナウイルス感染症対策協議会
を設置（3/19）

• 特措法に基づく政府対策本部を設置
（3/26）

• 政府が「新型コロナウイルス感染症対策の
基本的対処方針」を決定（3/28）

• 全ての県立学校で臨時休業を開始（3/2）
• 県民に対し週末の外出自粛を要請
（3/28）

• 県保健環境研究所にＰＣＲ検査機器を増
設（3/5）

• PCR検査の保険適用開始（3/6）
• 九州・山口広域連携協定に基づき、大分県
からの検査協力依頼に本県、北九州市、
福岡市で対応（３月下旬）

• 病院長会議を開催し、重症者等の受入れ
について協議（3/1）

• 新型インフルエンザ患者入院協力医療機
関に対し受入体制の準備を要請（3/2）

• マスク等の医療資材を医療機関等に順次
配布開始（3/17）

• 新型コロナウイルス感染症対策協議会を
初開催（3/28）

• 入院調整を行う「新型コロナウイルス感染
症調整本部」を設置（3/31）

• 全国知事会新型コロナ緊急対策本部にお
いて、政府への緊急提言を取りまとめ
（3/5）

• Ｒ元年度第３次２月補正予算成立（3/13）
• Ｒ２年度当初予算成立（3/27）
• 県対策本部会議を計２回開催
• 知事臨時会見を計３回実施

令
和
２
年
４
月

• 県対策本部会議の下に感染症対策チーム
を設置（4/2）

• 県内初の死亡者を確認（4/3）
• 全ての国・地域を対象に査証の制限を開
始（4/3）

• 緊急事態宣言を初めて発出し、本県を含
む７都府県を措置区域に決定（4/7）

• 緊急事態措置区域の全国への拡大を決定
（4/16）

• 本県を含む１３都道府県を「特定警戒都道
府県」に位置付け（4/16）

• 特措法§２４-９に基づき、県民に対し週末
の外出自粛を要請（4/1）

• 県民に対し夜間における接待を伴う飲食
店や繁華街への外出を控えるよう要請
（4/3）

• 特措法§４５-１に基づき、県民に対し不要
不急の外出自粛を要請（4/7～5/14）

• 特措法§２４-９に基づき、イベントの開催
自粛を要請（4/7～5/31）

• 特措法§２４-９に基づき、社会生活維持に
必要な施設以外の施設の休業を要請
（4/14～5/14）

• 特措法§４５-２に基づき、特定事業者（パ
チンコ店）に対し休業を要請（4/29）

• 一般相談に対応するコールセンターを24
時間体制で開設（4/13）

• 九州・山口広域連携協定に基づき、北九州
市からの検査協力依頼に本県、佐賀県、
熊本県、大分県で対応（４月）

• 県保健所に保健師等の会計年度任用職員
を任用（約２０名体制）

• コロナ病床の空床情報を関係者間で共有
するシステムの運用開始（4月上旬）

• 県内の入院者数が初めて１００人以上を記
録（4/5）

• 宿泊療養施設を順次開設し、無症状者等
の受入れを開始（4/13）

• 九州地方知事会議において、ＥＣＭＯ広域
利用について本県より提案（4/24）

• ６者協議において、医療提供体制等につい
て意見交換（4/4）

• デジタルサイネージを活用した広報を開始
（4/4）

• 政府と７都府県知事との間で基本的対処
方針について協議（4/8）

• 全国知事会新型コロナ緊急対策本部にお
いて、政府への緊急提言を取りまとめ
（4/8、4/17、4/29）

• 九州地方知事会議において、感染拡大防
止に係る広域連携等を協議（4/10）

• ６者のトップによるリレーメッセージ動画を
配信（4/24）

• 県対策本部会議を計３回開催
• 知事臨時会見を計１０回実施

-6-

令和２年（２０２０年） 令和３年（２０２１年） 令和４年（２０２２年） 令和５年

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

第１波 第２波 第３波 第４波 第５波 第７波第６波 第8波
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主な動き、感染状況等 感染防止対策、県民・事業者への要請 相談・検査・保健所体制等 医療提供体制 対策本部会議、広報等

令
和
２
年
５
月

• 全国の緊急事態措置期間の延長を決定
（5/4）

• 本県を含む３９県の緊急事態措置解除を
決定（5/14）

• 福岡コロナ警報を創設（5/14）
• 業種別感染防止ガイドラインの策定（5/21
時点で１０１件）

• 全国の緊急事態措置解除を決定（5/25）

• 特措法§２４-９に基づき、県民に対し不要
不急の外出自粛を要請（5/15～5/31）

• 特措法§２４-９に基づき、国内でクラス
ターが発生した施設の休業を要請（その他
の施設への要請は解除）（5/15～5/31）

• 準備が整った学校から分散登校を順次開
始（5/18）

• 宿泊療養者を対象としたこころの相談事
業を開始（5/15）

• 地域外来検査センターを設置（5/1） • Ｒ２年度４月補正予算成立（5/1）
• 九州地方知事会議において、県境を越え
た不要不急の移動を避けるよう共同メッ
セージを発出（5/8）

• 全国知事会新型コロナ緊急対策本部にお
いて、政府への緊急提言を取りまとめ
（5/12、5/20）

• 繁華街において、街頭宣伝車による感染
防止対策徹底の呼びかけを開始（5/13）

• 県対策本部会議を計３回開催
• 知事臨時会見を計３回実施

令
和
２
年
６
月

• 特措法§２４-９に基づくイベントの開催自
粛要請を段階的に緩和（6/1～）

• 特措法§２４-９に基づき、北九州市民に対
し不要不急の外出自粛を要請
（6/1～6/18）

• 特措法§２４-９に基づき、北九州市内の一
部業種に属する施設の休業を要請
（6/1～6/18）

• 厚生労働省が退院基準を見直し［１４日間
→１０日間］（6/12）

• Ｒ２年度６月補正予算成立（6/24）
• Ｒ２年度６月補正予算（追加提案分）成立
（6/24）

• 県対策本部会議を計１回開催

令
和
２
年
７
月

• 政府が専門家会議を廃止し、コロナ分科
会を設置（7/3）

• 県対策本部会議の下に経済回復チームを
設置（7/20）

• 県内の一日の新規陽性者数が初めて１００
人以上を記録（7/29）

• 大規模イベント等開催に関する事前相談
の受付開始（7/10）

• 県警と連携し、接待を伴う飲食店等を対象
に感染防止対策徹底の呼びかけを開始
（7/28）

• 県保健環境研究所にＰＣＲ検査迅速化試
薬キットを導入（7/1）

• 各保健所の即応体制の点検・整備を実施
（7月下旬）

• 全国知事会新型コロナ緊急対策本部にお
いて、政府への緊急提言を取りまとめ
（7/19）

• 県対策本部会議を計１回開催
• 知事臨時会見を計２回実施

令
和
２
年
８
月

• 福岡コロナ警報を発動（8/5）
• コロナ分科会がステージ判断指標を提示
（8/7）

• 政府が「新型コロナウイルス感染症に関す
る今後の取組」を決定（8/28）

• 特措法§２４-９に基づき、酒類の提供を行
う飲食店等に対し業種別ガイドラインの遵
守等を要請（8/5～8/21）

• 特措法§２４-９に基づき、県民に対し業種
別ガイドラインを遵守していない酒類提供
飲食店等の利用自粛を要請
（8/5～8/21）

• 感染防止宣言ステッカー制度を開始
（8/7）

• 県保健環境研究所に次世代シークエン
サーを導入（8月末）

• 病床確保計画を策定、運用開始（8/3）
• 宿泊療養施設の確保室数が１,０００室に到
達（8/5）

• 新規陽性者数等について保健所設置市を
含む県全体の数を毎日定刻に公表開始
（8/4）

• 全国知事会新型コロナ緊急対策本部にお
いて、政府への緊急提言を取りまとめ
（8/8）

• これまでの対応の検証結果を公表（8/31）
• 県対策本部会議を計３回開催
• 知事臨時会見を計２回実施

Ⅰ 新型コロナウイルス感染症への主な対応 （３） 【主な対応】
令和２年（２０２０年） 令和３年（２０２１年） 令和４年（２０２２年） 令和５年

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

第１波 第２波 第３波 第４波 第５波 第７波第６波 第8波
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主な動き、感染状況等 感染防止対策、県民・事業者への要請 相談・検査・保健所体制等 医療提供体制 対策本部会議、広報等

令
和
２
年
９
月

• 飲食店向けの感染対策助成金制度を開始
（9/18）

• 県保健所の会計年度任用職員を増員（約
４０名体制）

• 全国知事会新型コロナ緊急対策本部にお
いて、政府への緊急提言を取りまとめ
（9/26）

• Ｒ２年度９月補正予算成立（9/30）
• Ｒ２年度９月補正予算（追加提案分）成立
（9/30）

• 県対策本部会議を計１回開催
• 知事臨時会見を計１回実施

令
和
２
年
10
月

• 原則全ての外国人の新規入国を認める仕
組みを開始（10/1）

• 福岡コロナ警報を解除（10/8）
• 福岡コロナ警報を見直し（10/8）
• コロナ分科会が「感染リスクが高まる５つ
の場面」を提示（10/23）

• 感染防止対策アドバイザーによる事業者
向けの電話相談・訪問相談を開始
（10/19）

• 受診・相談センター（旧：帰国者・接触者相
談センター）を設置（10/30）

• 重点医療機関の指定を開始（10/14）
• 入院勧告の対象を高齢者等とすることを
政令で明確化（10/24）

• 疑い患者受入協力医療機関の指定を開始
（10/27）

• 診療・検査医療機関の指定を開始
（10/30）

• Ｒ２年度９月補正予算（３次提案分）成立
（10/14）

• 県対策本部会議を計１回開催
• 知事臨時会見を計１回実施

令
和
２
年
11
月

• 検査体制整備計画を策定（11/5）
• 不安を抱える妊婦対象のＰＣＲ検査事業を
全県で開始（11/17）

• 県市長会・町村会と保健所への職員派遣
に関する協定を締結（11/24）

• 診療・検査医療機関リストを県ホームペー
ジで公表開始（11/9）

• 新たな病床確保計画の運用開始（11/19）

• 全国知事会議において、政府への緊急提
言を取りまとめ（11/5）

• 全国知事会新型コロナ緊急対策本部にお
いて、政府への緊急提言を取りまとめ
（11/23）

• 県対策本部会議を計１回開催

令
和
２
年
12
月

• ワクチン接種に向けた改正予防接種法を
施行（12/9）

• 福岡コロナ警報を発動（12/12）
• 国内でアルファ株を初めて検出（12/26）
• 全ての外国人の新規入国を原則一時停止
（12/28）

• 県保健所に抗原定量検査機器を順次導入
（12/1）

• 抗体保有調査を実施（12/16～12/24）
• 高齢者施設職員等対象のＰＣＲ検査事業
を開始（12/21）

• 県保健所の会計年度任用職員を増員（約
４５名体制）

• ＥＣＭＯ広域利用協定を締結（12/1）
• 高齢者施設等間の相互支援に関する協定
を高齢者施設関係３団体と締結（12/10）

• 宿泊療養施設の全室にパルスオキシメー
ターを配置（12/14）

• Ｒ２年度１２月補正予算（早期議決分）成立
（12/7）

• R2年度12月補正予算成立（12/18）
• R2年度12月補正予算（追加提案分）成立
（12/18）

• 全国知事会新型コロナ緊急対策本部にお
いて、政府への緊急提言を取りまとめ
（12/20）

• 県対策本部会議を計2回開催
• 知事臨時会見を計３回実施

Ⅰ 新型コロナウイルス感染症への主な対応 （３） 【主な対応】
令和２年（２０２０年） 令和３年（２０２１年） 令和４年（２０２２年） 令和５年

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

第１波 第２波 第３波 第４波 第５波 第７波第６波 第8波
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Ⅰ 新型コロナウイルス感染症への主な対応 （３） 【主な対応】

主な動き、感染状況等 感染防止対策、県民・事業者への要請 相談・検査・保健所体制等 医療提供体制 対策本部会議、広報等

令
和
３
年
１
月

• 県内の累計陽性者数が１万人を記録
（1/7）

• ２回目の緊急事態宣言を発出し、４都県を
措置区域に決定（1/7）

• 飲食店を§４５-２に基づく使用制限等の
要請対象に追加する改正特措法施行令を
施行（1/7）

• 本県を含む７府県の緊急事態措置区域へ
の追加を決定（1/13）

• 特措法§４５-１に基づき、県民に対し不要
不急の外出自粛を要請（1/14～2/28）

• 飲食店対象の感染拡大防止協力金制度を
創設（1/15）

• 特措法§２４-９に基づき、飲食店等に対し
営業時間短縮等を要請（1/16～2/28）

• 新型コロナウイルス感染症特定流行国滞
在者健康確認センター（後の入国者健康
確認センター）を設置（1/20）

• 変異株スクリーニング検査を開始（1月下
旬）

• 県市長会・町村会と保健所への職員派遣
に関する協定に基づき、市町村職員を県
保健所に派遣（1/18～2/28）（派遣人数：
延べ62名）

• 県内の入院者数が初めて５００人以上を記
録（1/15）

• 宿泊療養施設における消毒方法を見直し、
稼働率を向上（1/24）

• 高齢者施設等に対する感染拡大防止のた
めの医師・看護師の派遣体制を整備
（1/28）

• 全国知事会新型コロナ緊急対策本部にお
いて、政府への緊急提言を取りまとめ
（1/9）

• R2年度１月補正予算成立（1/15）
• 県内主要駅前において、街頭啓発を実施
（1/16～1/22）

• ６者のトップ及び県医師会長によるリレー
メッセージ動画を配信（1/22）

• アスリートによる感染拡大防止メッセージ
動画を配信（1/25）

• 県対策本部会議を計2回開催
• 知事臨時会見を計２回実施

令
和
３
年
２
月

• 本県を含む１０都府県の緊急事態措置期
間の延長を決定（2/2）

• 新型コロナウイルス感染症の「新型インフ
ルエンザ等感染症」への位置付け等を盛り
込んだ改正感染症法を施行（2/13）

• まん延防止等重点措置の創設等を盛り込
んだ改正特措法を施行（2/13）

• 本県の緊急事態措置解除を政府に要請
（2/24）

• 本県を含む6府県の緊急事態措置解除を
決定（2/26）

• 医療従事者対象のワクチン先行接種を開
始（2/19）

• 自宅療養者に対しパルスオキシメーターの
貸与を開始（2/1）

• 後方支援病院リストを整理し、関係者間で
共有開始（2/8）

• 感染拡大防止協力金にかかる専決処分
（2/5）

• 全国知事会新型コロナ緊急対策本部にお
いて、政府への緊急提言を取りまとめ
（2/6、2/27）

• R2年度2月補正予算成立（2/22）
• 県対策本部会議を計2回開催
• 知事職務代理者臨時会見を計２回実施

令
和
３
年
３
月

• 航空機の搭乗者数を抑制して入国者総数
を管理する仕組みを導入（3/5）

• 全国の緊急事態措置解除を決定（3/18）
• 県内でアルファ株を初めて検出（3/23）

• 特措法§２４-９に基づき、県民に対し不要
不急の外出自粛を要請（3/1～3/21）

• 特措法§２４-９に基づき、飲食店等に対し
営業時間短縮等を要請（3/1～3/21）

• 医療従事者等対象のワクチン優先接種を
開始（3/5）

• 無症状者対象のモニタリング検査を開始
（3/6）

• ワクチン相談ダイヤルを開設（3/23）

• ＥＣＭＯ広域利用協定に基づき、他県から
の重症者受入れを初めて実施（3/24）

• R2年度2月補正予算（追加提案分）成立
（3/5）

• R2年度2月補正予算（追加提案分）成立
（3/11）

• 全国知事会新型コロナ緊急対策本部にお
いて、政府への緊急提言を取りまとめ
（3/20）

• R2年度2月補正予算（3次提案分）成立
（3/24）

• R3年度当初予算成立（3/24）
• 県対策本部会議を計2回開催
• 知事職務代理者臨時会見を計２回実施

令和２年（２０２０年） 令和３年（２０２１年） 令和４年（２０２２年） 令和５年

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

第１波 第２波 第３波 第４波 第５波 第７波第６波 第8波
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Ⅰ 新型コロナウイルス感染症への主な対応 （３） 【主な対応】

主な動き、感染状況等 感染防止対策、県民・事業者への要請 相談・検査・保健所体制等 医療提供体制 対策本部会議、広報等

令
和
３
年
４
月

• 3府県を対象にまん延防止等重点措置の
初めての実施を決定（4/1）

• 国内でデルタ株を初めて検出（4/20）
• 3回目の緊急事態宣言を発出し、4都府県
を措置区域に決定（4/23）

• 緊急事態措置時等に酒類提供停止等の措
置を講じることができるよう告示を改正
（4/23）

• 特措法§２４-９に基づき、県民に対し不要
不急の外出自粛を要請（4/20～5/11）

• 特措法§２４-９に基づき、福岡市内の飲食
店等に対し営業時間短縮等を要請
（4/22～5/１１）

• 特措法§２４-９に基づき、久留米市内の飲
食店等に対し営業時間短縮等を要請
（4/25～5/１１）

• 高齢者等対象のワクチン優先接種を開始
（4/12）

• 県内の一日の検査能力が１万件に到達
（4/15）

• 新たな検査体制整備計画を策定（4/23）
• 県保健所の保健師（正規職員）を増員
（4/1）

• 県保健所の会計年度任用職員を増員（約
６０名体制）

• 保健環境研究所の研究員（正規職員）を増
員（4/1）

• 県市長会・町村会と保健所への職員派遣
に関する協定に基づき、市町村職員を県
保健所に派遣（４/２６～６/2７）（派遣人
数：延べ５５名）

• 病院長会議を開催し、知事からコロナ病床
の追加確保を依頼（4/16）

• 全国知事会新型コロナ緊急対策本部にお
いて、政府への緊急提言を取りまとめ
（4/4、4/12、4/24）

• 知事と福岡市長の臨時共同会見を実施
（4/19）

• R3年度4月補正予算成立（4/27）
• 県対策本部会議を計5回開催
• 知事臨時会見を計２回実施

令
和
３
年
５
月

• 本県のまん延防止等重点措置区域への追
加を政府に要請（5/1）

• 本県を含む2県の緊急事態措置区域への
追加を決定（5/7）

• 県内の一日の新規陽性者数が初めて５００
人以上を記録（5/8）

• 本県の緊急事態措置の延長検討を政府に
要請（5/25）

• 本県を含む9都道府県の緊急事態措置期
間の延長を決定（5/28）

• 5/1～5/9を特別集中期間に設定（5/1）
• 特措法§24-9に基づき、全県の飲食店等
に対し営業時間短縮等を要請
（5/6～5/11）

• 特措法§４５-１に基づき、県民に対し不要
不急の外出自粛を要請（5/12～6/20）

• 特措法§４５-２に基づき、飲食店等に対し
営業時間短縮等を要請（5/12～6/20）

• 飲食店等の見回り調査を開始（5/12）
• 特措法§24-9に基づき、大規模商業施設
等に対し土日の休業を要請（5/22～
6/20）

• 確保病床数が１,０００床に到達（5/7）
• 全ての宿泊療養施設に酸素濃縮器を順次
導入（5/10）

• 県内の入院者数が初めて１,０００人以上を
記録（5/19）

• 緊急時のトリアージ基準等を整理（5/26）
• 病床確保計画を見直し、運用開始（5/31）

• ６者緊急共同会見において、特別集中期
間に係る緊急共同メッセージを発出（5/1）

• 全国知事会新型コロナ緊急対策本部にお
いて、政府への緊急提言を取りまとめ
（5/10、5/29）

• R3年度5月補正予算成立（5/21）
• 県対策本部会議を計4回開催
• 知事臨時会見を計８回実施

令
和
３
年
６
月

• 本県を含む9都道府県の緊急事態措置解
除を決定（6/17）

• 本県を含む7都道府県のまん延防止等重
点措置区域への追加を決定（6/17）

• 本県のまん延防止等重点措置解除を政府
に要請（6/28）

• 特措法§４５-３に基づき、正当な理由なく
要請に応じない飲食店に対する命令を初
めて発出（6/5）

• 特措法§３１の６-２等に基づき、県民に対
し不要不急の外出自粛を要請
（6/21～7/11）

• 特措法§３１の６-１等に基づき、飲食店等
に対し営業時間短縮等を要請
（6/21～7/11）

• 自宅療養者対象の生活支援（食料等を自
宅に送付）を開始（6/1）

• 県広域接種センターを設置し、高齢者等対
象のワクチン接種を開始（6/7）

• 高齢者施設等を対象に抗原定性検査キッ
トの無償配付受付を開始（6/17）

• 宿泊療養施設の確保室数が２,０００室に
到達（6/4）

• 宿泊療養施設における処方薬の投与体制
を整備（6/16）

• R3年度6月補正予算（早期議決分）成立
（6/4）

• 全国知事会議において、新型コロナ感染
抑制に向けた行動宣言を取りまとめ
（6/10）

• R3年度6月補正予算（追加提案分）成立
（6/11）

• 全国知事会新型コロナ緊急対策本部にお
いて、政府への緊急提言を取りまとめ
（6/19）

• R3年度6月補正予算（3次提案分）成立
（6/22）

• 県対策本部会議を計1回開催
• 知事臨時会見を計１回実施

令和２年（２０２０年） 令和３年（２０２１年） 令和４年（２０２２年） 令和５年

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

第１波 第２波 第３波 第４波 第５波 第７波第６波 第8波
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Ⅰ 新型コロナウイルス感染症への主な対応 （３） 【主な対応】

主な動き、感染状況等 感染防止対策、県民・事業者への要請 相談・検査・保健所体制等 医療提供体制 対策本部会議、広報等

令
和
３
年
７
月

• 県内でデルタ株を初めて検出（7/6）
• 福岡コロナ警報を解除（7/8）
• 本県を含む5道府県のまん延防止等重点
措置の解除を決定（7/8）

• 福岡コロナ警報を見直し、特別警報を創設
（7/15）

• 東京オリンピック開催（7/23～8/8）
• 福岡コロナ警報を発動（7/28）
• 国内の一日の新規陽性者数が初めて１万
人以上を記録（7/29）

• 本県を含む5道府県のまん延防止等重点
措置区域への追加を決定（7/30）

• 飲食店対象の感染防止認証制度を開始
（7/16）

• 特措法§２４-９に基づき、県民に対し不要
不急の外出自粛を要請（7/29～8/1）

• 内閣官房が福岡空港において、搭乗前検
査を開始（7/20）

• 来県者等対象の無料検査を開始（7/28）
• ワクチン接種を希望する高齢者等の2回目
接種が概ね完了（7月末）

• 全国知事会新型コロナ緊急対策本部にお
いて、政府への緊急提言を取りまとめ
（7/11）

• 感染拡大防止協力金にかかる専決処分
（7/29）

• 県対策本部会議を計4回開催
• 知事臨時会見を計３回実施

令
和
３
年
８
月

• 福岡コロナ特別警報を発動（8/5）
• 本県への緊急事態措置適用を政府に要請
（8/5）

• 国内の累計陽性者数が１００万人を記録
（8/7）

• 県内の一日の新規陽性者数が初めて
１,０００人以上を記録（8/12）

• 入国者総数管理の目安を一日約３,５００
人に引き上げ（8/13）

• 百貨店の食料品売場を特措法に基づく使
用制限等の要請の対象とするよう運用を
変更（8/17）

• 本県を含む7府県の緊急事態措置区域へ
の追加を決定（8/17）

• 東京パラリンピック開催（8/24～9/5）

• 特措法§２４-９に基づき、飲食店等に対し
営業時間短縮等を要請（8/1）

• 特措法§３１の６-２等に基づき、県民に対
し不要不急の外出自粛を要請
（8/2～8/19）

• 特措法§３１の６-１等に基づき、飲食店等
に対し営業時間短縮等を要請
（8/2～8/19）

• 特措法§４５-１に基づき、県民に対し不要
不急の外出自粛を要請（8/20～9/30）

• 特措法§４５-２に基づき、飲食店等に対し
営業時間短縮等を要請（8/20～9/30）

• 自宅療養者対象の休日・夜間専用ダイヤ
ルを開設（8/13）

• 県市長会・町村会と保健所への職員派遣
に関する協定に基づき、市町村職員を県
保健所に派遣（8/２～10/3）（派遣人数：
延べ81名）

• 宿泊療養施設において中和抗体薬の投与
を開始（8/16）

• 酸素投与ステーションを開設（8/31）

• 感染拡大防止協力金等にかかる専決処分
（8/1）

• 全国知事会新型コロナ緊急対策本部にお
いて、政府への緊急提言を取りまとめ
（8/1、8/20）

• 知事と県医師会長の臨時共同会見を実施
（8/16）

• 感染拡大防止協力金等にかかる専決処分
（8/18）

• 県対策本部会議を計3回開催
• 知事臨時会見を計２回実施

令
和
３
年
９
月

• 本県を含む19都道府県の緊急事態措置
期間の延長を決定（9/9）

• 本県を含む全国の緊急事態措置解除を決
定（9/28）

• 政府が「新型コロナウイルス感染症に関す
る今後の取組」を決定（9/28）

• 感染防止認証店対象の支援金制度を開始
（9/7）

• 保育士等対象の県接種会場を設置し、接
種を開始（9/15）

• アストラゼネカ社ワクチンの県接種会場を
設置し、接種を開始（9/21）

• 医療用抗原定性検査キットの薬局におけ
る一般販売を解禁（9/27）

• 県保健所の会計年度任用職員を増員（約
１００名体制）

• 人工呼吸器管理及びＥＣＭＯ管理研修を
開催（9/20）

• R3年度9月補正予算（早期議決分）成立
（9/10）

• 全国知事会新型コロナ緊急対策本部にお
いて、政府への緊急提言を取りまとめ
（9/11）

• ワクチン接種推進サイト「ワクナビ」を開設
（9/15）

• R3年度9月補正予算成立（9/30）
• R3年度9月補正予算（3次提案分）成立
（9/30）

• 県対策本部会議を計2回開催
• 知事臨時会見を計２回実施

令和２年（２０２０年） 令和３年（２０２１年） 令和４年（２０２２年） 令和５年

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

第１波 第２波 第３波 第４波 第５波 第７波第６波 第8波
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主な動き、感染状況等 感染防止対策、県民・事業者への要請 相談・検査・保健所体制等 医療提供体制 対策本部会議、広報等

令
和
３
年
10
月

• 福岡コロナ特別警報から福岡コロナ警報
に移行（10/1）

• 福岡コロナ警報を解除（10/14）

• 特措法§２４-９に基づき、飲食店等に対し
営業時間短縮等を要請（10/1～10/14）

• 感染防止認証店舗数が１万店に到達
（10/21）

• ワクチン・検査パッケージに関する技術実
証を開始（10/25）

• 県内の一日の検査能力が2万件に到達
（10/29）

• 新たな検査体制整備計画を策定（10/29）

• コロナ患者の周産期医療体制を再整備
（10月中旬）

• 全国知事会新型コロナ緊急対策本部にお
いて、政府への緊急提言を取りまとめ
（10/2）

• R3年度9月補正予算（4次提案分）成立
（10/14）

• 県対策本部会議を計2回開催
• 知事臨時会見を計１回実施

令
和
３
年
11
月

• コロナ分科会が新たなレベル分類の考え
方を提示（11/8）

• 政府が「次の感染拡大に向けた安心確保
のための取組の全体像」を決定（11/12）

• ワクチン・検査パッケージ制度を創設
（11/19）

• 入国者総数管理の目安を一日約５,０００
人に引き上げ（11/26）

• 全ての外国人の新規入国を一時停止
（11/30）

• 福岡コロナ警報を見直し（11/30）

• 感染防止認証店に対する訪問再調査を開
始（11/22）

• 大規模イベント開催時の感染防止安全計
画の確認開始（11月下旬）

• ワクチン接種を希望する方の2回目接種が
概ね完了（11月末）

• コロナ患者の人工透析医療体制を再整備
（11月下旬）

• 保健・医療提供体制確保計画を策定
（11/30）

• 自宅療養者の外来受診等に対応可能な医
療機関数を１,０００に拡充（11/30）

• 全国知事会新型コロナ緊急対策本部にお
いて、政府への緊急提言を取りまとめ
（11/21）

• 県対策本部会議を計2回開催
• 知事臨時会見を計１回実施

令
和
３
年
12
月

• 入国者総数管理の目安を一日約３,５００
人に引き下げ（12/1）

• 国内でオミクロン株を初めて検出
（12/22）

• 県内でオミクロン株を初めて検出
（12/25）

• ワクチン・検査パッケージ制度の登録開始
（12/24）

• 保健所行政検査の外部委託を開始
（12/3）

• ワクチン3回目接種を開始（12月上旬）
• 抗体保有調査を実施（12/17～12/26）
• 無料検査（定着促進事業）を開始
（12/24）

• 無料検査（感染不安を感じる方対象の一
般検査事業）を開始（12/26）

• コロナ病床を確保している医療機関名等
の公表開始（12/1）

• 確保病床数が１,５００床に到達（12/21）
• 国内初の経口抗ウイルス薬が特例承認さ
れ、医療機関等で順次投与開始（12/24）

• 自宅療養者等を対象に看護師による健康
観察体制を整備（12/28）

• R3年度12月補正予算成立（12/20）
• R3年度12月補正予算（3次提案分）成立
（12/20）

• 全国知事会新型コロナ緊急対策本部にお
いて、政府への緊急提言を取りまとめ
（12/27）

• 県対策本部会議を計1回開催
• 知事臨時会見を計１回実施

Ⅰ 新型コロナウイルス感染症への主な対応 （３） 【主な対応】
令和２年（２０２０年） 令和３年（２０２１年） 令和４年（２０２２年） 令和５年

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

第１波 第２波 第３波 第４波 第５波 第７波第６波 第8波
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主な動き、感染状況等 感染防止対策、県民・事業者への要請 相談・検査・保健所体制等 医療提供体制 対策本部会議、広報等

令
和
４
年
１
月

• ワクチン・検査パッケージ制度の適用を当
面停止（1/19）

• 福岡コロナ警報を発動（1/20）
• 国内の一日の新規陽性者数が初めて5万
人以上を記録（1/22）

• 県内の一日の新規陽性者数が初めて
３,０００人以上を記録（1/25）

• 県内の累計陽性者数が１０万人を記録
（1/25）

• 本県へのまん延防止等重点措置適用を政
府に要請（1/24）

• 本県を含む１８道府県のまん延防止等重点
措置区域への追加を決定（1/25）

• 福岡コロナ特別警報を発動（1/27）

• 感染防止認証制度の対象に宿泊施設を追
加（1/11）

• 特措法§２４-９に基づき、県民に対し不要
不急の県境をまたぐ移動を控えるよう要請
（1/24～3/6）

• 特措法§２４-９に基づき、飲食店等に対し
営業時間短縮等を要請（1/24～1/26）

• 特措法§３１の６-１等に基づき、飲食店等
に対し営業時間短縮等を要請
（1/27～3/6）

• 積極的疫学調査の対象を重点化（1/17）
• 積極的疫学調査の対象を再重点化
（1/27）

• 保健所へ疫学調査及び健康観察業務を担
う看護師等を派遣（1/7)

• 県保健所の本庁職員を派遣（１月下旬から
令和４年２月下旬まで）

• 県市長会・町村会と保健所への職員派遣
に関する協定に基づき、市町村職員を県
保健所に派遣（1/18～3/23）（派遣人数：
延べ215名）

• 厚生労働省がオミクロン株陽性者の濃厚
接触者の待機期間を見直し［１４日間→１０
日間］（1/14）

• 厚生労働省がオミクロン株の無症状病原
体保有者の療養解除基準を見直し［１０日
間→７日間］（1/28）

• 厚生労働省がオミクロン株陽性者の濃厚
接触者の待機期間を見直し［１０日間→７
日間］（1/28）

• 全国知事会新型コロナ緊急対策本部にお
いて、政府への緊急提言を取りまとめ
（1/12、1/28）

• 感染拡大防止協力金等にかかる専決処分
（1/21）

• 県対策本部会議を計3回開催
• 知事臨時会見を計１回実施

令
和
４
年
２
月

• 国内の一日の新規陽性者数が初めて１０
万人以上を記録（2/1）

• 県内の一日の新規陽性者数が初めて
５,０００人以上を記録（2/2）

• コロナ分科会がオミクロン株の特徴を踏ま
えた感染防止策について提言（2/4）

• 本県のまん延防止等重点措置の延長を政
府に要請（2/16）

• 本県を含む17道府県のまん延防止等重点
措置期間の延長を決定（2/18）

• 学校、保育所、高齢者施設等に対しオミク
ロン株の特性を踏まえた感染防止対策の
徹底を要請（2/7）

• 抗体保有調査を実施（2/5～2/23）
• モデルナ社ワクチンの県3回目接種会場を
設置し、接種を開始（2/9）

• 後遺症診療相談窓口を開設（2/10）
• ５歳から１１歳までの小児対象のワクチン接
種を開始（2月下旬）

• 県保健所の近隣出先機関職員を派遣（２
月下旬から令和４年３月中旬まで）

• 軽症者の早期退院促進を開始（2/8）
• 後遺症の診療が可能な医療機関を３７４確
保（2/10）

• 酸素投与ステーションを臨時開設（2/11）
• 県内の入院者数が初めて２,０００人以上を
記録（2/14）

• 後方支援病院の空床情報等を関係者間で
共有するシステムの運用開始（2/15）

• コロナ小児患者の医療体制を再整備（2月
下旬）

• 全国知事会新型コロナ緊急対策本部にお
いて、政府への緊急提言を取りまとめ
（2/15）

• R3年度2月補正予算（早期議決分）成立
（2/21）

• 県対策本部会議を計2回開催
• 知事臨時会見を計２回実施

令
和
４
年
３
月

• 国内の累計陽性者数が５００万人を記録
（3/1）

• 入国者総数管理の目安を一日約５,０００
人に引き上げ（3/1）

• 本県を含む１３県のまん延防止等重点措置
の解除を決定（3/4）

• 福岡コロナ特別警報から福岡コロナ警報
に移行（3/7）

• 入国者総数管理の目安を一日約７,０００
人に引き上げ（3/14）

• 全国のまん延防止等重点措置解除を決定
（3/17）

• 3/7～4/7を感染再拡大防止対策期間に
設定（3/4）

• オミクロン株の特徴を踏まえた濃厚接触者
の特定・行動制限等の実施方針等を制定
（3/30）

• 高齢者施設の要請に応じて医師・看護師
を派遣する体制を整備（3/7）

• 全国知事会新型コロナ緊急対策本部にお
いて、政府への緊急提言を取りまとめ
（3/4、3/23）

• R3年度2月補正予算（3次提案分）成立
（3/7）

• R3年度2月補正予算（4次提案分）成立
（3/24）

• R4年度当初予算成立（3/24）
• 県対策本部会議を計1回開催
• 知事臨時会見を計１回実施

Ⅰ 新型コロナウイルス感染症への主な対応 （３） 【主な対応】
令和２年（２０２０年） 令和３年（２０２１年） 令和４年（２０２２年） 令和５年

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

第１波 第２波 第３波 第４波 第５波 第７波第６波 第8波



-14-

主な動き、感染状況等 感染防止対策、県民・事業者への要請 相談・検査・保健所体制等 医療提供体制 対策本部会議、広報等

令
和
４
年
４
月

• 福岡コロナ警報を見直し（4/6）
• 入国者総数管理の目安を一日約1万人に
引き上げ（4/10）

• 感染防止認証店舗数が2万店に到達
（4/19）

• 大型連休中の感染防止対策の徹底を要請
（4月下旬）

• 新たな検査体制整備計画を策定（4/22）
• 大型連休中の臨時無料検査所の設置
（4/28～5/8）

• ワクチンの3回目接種率が県民の５０％に
到達（4月下旬）

• 県保健所の保健師（正規職員）を増員
（4/1）

• 酸素投与ステーションを臨時開設（4/29） • 全国知事会新型コロナ緊急対策本部にお
いて、政府への緊急提言を取りまとめ
（4/26）

• 県対策本部会議を計1回開催
• 知事臨時会見を計１回実施

令
和
４
年
５
月

• 福岡コロナ警報を解除（5/31） • 厚生労働省がマスクの着用の考え方及び
未就学児の取扱いを提示（5/20）

• ６０歳以上の方等対象のワクチン4回目接
種を開始（5月下旬）

• 厚生労働省からマスク着用の考え方が示
されたこと受け、県民への周知・広報を実
施（5月下旬）

• 九州地方知事会議において、特別決議「新
型コロナウイルス感染症に係る対応につい
て」を取りまとめ（5/31）

• 県対策本部会議を計1回開催

令
和
４
年
６
月

• 入国者総数管理の上限を一日約2万人に
引き上げ（6/1）

• 外国人観光客の入国制限を見直し
（6/10）

• 政府が「これまでの取組を踏まえた次の感
染症危機に備えるための対応の方向性」
を決定（6/17）

• ノババックスワクチンの県接種会場を設置
し、接種を開始（6/3）

• 厚生労働省が発生届を改正（6/30）

• 重点医療機関・疑い患者受入協力医療機
関名等の公表開始（6/15）

• R4年度6月補正予算成立（6/3）

令
和
４
年
７
月

• 福岡コロナ警報を発動（7/6）
• コロナ分科会が第７波に向けた緊急提言
を実施（7/14）

• 国内の累計陽性者数が１,０００万人を記録
（7/15）

• 政府が「ＢＡ.５系統への置き換わりを見据
えた感染拡大への対応」を決定（7/15）

• 県内の累計陽性者数が５０万人を記録
（7/16）

• 県内の一日の新規陽性者数が初めて１万
人以上を記録（7/21）

• 福岡コロナ特別警報を発動（7/22）
• 国内の一日の新規陽性者数が初めて20
万人以上を記録（7/23）

• 政府が「社会経済活動を維持しながら感
染拡大に対応する都道府県への支援につ
いて」等を決定（7/29）

• 県民に対し医療を守るための協力を要請
（7/22）

• ノババックスワクチンの県接種会場を追加
設置し、接種を開始（7/3以降順次）

• 重症化リスクの低い方への保健所からの
連絡方法をＳＭＳに変更（7/13）

• 県保健所の本庁職員を派遣（７月下旬か
ら令和４年９月中旬まで）

• 厚生労働省がオミクロン株陽性者の濃厚
接触者の待機期間を見直し［７日間→５日
間］（7/22）

• 慢性期の医療を担う医療機関も含め全て
の医療機関にコロナ病床の確保・増床を依
頼（7月下旬）

• 全国知事会新型コロナ緊急対策本部にお
いて、政府への緊急提言を取りまとめ
（7/12）

• 全国知事会議において、新たな変異株の
感染急拡大に対する緊急建議を取りまと
め（7/2８）

• 県対策本部会議を計２回開催
• 知事臨時会見を計２回実施

Ⅰ 新型コロナウイルス感染症への主な対応 （３） 【主な対応】
令和２年（２０２０年） 令和３年（２０２１年） 令和４年（２０２２年） 令和５年

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

第１波 第２波 第３波 第４波 第５波 第７波第６波 第8波



-15-

主な動き、感染状況等 感染防止対策、県民・事業者への要請 相談・検査・保健所体制等 医療提供体制 対策本部会議、広報等

令
和
４
年
８
月

• 本県を含む３県を「ＢＡ.５対策強化地域」
に初めて位置付け（8/2）

• 政府が「オミクロン株の特徴に合わせた医
療機関や保健所の更なる負担軽減への対
応」を決定（8/4）

• お盆期間中の感染防止対策の徹底を要請
（８月上旬）

• 博多駅近くに臨時の無料検査所を設置
（8/5～8/18）

• 「キット配付・陽性者登録センター」を設置
し、重症化リスクの低い有症状者を対象に
抗原定性検査キットの配付・陽性者登録事
業を開始（8/8）

• 高齢者施設職員等検査事業の検査方法を
週2回の抗原定性検査に強化（8/8）

• 「キット配付・陽性者登録センター」の利用
対象を拡大（8/17）

• 抗原定性検査キットのＯＴＣ化を決定
（8/17）

• １２歳以上の方のノババックスワクチン接種
に対応する県接種会場を設置（8/23）

• 厚生労働省が発生届の対象を高齢者等に
限定する緊急避難措置を創設（８/２５）

• 県保健所の近隣出先機関職員を派遣（８
月上旬から令和４年９月中旬まで）

• 県市長会・町村会と保健所への職員派遣
に関する協定に基づき、市町村職員を県
保健所に派遣（8/２～9/19）（派遣人数：
延べ111名）

• 休日等に新たにコロナの診療・検査を行う
医療機関対象の協力金制度を創設（8/2）

• 県内の入院者数が初めて３,０００人以上を
記録（8/13）

• 患者待機ステーションを開設（8/17）

• 知事臨時会見を計１回実施

令
和
４
年
９
月

• 政府が「これまでの取組を踏まえた次の感
染症危機に備えるための対応の具体策」
を決定（９/２）

• 県内の累計陽性者数が１００万人を記録
（9/3）

• 入国者総数管理の目安を一日約５万人に
引き上げ（９/７）

• 政府が「Withコロナに向けた政策の考え
方」を決定（9/8）

• 国内の累計陽性者数が２,０００万人を記
録（9/10）

• 本県の「ＢＡ.５対策強化地域」への位置付
けを終了（９/１3）

• 福岡コロナ特別警報から福岡コロナ警報
に移行（９/14）

• 療養証明専用相談ダイヤルを開設（9/15）
• 陽性者の全数届出を見直し、発生届の対
象を高齢者等に限定（９/２６）

• 自宅療養中の健康相談等に対応する「健
康フォローアップセンター」を整備（9/26）

• オミクロン株対応型ワクチンの接種を開始
（９月下旬）

• 確保病床数が２,０００床に到達（9/７）
• 厚生労働省が療養解除基準を見直し［１０
日間→７日間］（９/７）

• 厚生労働省が療養期間中の外出自粛の
一部緩和を決定（9/7）

• 経口抗ウイルス薬の一般流通が開始
（9/16）

• 全国知事会新型コロナ緊急対策本部にお
いて、政府への緊急提言を取りまとめ
（9/1）

• R4年度９月補正予算成立（9/29）
• 県対策本部会議を計２回開催

Ⅰ 新型コロナウイルス感染症への主な対応 （３） 【主な対応】
令和２年（２０２０年） 令和３年（２０２１年） 令和４年（２０２２年） 令和５年

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

第１波 第２波 第３波 第４波 第５波 第７波第６波 第8波
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主な動き、感染状況等 感染防止対策、県民・事業者への要請 相談・検査・保健所体制等 医療提供体制 対策本部会議、広報等

令
和
４
年
10
月

• 福岡コロナ警報を解除（10/5）
• 入国者総数管理を撤廃し、個人旅行を解
禁（10/11）

• 厚生労働省が新型コロナ・インフル同時流
行対策タスクフォースを設置（10/13）

• 感染防止認証店の認証基準を見直し
（10/6）

• 厚生労働省がワクチンの接種間隔を短縮
［5か月間→３か月間］（10/21）

• 高齢者施設職員等検査事業の対象に通所
系・訪問系の事業所を追加（10/26）

• 県対策本部会議を計1回開催

令
和
４
年
11
月

• コロナ分科会がレベル分類の考え方を見
直し（11/11）

• 政府が「今秋以降の感染拡大で保健医療
への負荷が高まった場合の対応について」
を決定（11/18）

• 福岡オミクロン警報を創設（11/21）

• 発生届の対象外となる自宅療養者対象の
平日・昼間専用ダイヤルを開設（11/1）

• 新たな検査体制整備計画を策定（１１/１４）
• 新型コロナとインフルエンザの抗原定性同
時検査キットのＯＴＣ化を決定（11/29）

• 外来医療体制整備計画を策定（11/14）
• 診療・検査医療機関数が２,０００に到達
（11/18）

• 重症化リスク因子のない軽症等向けの経
口抗ウイルス薬を緊急承認（１１/2２）

• 人工呼吸器管理及びＥＣＭＯ管理研修を
開催（11/23）

• 全国知事会議において、国への緊急提言
を取りまとめ（11/7）

• 全国知事会新型コロナ緊急対策本部にお
いて、政府への緊急提言を取りまとめ
（11/17）

• 県対策本部会議を計1回開催

令
和
４
年
12
月

• 福岡オミクロン警報を発動（12/1）
• 新たなレベル判断基準を整理（12/1）
• 新型コロナウイルス感染症への対応を踏ま
え、医療提供体制や保健所体制の強化等
を盛り込んだ改正感染症法を公布（12/9）

• 重症化リスクの低い有症状者等を対象に
抗原定性検査キットの配付を再開（12/2

• 新型コロナウイルス及びインフルエンザの
両方を検出できる医療用抗原定性検査
キットの薬局における一般販売を解禁（１２
/９）

• 抗体保有調査を実施（12/17～12/26）
• 帰省者や旅行者等を対象とした無料検査
を再開（12/24）

• 保健所の負担軽減のため、派遣看護師を
活用し自宅療養者の夜間の受診調整を開
始（12/1）

• 自宅療養者オンライン診療センターを開設
（12/21）

• 診療・検査医療機関の混雑状況等を県
ホームページで公表開始（12/21）

• 年末年始の休日等に新たにコロナの診療・
検査を行う医療機関・薬局対象の協力金
制度を創設（12/25）

• 保健・医療提供体制確保計画を見直し
（12/26）

• 患者待機ステーションを開設（12/29）
• 県内の入院者数が初めて４,０００人以上を
記録（12/31）

• 全国知事会新型コロナ緊急対策本部にお
いて、政府への緊急提言を取りまとめ
（12/23）

• R4年度１２月補正予算成立（12/20）
• R4年度１２月補正予算（追加提案分）成立
（12/20）

• 県対策本部会議を計1回開催
• 知事臨時会見を計1回実施

令
和
５
年
１
月

• 国内の累計陽性者数が３,０００万人を記
録（1/6）

• 政府が「新型コロナウイルス感染症の感染
症法上の位置付けの変更等に関する対応
方針について」を決定（1/27）

• 感染症法上の位置付け変更に伴う今後の
対応について政府に要望（1/30）

• 感染防止認証店の認証基準を見直し
（1/25）

• 全国知事会新型コロナ緊急対策本部に
「感染症法上の位置付けの見直しに関する
ワーキングチーム」を設置（1/24）

• 県対策本部会議を計1回開催

令
和
５
年
２
月

• 政府が「マスク着用の考え方の見直し等に
ついて」を決定（2/10）

• 福岡オミクロン警報を解除（2/13）

• 抗体保有調査を実施（2/24～3/4） • 全国知事会新型コロナ緊急対策本部にお
いて、感染症法上の位置付け変更に伴う
課題と対応を取りまとめ（2/13）

• 県対策本部会議を計1回開催

Ⅰ 新型コロナウイルス感染症への主な対応 （３） 【主な対応】
令和２年（２０２０年） 令和３年（２０２１年） 令和４年（２０２２年） 令和５年

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

第１波 第２波 第３波 第４波 第５波 第７波第６波 第8波
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主な動き、感染状況等 感染防止対策、県民・事業者への要請 相談・検査・保健所体制等 医療提供体制 対策本部会議、広報等

令
和
５
年
３
月

• 政府が「感染症法上の位置付けの変更に
伴う医療提供体制及び公費支援の見直し
等について」を決定（3/10）

• マスク着用の考え方の見直し適用を踏ま
え、県民・事業者に対する要請内容を一部
変更（3/13）

• 感染防止認証店の認証基準を再度見直し
（3/13）

• R５年度当初予算成立（3/20）
• 県対策本部会議を計1回開催

令
和
５
年
4
月

• 政府が5類感染症への位置づけ変更を決
定（4/27）

• 新型コロナウイルス感染症への対応を踏ま
え、総合調整機能の強化等を盛り込んだ
改正特措法を公布（4/28）

• 健康フォローアップセンターに係る各種相
談窓口を統合し、新型コロナウイルス感染
症総合相談窓口を開設（4/1）

• 県保健所の保健師及び事務職員を増員
（4/1）

• 保健環境所の研究員を増員（4/1）

• 新型コロナウイルス感染症の感染症法上
の位置づけ変更に伴う医療提供体制の
「移行計画」の策定（４/２１）

• 知事定例会見において、5類移行に伴う変
更点について周知

令
和
５
年
５
月(

～
8
日)

• 政府対策本部を廃止（5/8）
• 5類感染症へ位置づけ変更（5/8）
• 基本的対処方針、業種別ガイドライン廃止
（5/8）

• 感染防止宣言ステッカー制度廃止(5/8)
• 感染防止認証制度廃止（5/8）
* 認証数の累計：飲食１９，９２８店舗

宿泊施設 ９４１施設
• イベントの開催制限廃止（5/8）

• 療養証明相談、自宅療養者対象の生活支
援の終了（5/8)

• ６５歳以上の方等対象の令和５年春開始
接種を開始（５/８）

• 県全保健所に「感染症対策主幹」の職を設
置（5/8）

• すべての宿泊療養施設の運営を終了
（5/8）

• 外来対応医療機関の指定を開始（５/８）

• 県対策本部を廃止

Ⅰ 新型コロナウイルス感染症への主な対応 （３） 【主な対応】
令和２年（２０２０年） 令和３年（２０２１年） 令和４年（２０２２年） 令和５年

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

第１波 第２波 第３波 第４波 第５波 第７波第６波 第8波
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Ⅱ 主な対応の総括及び次なる新興感染症への備え

①入院医療体制

主な成果と課題

令和２年２月２０日、県内初となる陽性者が確認され、感染症指定医療機関が有する66の病

床で患者受入を開始。以降、感染症指定医療機関の一般病床、大学病院へと受入れ拡大。流

行初期には病床確保に時間を要したものの、各病院への個別訪問や病院長を集めた会議へ

の知事自らの要請等、繰り返し病床の確保を要請し、各医療機関の協力を得て増床し、令和

５年３月３１日現在、２,０８９床を確保。

感染者の重症度や特別な配慮を要する患者（透析、小児、妊婦、精神）の特性等を踏まえ、受

入医療機関の調整を行うため、県、県医師会、救急医療の専門医及び感染症専門医から構成

される「新型コロナウイルス感染症調整本部」を設置し、救急医を中心としたDMATが出務

し入院調整を行った。特別な配慮を要する患者の入院調整に苦慮したことから、関係医会・

医療機関と協議を行い、受入可能な医療機関のリストを整理・共有した。

感染初期には医療への負荷が高まったものの、確保病床の増床、調整本部による入院調整、

宿泊療養施設の開設等により、病床使用率は徐々に改善した。その際、病床の利用状況をリ

アルタイムに関係者で共有できる独自の入院調整システムが大いに貢献した。

陽性判明時から直ちに血中酸素飽和度を用いたトリアージにより、個々の症状に応じて入院

とするか、宿泊療養、自宅療養とするかを的確に調整し、病床の効率的な運用に努めた。

新型コロナの入院患者を受け入れる医療機関に対し、患者の受入れや治療に必要な設備の

整備に係る補助事業を実施し、入院医療提供体制の強化を図った。

第6波以降の感染拡大時には、コロナが軽症の方で、基礎疾患の悪化の恐れや介護等の必

要性がある患者の入院調整が難航し、重点医療機関に多数入院した結果、医療負荷が増大

した。

感染拡大時に高齢者が多数入院した際には、一部の保健所設置市で転院支援調整本部を立

ち上げるなど、後方支援病院への転院・新規患者の受入を促進した。

次なる新興感染症への備え

入院が必要な方が適切に入院できるよう、確保病床などを含めた入院医療の在

り方について、平時から医療機関等と整理した上で、速やかに対応できる体制を

構築する。

感染の急拡大に備え、早い段階から入院調整本部を設置するとともに、空床及

び病床の使用状況を医療機関だけでなく、消防機関などとも共有するシステム

を迅速に立ち上げる。

特別な配慮を要する患者（透析、小児、妊婦、精神）に関する医療提供体制を各医

会を含め協議する。

基礎疾患の悪化の恐れや高齢者など介護等の必要性がある患者に対応する医

療機関を増やしていく。

（１）医療提供体制
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②外来医療体制

主な成果と課題

令和２年１０月から発熱患者等の診療・検査を行う医療機関を「福岡県診療・検査医療機関」と

して県で指定。順次拡大し、令和５年5月2日時点で2,123医療機関を指定している。

流行初期には発熱外来の確保に時間を要したが、診療・検査医療機関等に対し、診療・検査に

必要な設備の整備に係る補助事業を実施するとともに、県医師会や郡市医師会と協力し、診

療・検査医療機関等の数が十分ではない地域に「地域外来・検査センター」を設置する等の取

組を通じて、発熱患者等が地域で適切に診療・検査を受けられる体制を確保した。

県コロナ本部と県歯科医師会で調整し、自宅療養期間中に口腔内の炎症などで緊急の受診

が必要となった際に対応可能な歯科医療機関で受診できる体制を令和４年３月に整備した。

第7波では、感染拡大に伴い発熱外来の受診者が大幅に増加したことから、令和4年8月、発

熱外来のひっ迫を回避し、医療機関と患者への負担軽減と円滑な受診を図るため、配布され

た検査キットで患者自身が自己検査や陽性者登録を実施できる体制(「キット配布・陽性者登

録センター」)を構築した。また8月の日曜・祝日及びお盆期間に開設する発熱外来等に協力

金を給付した。

第8波では、インフルエンザの流行期を控え発熱外来のひっ迫が懸念される中、令和4年12

月、発熱外来の混雑状況をリアルタイムで確認できる「ふくおか発熱外来検索サイト」を県HP

に立ち上げた。また、「自宅療養者オンライン診療センター」を設置するとともに、休日・夜間に

開設する発熱外来等に協力金を給付した。

次なる新興感染症への備え

発熱患者等が地域で診療・検査を適切に受けられるよう、医療機関の規模に応

じた役割分担などを含めた外来医療の在り方について、平時から医療機関と整

理した上で、速やかに対応できる体制を構築する。

（1）医療提供体制

Ⅱ 主な対応の総括及び次なる新興感染症への備え
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③患者搬送体制

主な成果と課題

発生当初（令和２年２月）、直ちに、県所管の９保健所において、感染症法に基づく患者搬送

体制を整備するとともに、患者の移送について、各保健所が各消防機関との間で覚書等を

締結し、連携を図った。

感染拡大に伴い患者搬送件数が急増したため、貸切バス事業者やタクシー事業者による軽

症者搬送業務を開始し、医療機関及び宿泊療養施設への患者搬送や検体搬送に当たった。

令和３年１２月からは、中等症患者の搬送にも対応できる民間救急の活用を開始し、宿泊療

養施設等から消防本部への救急搬送依頼の削減に努めた。

一方、宿泊療養施設は都市部に集中し駐車スペースが限られており、自家搬送による受入れ

を認めていなかったことから、感染急拡大時には一時的に搬送能力が不足する場面もあっ

たが、宿泊療養施設の入所受入時間の拡大などにより対応し、影響を最小限に抑えた。

移送について、重点・協力医療機関が多く集まる自治体に負担が偏った。

感染拡大に伴い救急搬送困難事案が増加したため、知事会見や各種広報媒体を通じて、救

急車の適正利用や、救急車利用を迷ったときの「受診・相談センター(24時間対応)」への相

談を呼びかけた。

次なる新興感染症への備え

感染症危機が発生した場合に、速やかに保健所の患者搬送体制（車両、人員、ＰＰ

Ｅ、消毒用資材、携帯電話、マニュアル等）を確保する。感染拡大時にはＰＰＥや消

毒用資材の不足が懸念されるため、平時から一定の備蓄を行うとともに、必要

に応じ流通備蓄を活用する。

患者搬送件数が継続的に増加することが見込まれる場合は、民間救急等への外

部委託を活用するなど速やかな体制強化を図る。

民間事業者による患者搬送体制の確保には相当の時間を要するため、患者搬送

件数の増加に応じて適切に対応できるよう、関係者と十分な連携・協議を行う。

移送に関する負担に偏りが生じないよう、県・保健所設置市で協議を行う。

感染の急拡大に備え、早い段階から入院調整本部を設置するとともに、空床及

び病床の使用状況を医療機関だけでなく、消防機関などとも共有するシステム

を迅速に立ち上げる。（再掲）

（1）医療提供体制

Ⅱ 主な対応の総括及び次なる新興感染症への備え
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④宿泊療養施設

主な成果と課題

令和２年４月13日以降、宿泊療養施設を順次開設。約3週間の短期間で4月中に計3施設

826室を確保(北九州市、福岡市、久留米市に各1施設)。流行初期には関係者との調整に時

間を要すケースもあったが、感染状況に応じて施設を追加確保し、最大１２施設２,４６８室を

運用した（全て直営）。

県医師会や県看護協会等の協力の下、当初から全ての宿泊療養施設に２４時間体制で

JMATの医師及び派遣看護師を配置し、健康観察や診察を行ってきた。令和２年１２月から

は、順次、全室にパルスオキシメーターを配置し、血中酸素濃度や病態に応じたトリアージを

実施した。さらに、携帯用酸素吸入器や酸素濃縮器も全施設に配置した。

運営開始にあたり、従事者への感染予防を徹底するため、感染症専門医の指導の下、施設ご

とのゾーニングや業務マニュアルの作成を行い、感染防護服の着脱訓練も取り入れた事前説

明会を開催するなど、入念に準備を行った。また、施設運営は各部からの交代で応援職員が

従事したためマニュアルの徹底が難しく、現場管理で困難な状況も生じたため、宿泊療養アド

バイザー等の委嘱を行うとともに、毎日zoomミーティングを実施した。加えて、感染症専門

医監修の感染防御マニュアルを定め、県看護協会によるアドバイザーを派遣するなど対応し

た結果、宿泊療養施設でのクラスターの発生はなかった。

第３波では陽性者の急増に対応するため、退所後の消毒・清掃をフロア単位から部屋単位で

の実施に見直す等の工夫により効率的な運用を確保し、稼働率は７割超に達した（他都道府

県は最大５割程度）。

宿泊療養者への投薬については、当初は市販薬で対応していたが、デルタ株の出現により重

症化リスクの高い患者も受け入れることとなり、令和３年６月には薬剤師会の協力のもと、処

方薬の投与体制を整備した。同年８月には、宿泊療養施設での中和抗体薬投与が認められた

３日後に県医師会の協力のもと投与を開始し、重症化を未然に防いだ。

次なる新興感染症への備え

県内で患者が発生する前に、感染経路や毒性の知見など最新の情報を収集した

上で、宿泊療養施設における運営体制（人員、ホテル、食事、廃棄物処理、ＯＡ機

器など）や支援体制（アドバイザー等）を確保する。

感染流行初期において迅速に宿泊療養施設を確保するため、圏域バランスを踏

まえ、平時から宿泊施設との間で確保可能な室数を検討しておく。

感染拡大時には宿泊療養施設で使用するＰＰＥや消毒用資材について、不足する

ことが懸念されるため、平時から一定の備蓄を行うとともに、必要に応じ流通備

蓄を活用する。

施設運営業務の増加や長期化が見込まれる場合は、宿泊療養施設での総括業務

を含め、外部委託や人材派遣の活用を速やかに検討する。

（1）医療提供体制

Ⅱ 主な対応の総括及び次なる新興感染症への備え

主な成果と課題

感染拡大時には、事務量の増大、夜間の救急搬送や問題行動のある療養者への

対応等に迫られ、対策本部や現地職員の長時間労働が常態化した。

政府の求めに応じてオミクロン株濃厚接触者用待機施設としての運用や、空港

検疫の待機施設として福岡検疫所への貸与も実施した。
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⑤患者待機ステーション

主な成果と課題

患者待機ステーションは、特措法に基づき設置する臨時の医療施設であり、新型コロナの感

染拡大による医療機関の負荷を軽減するため、酸素配管が整備されている医療機関の休床

病床を活用して、JMATの医師及び派遣看護師を配置し、第５波以降に５回開所した。令和３

年度は県直営で運営していたが、効率化を図るとともに、感染状況に応じて柔軟に対応でき

るよう、令和４年５月からは外部委託に変更した。入院調整本部との連携により、延べ４２人

の救急搬送困難患者を受け入れ、輸液や酸素投与を行い、救急搬送困難時の最後の砦とし

て、消防機関（救急隊）からの期待に応えることができた。

当初は、呼吸不全のコロナ患者を受け入れ、酸素投与を行う酸素投与ステーションとして運

用していたが、第７波以降は、呼吸不全の患者が減り、コロナ軽症の高齢者が大部分となっ

たため、輸液も行う患者待機ステーションとして運用した。併せて、ＡＤＬが低下している高齢

者に対応するため、介護職員を配置した体制に見直した。

 ステーションでは、血液検査やCT画像撮影が可能であり、緊急度や重症度を踏まえてトリ

アージを的確に実施でき、無駄な入院を減少させることができた。

 ＡＤＬが低下した患者が多いため、退所時は民間救急車を活用する必要があったが、事業者

数が限られていることから、消防機関（救急車）の協力を求めることとなった。

感染が最も拡大した時期の設置となることや従事する医師が救急医療に対応できる人材に

限られるため、設置個所、設置期間についての制約がある。

次なる新興感染症への備え

救急搬送困難時等には、速やかに臨時の医療施設を設置し、地域医療の負担を

軽減するとともに、入院先が決定するまでの間の待機場所としての機能を確保

する必要がある。

次の感染症危機が発生した場合、速やかに開設の方針決定を行い、臨時の医療

施設の運営体制、特に常駐する医師の体制を確保できるよう、今回作成した運

営マニュアル等を活用できるよう整備しておく。また、開設初期から、介護職員も

含めた運営体制とすることも想定しておく。

 ウイルスの変異など感染状況等に応じて必要な体制・設備等を適切に判断し、効

率的な運営体制の確保を図る。

設置地区の消防機関にできるだけ負担をかけないよう、退所時の搬送手段の確

保についても検討しておく必要がある。

（1）医療提供体制

Ⅱ 主な対応の総括及び次なる新興感染症への備え
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⑥自宅療養者の支援

次なる新興感染症への備え

保健所においては、業務の繁閑等に応じた所内の柔軟な協力体制を平時より構

築し、感染症危機の発生時には、感染状況に応じた体制整備を速やかに行う必

要がある。

自宅療養者が急激に拡大した場合に、保健所業務を直営から速やかに委託・人

材派遣などの業務形態に切り替えられるよう、予め感染状況に応じたシミュ

レーションを整理しておく必要がある。

保健所が重症化リスクの高い方への健康観察に重点化できるよう、軽症者の健

康観察については必要に応じてDXの活用も視野に入れておくことが望まれる。

自宅療養者に対する生活支援の充実を図るため、感染拡大時において多くの市

町村で支援が実施できるよう、県と市町村間での連携について検討しておく必

要がある。

（1）医療提供体制

主な成果と課題

自宅で安心して療養できるよう、ホームページに療養上の留意事項や自宅療養に対応する医

療機関のリスト等を掲載するとともに、診療・医療機関の協力のもと、自宅療養者への往診等

を行う医療機関への支援を実施した。また、薬剤師による治療薬の配送と電話等を利用した

服薬指導ができる体制を構築した。

夜間・休日の受診調整に対応するため、令和３年８月から「休日・夜間相談ダイヤル」として外

部委託した。さらに、令和４年１１月からは、発生届の対象外の軽症者等を対象とする「陽性者

相談ダイヤル」を委託して設置した。

保健所の業務ひっ迫に対処するため、保健所に看護師等を派遣し、自宅療養者への支援体制

の強化を図った。また、第７波ではＳＭＳ（ショートメッセージサービス）を活用し、保健所の健

康観察業務の負担を軽減したほか、夜間の受診調整は保健所職員の身体的・精神的負担が大

きいことから、令和４年１２月からは、県保健所圏域においては専任の派遣看護師による専用

ダイヤルを設置して対応した。

自宅療養者の病状把握・適切な医療の提供のため、保健所が直接対面で状況把握をした方が

良いと判断した者に対して訪問看護ステーションの看護師による健康観察を実施した。

自宅療養者への食料品等の無償配布やパルスオキシメーターの貸与を実施し、令和４年８月

からは当該業務を外部委託した。また、令和３年１０月からは、希望する県内市町村と覚書を

締結して個人情報を共有し、連携して支援した。

療養証明書の交付等に時間を要する状況が生じたため、令和４年９月から外部委託による療

養証明専用の窓口を設置し、保健所設置市分も含めて対応した。

令和４年９月の全数届出の見直し伴い、届出対象外となる方が安心して療養できるよう「健康

フォローアップセンター」として体制を整備した。また、保健所設置市と共同で各相談窓口の

チラシを作成し、検査・診療医療機関に配布を依頼した。

災害時の避難マニュアルによる対応や選挙時の特例郵便投票を市町村と連携して取り組んだ。

Ⅱ 主な対応の総括及び次なる新興感染症への備え
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⑦高齢者施設対策

主な成果と課題

高齢者施設等の利用者は、重症化リスクが高く、施設内感染対策の強化が重要になるため、

これらの方と接する可能性がある施設職員等を対象とした検査を令和２年１２月から実施。

感染が発生した施設に、県で登録した感染症専門医及び感染管理認定看護師等を派遣し、介

護時の感染予防や施設内のゾーニングなどについて指導・助言を行った。令和３年１月から令

和５年４月までの間、延べ１１８施設等に派遣する等、各保健所で大いに活用された。

高齢者施設（看護師配置のない施設）の療養者の病状把握・適切な医療の提供のため、保健

所が直接対面で状況把握をした方が良いと判断した者に対して訪問看護ステーションの看護

師による健康観察を実施した。

感染症が発生した介護サービス事業所等の事業継続を支援するため、代替職員の割増賃金、

事業所の消毒・清掃費用、施設内療養費等の新型の掛かり増し経費を助成し、令和４年度は２,

５００を超える事業所から申請があった。

多数の職員が感染しマンパワー不足となった施設に対し、関係団体の協力の下、施設間にお

ける職員の相互派遣等の仕組みを構築し、施設からの要請に基づき派遣したが、県全域に感

染が拡大し他施設等に派遣する余裕がないことや感染の恐れから等から、派遣実績は３件と

少なかった。

令和２年当時、高齢者施設での感染者発生後の「感染制御」について具体的に説明した動画

や資料が少なく、施設団体から県に対し、研修等実施の求めがあった。これを受け、感染症専

門医の監修により管理者編と職員編の２本の研修用動画及びテキストを作成、県内の施設に

研修で活用するよう周知した。

新型コロナウイルス感染症が発生した施設等に、県で備蓄している衛生用品（ガウン、フェイス

シールド、手袋、ゴーグル等）を配付した。

感染拡大時に高齢者が多数入院した際には、一部の保健所設置市で転院支援調整本部を立

ち上げるなど、後方支援病院への転院・新規患者の受入を促進した。(再掲)

次なる新興感染症への備え

平時から、国内外における最新の感染症情報を入手し、その感染症の特性（重症

化リスクとなる者や感染拡大の速さ等）を把握する。

各種検査方法の精度・感度、検査判定までの期間などを考慮した上で、有効な検

査方法を選択し、必要な者（高齢者や妊婦等）に対する検査を検討する。

施設職員に対する検査について、第６波において、全国的に検査キットの流通が

ひっ迫したことを踏まえ、緊急的な対応を要する場合に国から直接各自治体に

配付を行うなど、国に対して要望を行う。

高齢者施設と医療機関との連携を促進し、平時から相談や往診等の医療支援体

制の確保を進める。

次の感染症危機の発生時に、速やかに補助事業の実施を行えるよう、審査業務

を行う職員確保に努め、補助金の交付申請手続きのマニュアル等を整備する。

施設への専門職の派遣、看護師による療養者の健康観察及び施設間での職員の

相互派遣等のため、関係機関・関係団体、施設所管課と平時から連携し、次の感

染症危機が発生した場合に速やかに対応できるよう体制確保を図るとともに、

施設に対して、業務継続計画（令和６年４月に策定義務付け）を早期に策定し、平

時から感染症発生時における業務継続の体制を確保するよう指導する。

感染症に対する高齢者施設の不安を解消するため、一般的な予防対策だけでな

く、感染者が発生した場合の具体的な感染制御の方法についても必要な情報を

体系的に整理しておく必要がある。

次の感染症危機の発生時に衛生用品の流通が滞る可能性が生じた場合、必要に

応じ流通備蓄を活用する。

基礎疾患の悪化の恐れや高齢者など介護等の必要性がある患者に対応する医

療機関を増やしていく。(再掲)

（1）医療提供体制

Ⅱ 主な対応の総括及び次なる新興感染症への備え
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⑧罹患後症状への対応

主な成果と課題

令和２年の発生以降、感染拡大が繰り返される中で、新型コロナの罹患後症状（いわゆる後

遺症）が社会問題化したため、令和３年１２月末から県内の医療機関に対して後遺症の診療

の可否や診療可能な症状について調査を行い、令和4年2月に県ホームページに後遺症の診

療が可能な医療機関のリストを公開した。併せて、医療機関で診療を受けても症状が改善し

ない場合などに専門的な治療を受けられる医療機関を選定し、県内の医療機関に情報提供

を行った。

県ホームページへのリスト掲載と同時に、「新型コロナ後遺症診療相談窓口」を設置し、後遺

症の診療が可能な医療機関の紹介を２４時間体制で行った。

 これらの取組により、新型コロナの後遺症について、全国的にも多くの医療機関を紹介でき

る体制の構築を図ることができた（令和５年２月時点の報道ベースでは東京都に次ぐ全国第

２位の医療機関数）。

一方、後遺症に伴う医療以外の問題（通勤や通学が困難になる等）については、ワンストップ

的な相談窓口の設置までには至らなかった。

次なる新興感染症への備え

次の感染症危機が発生した場合においても、今回のように後遺症やそれに付随

する課題が発生することが想定されるため、国の知見も踏まえて、速やかに相

談体制や診療体制を確保する必要がある。また必要に応じて、労働部局や教育

庁とも情報共有・連携を図る。

（1）医療提供体制

Ⅱ 主な対応の総括及び次なる新興感染症への備え



-27-

⑨検査キット・ＰＰＥ・治療薬等

主な成果と課題

検査キットは、一時需給が不安視されたものの、福岡県医薬品卸業協会の協力を仰ぎ、県内

の需給状況の把握を行った結果、大きく不足する事態は生じなかった。

 ＰＰＥ等の医療用資材については、令和２年の発生以降、市場がひっ迫し、医療現場への供給

不足が生じたことから、政府及び県において確保した医療用資材を県内の希望する医療機

関に無償配付した。

あわせて、新興感染症のパンデミックに備え、サージカルマスク、Ｎ９５マスク、医療用ガウン、

フェイスシールド、医療用手袋を令和２年１２月補正予算で購入し、民間物流倉庫に備蓄した。

令和４年９月には、今後の新興感染症のパンデミック時においても医療用資材の安定供給に

支障がないよう、福岡県医療機器協会と協定を締結し、流通備蓄体制を構築した。

国が特例・緊急承認した中和抗体薬（ロナプリーブ、ゼビュディ、エバシェルド）及び経口抗ウ

イルス薬（ラゲブリオ、パキロビッドパック、ゾコーバ）について、配分を希望する医療機関や

薬局等への供給に必要な手続きを行った（※経口抗ウイルス薬は令和５年３月３１日までに全

て一般流通に移った。

次なる新興感染症への備え

改正感染症法により、検査キットやＰＰＥ等の感染症対策物資等については、緊

急時における確保（政府による有事の供給増加や、平時からの備えとして事業者

から需給状況の聞き取りを行う等）について法的枠組みが整備されたが、県に

おいても、福岡県医薬品卸業協会と連携し、必要に応じ県内の需給状況を把握

する。

 ＰＰＥについても、改正感染症法により、（１）国における備蓄と、（２）今回の改正

で創設された医療機関との協定制度の中で医療機関における備蓄が位置付け

られたことから、医療機関との協定の締結状況を見ながら、県が流通備蓄により

確保している医療用資材を必要に応じ活用する。

現時点で新たに承認が有望視される治療薬はないが、今後、新たな治療薬が承

認され、政府が全量を買い上げて供給する場合には、政府の定める供給スキー

ムに従い、県医師会や県薬剤師会等関係者に供給を受ける手続き等を周知する。

（1）医療提供体制

Ⅱ 主な対応の総括及び次なる新興感染症への備え
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（２）相談・検査・保健所体制等

①相談体制

主な成果と課題

発生当初、新型コロナに関する十分な知見がない中、感染が疑われる方からの相談に対応し、

適切な検査や医療に繋げるため、令和２年（２０２０年）２月、県内１９の保健所に「帰国者・接

触者相談センター」を設置した。その後、感染拡大に伴い、相談件数の増加や保健所の負荷の

増大が見られたため、同年４月、２４時間対応の「一般相談窓口（コールセンター）」を開設し、

看護師が県民からの健康相談等を受け付け、県民の不安や疑問の払しょくに取り組んできた。

同年１０月からは「受診・相談センター」を設置し、平日の日中は保健所、夜間・休日は一般相

談窓口において、発熱患者等からの相談に専門的な知識を踏まえて対応し、必要に応じて発

熱外来等を案内することにより、患者の円滑な受診や保健所の負担軽減を図ってきた。

 その後も、「一般相談窓口」に加え、「後遺症診療相談窓口」、「陽性者相談ダイヤル(平日・昼

間)」、体調急変時の相談に応じる「休日・夜間専用ダイヤル」、「療養証明書専用ダイヤル」、食

糧支援等の「生活支援センター」といった専用の相談窓口を追加設置し、県民からの多岐にわ

たる相談に丁寧に対応してきた。なお、一部の相談窓口については、保健所設置市の住民も

対象とした。

新たな知見が出た場合や新たな取組を開始する場合などには、速やかに相談員と情報共有

し、問合せに適切に対応できるよう努めた。また、感染が落ち着いている時期には人員体制

を柔軟に見直すなど、効率的な相談体制の維持にも努めた。

一方、感染拡大期には相談が殺到し、長時間電話がつながりにくいケースも生じたため、随

時、電話回線の増強や人員体制の強化を図って対応した。また、感染拡大に伴う看護師の需

要の高まりにより、相談体制の維持に影響が出ることもあったが、人材派遣事業者等の協力

の下、影響を最小限に抑えた。

次なる新興感染症への備え

平時から、国内外における最新の感染症情報を入手し、分析・整理した上で、県、

保健所設置市、各保健所等の間で情報共有を図る。

次の感染症危機が発生した場合、速やかに保健所の相談体制（人員、執務ス

ペース、電話回線、マニュアル等）を確保し、県民や医療機関等からの相談に対

応する。また、体制確保に必要な財源については、国において適切に手当てする

よう、全国知事会とも連携して要望を行う。

相談件数が継続的に増加することが見込まれる場合は、外部委託や人材派遣を

活用した相談窓口（コールセンター）を速やかに設置する。また、テキストメッ

セージやチャット、AIの活用など、電話や人的資源に頼らないに相談体制の構

築も検討する。

相談体制の整備に当たっては、可能な限り県全域で同様の対応がとれるよう、

あらかじめ保健所設置市と十分な連携・協議を行う。

Ⅱ 主な対応の総括及び次なる新興感染症への備え
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（２）相談・検査・保健所体制等

②検査体制

主な成果と課題

発生当初、新型コロナに関する検査が国立感染症研究所のみで実施されていたが、令和２年

２月から県保健環境研究所にてＰＣＲ検査を開始し、検査体制を確保するため、PCR検査の

経験者を保健所から県保健環境研究所に派遣した。

以降、県保健環境研究所の機器増設や人員体制の強化、政令市との連携、民間検査機関の

活用、大学・民間医療機関等と連携、各地域の医師会等が主体となった「地域外来検査セン

ター」の設置などにより、検査体制を段階的に強化した。

県保健環境研究所では、検査やゲノム解析に関する研修会等を保健所設置市の地方衛生研

究所等に対し実施した。（令和２年３月から令和４年７月に８回）。また、令和２・３年度には、保

健所設置市等からの協力依頼に基づきゲノム解析も行った。

令和３年１２月から検査課のある３保健所に抗原定量検査機器を導入し、検査能力の向上を

図った。また、同検査で判定保留となった際の再検査体制も整備した。

感染拡大による濃厚接触者等の増加を受け、令和３年9月には保健所設置市と協議の上、重

症化リスクが多くいる施設を最優先とするなど優先順位をつけて行政検査に対応すること

とした。同年１２月には、保健所の行政検査に遅れが生じないよう、診療報酬外の行政検査の

委託を行った。

飲食店利用やイベント参加時に必要となる無料検査を実施し、日常生活や社会経済活動にお

ける感染リスクを下げる取組を行った。また、特措法に基づき、県民に受検要請を行い、感染

不安がある無症状の県民の方を対象とした無料検査を実施し、県民の不安の払拭や陽性者

の早期発見に取り組んだ。

高齢者施設等の利用者は、重症化リスクが高く、施設内感染対策の強化が重要になるため、

施設職員等を対象とした検査を令和２年１２月から実施した。

本人や胎児の健康等について強い不安を抱える分娩前の妊婦が安心して出産を迎えられる

よう、妊婦を対象とした検査を実施した。

次なる新興感染症への備え

平時から、国内外における最新の感染症情報を入手し、その感染症の特性（重症

化リスクとなる者や感染拡大の速さ等）を把握する。

感染発生の初期段階から検査が円滑に実施されるよう、保健所設置市との役割

分担、民間検査機関を含む医療・検査機関との協力について予め整理し、取り決

めておく。

早急な検査体制の確立のため、検査技術を習得した者のリスト化や検査機器の

保守点検を平時から行う。感染拡大時にはリスト化された者による応援体制が

とれるよう、平時から関係部署と協議しておく。

次の感染症危機が発生し、感染拡大の速度が速い場合は、早期発見・早期隔離の

観点から、行政検査以外にも県民等に対する検査の実施を検討する。また、死亡

率が高い場合は、検査方法の精度・感度、検査判定までの期間などを考慮した上

で有効な検査方法を選択し必要な者（高齢者や妊婦等）に対する検査を検討する。

自己検査が可能な抗原定性検査が確立し、自己検査の推奨や薬局等での販売が

可能となった場合は、速やかに県民への備蓄の周知を検討する。

Ⅱ 主な対応の総括及び次なる新興感染症への備え

主な成果と課題

感染の急拡大に伴う地域の外来医療のひっ迫を回避するため、令和４年８月に

は重症化リスクの低い有症状者を対象に抗原定性検査キットの配付及び自己検

査等で陽性となった方が登録し、医師が確定診断を行う仕組みを構築した。

医療機関等の検査機器の導入に係る補助事業を通じ、検査体制の強化を図った。
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（２）相談・検査・保健所体制等

③サーベイランス体制

主な成果と課題

診断した医師からの発生届及び保健所による積極的疫学調査の結果に基づき、患者情報の

把握を行った。

発生当初は、新型コロナに関する十分な知見がなかったこともあり、個人が特定されないよ

う配慮しつつ、行動歴等も含めて詳細な情報を公表した。また、クラスターが発生した飲食店

や施設等について、名称や陽性者の行動歴等を公表し、利用者等への呼びかけや同様の施設

等に対する注意喚起を行ってきた。

当初、日々の新規陽性者数等について、県と保健所設置市がそれぞれ公表していたことによ

り、県全体の感染状況が伝わりにくく、県民の意識や行動の変化に繋がりにくいといった課

題があったため、令和２年８月からは、県において県全体の集約を行い、毎日定刻に公表する

よう改善した。

公表内容については、政府の動きや公表する必要性等も踏まえて随時見直した。

令和４年２月には患者情報が漏えいする事案が発生したため、患者情報の確認方法を改め、

その徹底を図った。

ゲノム解析については、当初は国立感染症研究所で行っていたが、令和２年９月に県保健環

境研究所に機器を導入し、同年１１月からゲノム解析を開始した。

令和３年１月からは、県保健環境研究所において変異株スクリーニング検査を開始した。

令和３年１２月からは、変異株スクリーニング検査及びゲノム解析の一部を民間検査機関に委

託して実施した。

次なる新興感染症への備え

平時から、国内外における最新の感染症情報を入手し、分析・整理した上で、県、

保健所設置市、各保健所等の間で情報共有を図る。

発生した感染症の感染経路を勘案した上で、感染初期、感染拡大期、まん延期等、

状況に応じた公表内容を平時のうちに検討しておく。

公表内容については、個人が特定されるようなことがないよう、十分に配慮し

た上で、関係機関と調整する。

個人情報に関するチェック体制を平時から整備・徹底することにより、情報漏え

い防止に取り組む。

Ⅱ 主な対応の総括及び次なる新興感染症への備え
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（２）相談・検査・保健所体制等

④患者情報管理

主な成果と課題

診断した医師からの発生届及び保健所による積極的疫学調査の結果に基づき、患者情報の

把握を行った。

把握した新規陽性者数等の情報について、表やグラフ等も用いて毎日公表し、必要に応じて

ブリーフィングを実施した。また、民間においてもデータを活用できるよう、福岡県オープン

データサイトで情報発信を行った。

感染拡大時には、保健所業務がひっ迫し、患者の療養状況の報告に遅れや誤りが生じるケー

スもあったが、保健所体制の強化等により随時対応した。

感染拡大時におけるＨＥＲ-ＳＹＳ入力は、医療機関や代行入力を行う保健所業務のひっ迫の

一因となった。

本部で一元的な情報管理を行う上で、保健所毎にＨＥＲ-ＳＹＳ以外の独自システムを構築し、

患者情報を管理していたことが支障となっていたため、令和４年８月からはＨＥＲ-ＳＹＳによ

る患者情報管理ができるよう改善した。

全数届出が見直された令和４年９月２６日以降、患者情報の一部について把握を終了すると

ともに、医療機関からのＦＡＸによる日次報告については、ＨＥＲ-ＳＹＳへの代行入力を外部

委託し、保健所業務の負担軽減を図った。

調整本部において入院調整を行う上で必要となる患者情報を共有するため、クラウドサービ

スを利用していたが、電子メールの誤送信から個人情報漏えい事案が発生したことを受け、

セキュリティの高いファイル共有サービスに切り替え、より安全な情報共有体制を構築した。

次なる新興感染症への備え

医療機関等の負担軽減のため、ＨＥＲ-ＳＹＳ等の電磁的方法による発生届につい

て簡易化を国に求める一方、医師会等を通じ医療機関に対し入力の協力を要請

するほか、業務効率化や関係機関の連携を強化する医療DXを推進する。

新興感染症では、届け出項目が多く煩雑になる傾向があることから、必要最低限

のサーべランス情報を届け出るシステムが望まれる。

 ＨＥＲ-ＳＹＳ等の電磁的方法による対応が困難な医療機関が多い場合は、次の感

染症危機の発生時、速やかに代行入力を外部委託し、保健所業務ひっ迫を回避

する。また、外部委託等に要する経費への財政支援について、全国知事会とも連

携して政府に対し、要望を行う。

次の感染症危機の発生時、関係者間で迅速に情報共有を図り、必要な対策をと

れるよう、セキュリティが確保された情報共有のための体制整備を検討する。

感染拡大時にも、疫学情報や患者の療養状況を迅速かつ正確に把握できるよう、

保健所や医療機関等の負担軽減も考慮しつつ、情報収集の方法を再検討する。

Ⅱ 主な対応の総括及び次なる新興感染症への備え
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（２）相談・検査・保健所体制等

⑤保健所体制

主な成果と課題

感染症法に基づき、診断した医師からの発生届をもとに積極的疫学調査を行い、濃厚接触者

の特定、感染経路の調査等を行った。同一施設及び同一感染経路で感染が疑われる者が5人

以上となった場合には、クラスターとして当該施設に対し調査等を実施し、感染拡大防止に努

めた。

令和３年９月、陽性者の急増を受け、積極的疫学調査及びクラスター調査の対象を重症化リ

スクのある方が多数いる施設（医療機関、高齢者施設、障がい者施設）、 濃厚接触となる機会

や感染が発生しやすい施設等（保育園、幼稚園等）に重点化し、保健所業務の負担軽減を図っ

た。その後も感染状況に応じ、対象を見直した。

感染拡大時におけるＨＥＲ-ＳＹＳ入力は、医療機関や代行入力を行う保健所業務のひっ迫の

一因となった。(再掲)

感染症法に基づき入院措置を行うため、保健所において確保病床を持つ医療機関に入院調

整を行った。感染拡大に伴い、保健所圏域を越えて広域調整を行う調整本部を立ち上げて入

院調整を行い、入院医療のひっ迫を回避した。その後も、感染状況に応じて、調整本部の再

開・終了を行った。

令和４年７月、調整本部を閉じている間に保健所において入院調整困難事例が発生した際の

相談支援として、オンコール体制を整備した。その後、保健所による調整も落ち着いてきたこ

とから、オンコール体制も終了した。

令和４年１２月、保健所業務の負担軽減を図るため、県域における夜間の受診調整について

は、専任の派遣看護師による受診調整ダイヤルを整備し対応した。

当初、保健所間の患者発生状況に差がある期間においては、個別保健所への支援が中心とな

り県域全体への感染拡大の規模と速度に、一般相談対応、夜間対応や受診調整機能の整備が

十分追いつかなかった。

次なる新興感染症への備え

次の感染症危機が発生した場合、感染経路等を含む、最新の感染症情報を入手

し、積極的疫学調査の手法、クラスター対策方法等を県、保健所設置市、各保健

所等の間で情報共有を図る。

平時から、重症化リスクの高い者が多数存在する施設等に対し、施設所管課と連

携し、保健所がクラスター対策として実効性のある研修・指導等を行うとともに、
施設内での感染発生時に保健所が円滑に介入できるような連携体制を整える。

 クラスター発生時には、施設の状況に応じた感染防止対策の目標を当該施設と

共有し、現場指導を行い、施設が自立して対策を講じることができるよう支援す

る。

現場での指導等を早急に対応できるようＰＰＥを平時からある程度備蓄しておく

必要がある。

医療機関等の負担軽減のため、ＨＥＲ-ＳＹＳ等の電磁的方法による発生届につい

て簡易化を国に求める一方、医師会等を通じ医療機関に対し入力の協力を要請

するほか、業務効率化や関係機関の連携を強化する医療DXを推進する。(再掲)

次の感染症危機が発生した場合、速やかに入院対応等がとれるよう、平時から

協力医療機関等の整備を行う。

新興感染症が発生し、感染拡大の傾向が見られた場合、速やかに調整本部を整

備し、入院対応医療のひっ迫回避を行えるよう、体制を整える。

他都道府県の発生状況を考慮し、県内発生早期から、一般相談対応等について

は、集中化や外部委託などを検討し、保健所は、ハイリスク者、施設等への対応等

に集中させる。

体制確保等に必要な財源について、国において適切に手当てするよう、全国知

事会とも連携して要望を行う。

Ⅱ 主な対応の総括及び次なる新興感染症への備え



（２）相談・検査・保健所体制等

⑤保健所体制(業務体制の確保)

主な成果と課題

感染拡大に伴い業務がひっ迫。一部の保健所では、陽性者への連絡が遅れ、積極的疫学調

査や陽性者の健康観察が円滑に進まないケース等が見られた。このため全庁的な応援や、会

計年度任用職員の任用や人材派遣、市町村の応援により保健師の確保を図るとともに、

PCR検査や健康観察などの一部の業務について外部委託を行い、改善を図った。

令和２年１１月には、陽性者が多数発生するなど、県保健所等で人員の確保が困難な場合に

備えて、市長会、町村会と市町村（保健所設置市除く）の職員（保健師）の派遣に関する協定

を締結した。

受診・入院調整をスムーズを行うための関係機関（医療機関や消防本部等）との調整に苦慮

した。

 これまで感染症業務の訓練を受け、迅速に対応できる職員が感染症係員のみであったため、

保健所全職員への訓練の実施により、同様の人材の育成が必要。

疫学調査、電話相談、ＨＥＲ-ＳＹＳ入力などの増大する感染症業務に応じて、市町村等からの

応援職員のスムーズな受入れや人材派遣等を通じた迅速な人員の確保が必要である。

次なる新興感染症への備え

令和３年度から令和５年度にかけて、感染症業務に従事する保健師を増員し、

恒常的な人員体制を強化しているところ。

令和５年５月からは、全保健所に「感染症対策主幹」の職を新たに設置し、組織

体制を強化した。今後、保健所において、平時から受診・入院調整等をスムーズ

に行うための関係機関との連携強化や、感染症業務に迅速に対応できる人材育

成等を推進する。

保健所の組織体制、連携体制、人材育成等について規定する健康危機対処計画

（仮称）を策定し、平時から実践型訓練を実施する。

感染拡大時に保健所のコア業務に専念できるよう、業務の優先順位(各種報告

や定期的な調査等の通常業務の縮小・延期、感染症担当職員以外の全所体制や

外部委託・集約化等)を予め整理しておく。

Ⅱ 主な対応の総括及び次なる新興感染症への備え
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⑥県と保健所設置市との連携

主な成果と課題

特に緊急事態措置等、県民・事業者への制限を伴う要請を行う場合に、時間的制約がある中

で、県対策本部と市町村対策本部間の情報共有や県内６首長会議（県・保健所設置３市・県市

長会・県町村会）を実施するなど、随時、県域内の連携を図ってきた。

当初は、入院調整、自宅療養者への対応、相談窓口の開設などで、県と保健所設置市との連

携がうまく進まないこともあったが、実務担当者間によるWebミティーングを実施する等の

改善を図り、各種取組の検討・協議や好事例の共有などを行った。（令和４年６月から月２回

の定期開催）

以下の取組について連携して実施した。

• 「キット配布・陽性者登録センター(R4.8月)」を県と３市で個別に協定等を締結のうえ設置し、

キットの配布停止・再開等についても連携しながら運営した。

• 全数届出見直しに伴い「健康フォローアップセンター(R4.9月)」を設置した。特に保健所への

問い合わせが多い療養証明相談は専用ダイヤル(外部委託)を開設し3市分を含めて対応。ま

た届出対象外となった方向けの相談窓口のチラシを3市共同で作成した。

• オンライン診療を開設（R４.１２月）するにあたり、3市と協議し、3市分を含む全県民について

対応するスキームとした。

• このほか、疫学調査の重点化や類型見直し等の転換期等において統一的な見解を持つことが

できた。また、宿泊療養施設の確保、運営、周辺施設への説明を3市と協力して行った。

次なる新興感染症への備え

感染症危機の発生時には速やかな情報共有・連携が求められることから、平時

から、必要な協議が実施できる体制を維持する。

県、保健所設置市、感染症指定医療機関、診療に関する学識経験者の団体及び

消防機関その他の関係機関により構成される福岡県感染症対策連携協議会に

おいて、入院調整の方法、医療人材の確保、保健所体制、検査体制や方針、情報

共有のあり方などについて、平時から議論・協議する。

 その結果を踏まえて、県及び各保健所設置市においてそれぞれ感染症予防計画

を策定等する。また、感染症予防計画に基づく取組状況を定期的に報告し、相互

に進捗確認を行う。

（２）相談・検査・保健所体制等

Ⅱ 主な対応の総括及び次なる新興感染症への備え
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（２）相談・検査・保健所体制等

➆ワクチン接種等

主な成果と課題

市町村の接種を支援し、県全体のワクチン接種を促進するため、令和３年６月から広域接種

センターや広域接種会場等を開設し、接種を促進した。その際、会場の選定や確保等に苦慮

することもあったため、今後、市町村との一層の連携や役割分担の明確化が求められる。ま

た、ワクチンが政府から供給されず、県接種会場の設置等を延期したことがあり、安定したワ

クチン供給も求められる。

 ワクチン接種後の副反応やワクチンの有効性・安全性などの相談には、医学的な知見が必要

となるため、「福岡県新型コロナウイルスワクチン専用ダイヤル」を設置し、県民からの相談に

適切に対応した。あわせて、外国人への多言語通訳や聴覚障がい者へのＦＡＸ相談窓口を設

置した。

副反応等が長引く場合には地域の専門的な医療機関を円滑に受診・相談できるよう、６つの

専門的な医療機関に委託し、受診・相談体制を確保した。

 ワクチン接種を促進するため、短期間で集中的に接種を実施する医療機関に対し、通常の接

種単価に上乗せした財政支援を実施した。また、職域接種を実施する企業や大学等に対し、

会場設置等に要する経費について実費補助を行った。

 ワクチン供給については、政府が示す配分案に基づき県が市町村と調整後、市町村等に配送

され、順次、医療機関に配分されるため、事務が煩雑となっている。定期接種に位置付けら

れた場合は、自治体を介さず、卸業者が希望する医療機関に直接配送する流通体制に変更

するよう政府に対して要望している。

若年層のワクチン接種率の向上を図るため、若年層に対象を絞った特設サイトを開設し、接

種に関する解説やＱ＆Ａ、啓発動画の紹介を行ったほか、テレビＣＭや新聞広告、ＳＮＳ広告

等を活用した啓発を実施した。

次なる新興感染症への備え

新たな変異株等に速やかに対応するとともに、安定的な供給ができるよう、国産

ワクチンの開発を早急に進めることについて、政府への要望を継続する。

 ワクチン接種体制の確保等に要する経費への財源措置を講じるよう、政府に対

し、全国知事会とも連携して要望を行う。

政府の接種方針を踏まえ、効率的に接種が促進されるよう市町村と連携と役割

分担の明確化を行う。

Ⅱ 主な対応の総括及び次なる新興感染症への備え
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（3）感染防止対策、県民・事業者への要請

①感染拡大防止のための県民・事業者への要請・働きかけ

主な成果と課題

第6波までの間は、政府の基本的対処方針に基づく緊急事態措置やまん延防止等重点措置、

県独自措置として、外出自粛等の要請や飲食店・集客施設等の営業時間短縮要請などを実施

した。県民・事業者に不便や負担をかけた一方で、県民・事業者のご理解・ご協力により、その

時々の感染拡大を抑える効果があった。飲食店の営業時間短縮要請は、協力金の効果もあり

９５％以上の店舗に協力いただいた。

なお、第６波（令和４年３月）において、本県のまん延防止等重点措置を延長するか否かの判

断に際しては、オミクロン株が主流となり既に感染拡大の起点が飲食店ではなくなっている

にも関わらず、飲食店の営業時間短縮が必須とされるまん延防止等重点措置を続けることは

社会経済に与える影響が大きいと判断。病床使用率の推計などのデータを元に国と協議し、

「解除」とする一方、本県独自に「感染再拡大防止対策期間」を設け、営業時間短縮等の県民・

事業者への制限を伴わない対策により、感染の収束を図ることができた。

第７波以降は、ワクチン接種が進展し、かつ、感染性は高いが重症化リスクは低いとされるオ

ミクロン株の特性を踏まえ、社会経済をできる限り維持しながら、医療提供体制の充実・強化

や、重症化リスクの高い方を守ることに重点をおき取組を進めた。

事業者の自主的な取組を促す「感染防止宣言ステッカー」制度を開始(令和２年８月)、また県

が店舗の感染防止対策を確認する「感染防止認証制度」を創設(令和３年７月)し、感染拡大防

止を図り、県民が安心して利用できる環境を提供した。

 イベント等については、政府方針に基づき、第1波での開催自粛要請から、地域の感染状況や

リスク等を踏まえ段階的に緩和した。またその時々の知見を踏まえ政府から示される感性防

止対策に基づき細部を変更した。

不特定多数が利用する県有施設等について、感染状況に応じ、休館、使用中止とした。接触機

会を減らし、感染拡大を抑える効果があった一方で、施設利用による感染拡大リスクの可能

性や休館による県民生活への影響を考慮し、施設類型ごとに検討すべきとの声も寄せられた。

次なる新興感染症への備え

県民・事業者への要請・働きかけにあたっては、過度の制限とならないよう、か

つ納得感を持って取り組んでもらえるよう、ウイルスの特性を踏まえた科学的根

拠に基づくものとする必要がある。

行動制限等の要請にあたっては、感染症の専門家に加え、社会科学分野などか

らの知見も踏まえ、検討する。

緊急事措置や県独自措置の発出にあたり、専門家による疫学予測の活用を検討

する。

事業者や高齢者施設等に対しては、所管部署や関係団体を通じて確実かつ具体

的に働きかける。

県有施設の利用制限等は、施設の利用実態や感染リスク等を踏まえ、施設の類

型ごとに判断する。

Ⅱ 主な対応の総括及び次なる新興感染症への備え
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①組織体制（対策本部会議等）

主な成果と課題

令和２年１月３０日に「福岡県新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置後、３月２６日、特

措法上の「新型インフルエンザ等」に位置付けられたことから、同法に基づく都道府県対策本

部として位置付けられた。

知事・副知事・各部長がメンバーとなる対策本部会議に加え、全庁的に機動的な対応がとれ

るよう、副知事と各部次長がメンバーの「感染症対策チーム」を令和２年４月に（７月には「感

染防止及び医療・検査体制確保チーム」に名称変更）、「経済回復チーム」を同年７月に設置し、

様々な課題について各部横断的に対応した。

感染者の重症度や特別な配慮を要する患者（透析、小児、妊婦、精神）の特性等を踏まえ、受

入医療機関の調整を行うため、県、県医師会、救急医療の専門医及び感染症専門医から構成

される「新型コロナウイルス感染症調整本部」を設置し、救急医を中心としたDMATが出務

し入院調整を行った。(再掲)

感染初期には医療への負荷が高まったものの、宿泊療養施設の開設、確保病床の増床、調整

本部による入院調整等により、病床使用率は徐々に改善した。その際、病床の利用状況をリ

アルタイムに関係者で共有できる独自の入院調整システムが大いに貢献した。(再掲)

令和２年３月２８日、地域での新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の対策を協

議するため、医師会等の医療関係団体、大学病院、感染症等の専門医、感染症指定医療機関、

市町村等から構成された「新型コロナウイルス感染症対策協議会」を設置し、これまでに計７

回の会議を実施した。

次なる新興感染症への備え

新興感染症の発生後、県内で患者が発生する前に早期に感染症危機管理委員会

を招集し、適宜、情報を収集する。

対策本部における決定事項を各部に確実に伝達するとともに、部局間横断的に

機動的に対応できるよう、「医療提供体制」や「経済対策」などテーマに沿った会

議体の設置が求められる。

感染の急激拡大に備え、感染初期から入院調整本部を設置するとともに、空床

及び病床の使用状況を医療機関だけでなく、消防機関などとも共有するシステ

ムを迅速に立ち上げる。(再掲)

新型コロナウイルス感染症対策協議会は、令和５年度から「福岡県感染症対策連

携協議会」に移行する。同協議会において、平時から関係者間の連携を図るとと

もに、感染症発生・まん延時においては必要な協議を行うなど、関係者間におけ

る感染症発生・まん延時の対応に関する枠組を構築する。

（４）対策本部会議、広報等

Ⅱ 主な対応の総括及び次なる新興感染症への備え
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②広報

主な成果と課題

令和２年の発生以降、県民・事業者に対する感染拡大防止対策の呼びかけ、対策本部会議で

決定した要請内容の周知などを随時行ってきた。

記者会見や動画メッセージでの知事自身による呼びかけをはじめ、県公式SNS・福岡県だ

より等の県の広報媒体や市町村の広報媒体、主要駅・街頭等のデジタルサイネージを活用し

て基本的な感染対策を呼びかけるとともに、年末年始やお盆、大型連休等の時期には、6者

(知事、北九州・福岡・久留米市長、市長会、町村会)や九州知事会によるメッセージを発信し

ながら、気を付ける場面・行動について注意を呼びかけた。また、事業者等に対しては、関係

機関・関係団体の協力を得ながら、注意喚起、協力を呼びかけた。

人流データ等も参考に感染が拡大している年齢層や感染源となっている場所を分析し、若

年層や学校・商業施設等を重点的な呼びかけの対象とするなど、効果的な広報に努めた。

特に感染症発生初期においては、ウイルスの特性がわからないことの不安を背景に、感染者

やその家族、医療・介護従事者などに対する誹謗中傷等が発生した。

次なる新興感染症への備え

局面に応じて、リスクコミュニケーションを意識し、知事から積極的な情報発信を

行う。

県民・事業者への呼び掛けは、納得感を持って取り組んでもらえるよう、ウイルス

の特性を踏まえた科学的根拠に基づくものとし、かつ、具体の行動がイメージで

きるわかりやすい表現で伝える。

感染拡大時等には、ＳＮＳやデジタルサイネージ、ラジオなど即応性のある媒体で

集中的に広報を行うなど、感染の状況、訴求したい対象の属性などに応じ各種

の手法を活用する。

感染防止対策は面的な対応が必要となることから、県内市町村や近隣県との連

携と情報発信を行う。

誹謗中傷を防ぐため、その背景となる不安を払しょくするよう、科学的知見を踏

まえた最新かつ正しい情報を、必要に応じ専門家の知見等を活用して伝える。

感染症発生後、障がい者や外国人に正確かつ適切に情報を伝えるため手段や媒

体資料を関係部局、関係団体と連携して速やかに準備する。

（４）対策本部会議、広報等

Ⅱ 主な対応の総括及び次なる新興感染症への備え



Ⅲ 資料 (1) 第1波から第8波までの対応の記録

-39-



第１波
（令和２年４月中旬をピークとする波）
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（１）第１波 ※令和２年４月中旬をピークとする波

Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

第１波
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Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録 ※ここでは令和元年（２０１９年）１２月～令和２年（２０２０年）６月の期間について記載



第１波
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Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録 ※ここでは令和元年（２０１９年）１２月～令和２年（２０２０年）６月の期間について記載

令和元年（2019年）１２月３１日、中国湖北省武漢市において原因不明の肺炎の集団発

生が報告され、令和２年（２０２０年）１月9日、中国当局はその原因が新型コロナウイルスで

あると発表した。1月15日には国内初の陽性者が確認され、その後、無症状病原体保有者

が２例確認されたことを受け、１月３０日、閣議決定により政府対策本部が設置された。

本県においても、同日、全国で２番目となる「福岡県新型コロナウイルス感染症対策本

部」を設置し、本部長である知事の下、全庁を挙げて新型コロナ対策に取り組んできた。そ

のような中、２月20日には県内初の陽性者が確認されたため、感染拡大防止を目的とし

て、県主催イベントの中止や県有施設の臨時休館、県立学校の休校、県民に対する週末

の不要不急の外出自粛要請などを順次実施した。

３月下旬には都心部を中心に新規陽性者数が急増し、感染経路を特定できない症例が

多数に上ったことなどから、４月７日、政府は本県を含む７都府県を対象に特措法に基づく

緊急事態宣言を初めて発出した。本県では、政府が決定した基本的対処方針に基づき、

不要不急の外出自粛や社会生活の維持に必要な施設以外の施設の休業、イベントの開催

自粛等の要請を行った。

その後、県民・事業者の協力、積極的疫学調査や医療提供体制の強化などの取組により

感染状況は急速に改善し、５月14日には、期間満了前にいち早く緊急事態措置が解除さ

れた。解除後も従来の措置を緩和した県独自措置を継続する中、北九州市において感染

再拡大の兆候が見られたため、地域や業種を限定した措置に切り替えることにより、社会

経済活動への影響を最小限にしつつ、感染の収束につなげることができた。

また、新型コロナに関する知見が十分でない中、感染が疑われる方からの相談対応や受

診調整を行うため、２月７日までに県内全ての保健所に「帰国者・接触者相談センター」

を設置するとともに、医療機関の協力の下、疑い例を診療する「帰国者・接触者外来」を順

次確保した。検査体制についても、県保健環境研究所の機器増設や民間検査機関の活用、

各地域の医師会等が主体となった「地域外来検査センター」の設置などにより、その拡充

を図った。

入院病床や重症者の受入先については、感染症指定医療機関だけではなく、県内の主

な医療機関の病院長に直接働きかけることなどを通じて順次確保した。また、入院治療の

必要がない軽症者や無症状者を受け入れる宿泊療養施設を速やかに開設したほか、「福

岡県新型コロナウイルス感染症調整本部」を立ち上げ、患者の重症度や特性を踏まえた入

院先の調整に努めた。加えて、マスクやガウンなどの個人防護具の安定的な供給が困難と

なる事態が生じる中、政府からの供給分や県独自の購入分を医療機関等に配付すること

により、物資不足の解消を図った。

これらの取組の結果、一時は入院者数が増加し、自宅待機者も発生していた状況は改

善し、医療のひっ迫を回避することができた。

県民・事業者に対する周知・啓発については、知事記者会見の随時実施、新型コロナ専

用ホームページ等による情報提供、県内の首長や他県の知事と連携したメッセージの発

出などにより、その徹底を図った。また、新型コロナに関する様々な相談に対応する２４時

間体制の電話相談窓口を開設し、県民・事業者の不安や疑問の解消に努めた。

第１波の対応(概要)



新型コロナウイルスが世界中に拡大
県対策本部を設置し、感染拡大防止、医療提供体制の整備等に対応
特措法に基づく緊急事態宣言を初めて発出

第１波
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Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

【国・政府】

 令和元年（２０１９年）１２月３１日、中国湖北省武漢市当局が原因不明の肺炎の集団感

染を発表。翌年１月９日には中国当局が新型コロナウイルスが原因であると発表。

 令和2年（２０２０年）１月１５日、国内初の陽性者（武漢市に滞在歴あり）を確認。

 １月２１日、関係閣僚会議を開催し、「新型コロナウイルスに関連した感染症への対応に

ついて」を決定。

 国内で無症状病原体保有者が２例確認されたことを受け、１月３０日、閣議決定により

政府対策本部を設置。

 １月３０日、ＷＨＯがＰＨＥＩＣ（国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態）を宣言。

 ２月1日、新型コロナウイルス感染症を感染症法に基づく指定感染症、検疫法に基づく

検疫感染症に指定。

 同日、感染拡大国・地域に滞在歴のある外国人等の入国拒否を開始。

 ２月１３日、国内初の新型コロナウイルス感染症による死亡者を確認。

 2月１６日、新型コロナ対策について医学的な見地から政府に助言等を行うため、第１

回専門家会議を開催。

 ２月２５日、政府対策本部において、「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」を決

定し、クラスター対策を中心とする姿勢を明確化。

 ３月14日、新型コロナウイルス感染症を「新型インフルエンザ等」とみなして特措法を適

用できるようにする改正特措法を施行。

① 主な動き、感染状況等  ３月２６日、全国的に都市部を中心に新規陽性者数が増加していること等を受け、特措

法に基づく政府対策本部を設置。

 3月２８日、政府対策本部において、今後講じるべき対策を整理した「新型コロナウイル

ス感染症対策の基本的対処方針」を決定。

 ４月3日、入国拒否対象国・地域を除く全ての国・地域について、査証の効力停止等を

実施。

 全国的に新規陽性者数が急増し、医療提供体制もひっ迫してきたことなどから、４月７

日、緊急事態宣言を初めて発出し、本県を含む７都府県（埼玉県、千葉県、東京都、神

奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県）を緊急事態措区域に決定（期間は４月７日から５月６

日まで）。

 大型連休期間も含め、全都道府県で足並みをそろえて感染拡大防止に取り組むことが

必要との判断の下、４月１６日、緊急事態措置区域の全都道府県への拡大を決定。

 同日、本県を含む１３都道府県について、特に重点的に感染拡大防止に向けた取組を

進めていく必要がある地域として、「特定警戒都道府県」に位置付け。

 ５月４日、全都道府県の緊急事態措置期間の延長を決定（５月３１日まで）。

 同日、内閣官房より各府省庁に対して、業界団体等が主体となり、業種ごとに感染拡大

を予防するガイドライン等を作成するよう指導・助言を行うよう通知。

 ５月１４日、本県を含む３９県の緊急事態措置の解除を決定（同日付で解除）。

 ５月２５日、新規陽性者数が減少傾向となったことなどを踏まえ、同日付で緊急事態解

除宣言を行うことを決定（同日付で全国の緊急事態措置を解除）。

※ここでは令和元年（２０１９年）１２月～令和２年（２０２０年）６月の期間について記載



Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

【福岡県】

 令和２年（２０２０年）１月３０日、政府対策本部の設置を受け、「福岡県新型コロナウイル

ス感染症対策本部」を設置（全国２番目）。

 ２月２０日、県内初の陽性者を確認。

 3月19日、新型コロナ対策を効果的に推進するため、医療関係団体、医療機関、行政

等の委員をもって構成する「福岡県新型コロナウイルス感染症対策協議会」を設置。

 ３月２６日、特措法に基づく政府対策本部の設置を受け、県対策本部を特措法に基づく

対策本部として位置付け。

 ３月２８日、感染拡大及び感染経路不明割合の増加を受け、県独自措置の実施を決定。

 4月2日、県対策本部の下に副知事をトップとする「感染症対策チーム」を設置。

 ４月３日、県内初の死亡者を確認。

 ４月７日、新規陽性者数が急増し、医療提供体制がひっ迫してきたことを踏まえ、緊急

事態措置の初めての実施を決定（期間は４月７日から５月６日まで）。

 ４月１１日、県内の一日の新規陽性者数が４３人となる（第１波の最多数）。

 ４月１５日、県内の新規陽性者数の７日移動平均が３０.２人となる（第１波の最多数）。

 ４月１６日、特に重点的に感染拡大防止に向けた取組を進めていく必要がある地域とし

て、「特定警戒都道府県」に位置付けられる。

 ４月２１日、県内の重症者数が２２人となる（第１波の最多数）。

 ４月２２日、県内の入院者数が２３３人となる（第１波の最多数）。

 ５月４日、感染状況等は改善しているものの、引き続き同様の取組が必要との判断の

下、緊急事態措置期間の延長を決定（５月３１日まで）。

 ５月１４日、感染状況等の改善を踏まえ、緊急事態措置の期限前解除を決定（同日付で

解除［計38日間］）するとともに、県独自措置の実施を決定。

 同日、医療機関が病床の準備等を行うための県独自の指標として「福岡コロナ警報」を

創設。

第１波

《福岡コロナ警報（令和2年5月14日）》

-44-

主
な
動
き

感
染
状
況
等

（第
１
波
）

主
な
動
き

感
染
状
況
等

（第
１
波
）
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 ５月２９日、全県を対象とした県独自措置の解除を決定（５月３１日付で解除）するととも

に、北九州市内での感染拡大を踏まえ、北九州市内を対象に措置の継続を決定。

 ６月１７日、感染状況等の改善を踏まえ、北九州市民・事業者に対する県独自措置の解

除を決定（６月１８日付で解除［全県を対象とした期間も含めて計３５日間］）。



Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

 令和２年（２０２０年）２月２１日、県内初の陽性者が前日に確認されたことを受け、県主

催イベントの原則中止または延期を決定。

 ２月２７日、県有施設の臨時休館を決定（翌２８日から休館）。

 ３月２日、高校や特別支援学校など全ての県立学校で臨時休業を開始。

 ３月２８日、知事臨時会見において、県民に対し週末の不要不急の外出自粛を要請（期

間は３月28日から２９日まで）。

 ４月１日、特措法第２４条第９項に基づき、県民に対し週末の不要不急の外出自粛を要

請（期間は４月４日から１９日まで）。

 ４月３日、知事臨時会見において、県民に対し接待を伴う飲食店や繁華街への外出を

控えるよう要請。

 ４月７日、緊急事態措置の実施を決定（同日から開始）。県民・事業者に対し次の内容

を要請。

 ４月１３日、事業者に対する新たな要請を決定。

 ４月２９日、休業要請に応じない特定事業者（パチンコ店）に対し特措法第４５条第２項

に基づき休業を要請。

 ５月２日、国の持続化給付金の対象外の事業者を対象に「福岡県持続化緊急支援金」

の申請受付を開始。

県民に対し不要不急の外出自粛を初めて要請
事業者に対し休業等を初めて要請
地域を限定した措置を行い、社会経済活動への影響を最小限化

② 感染防止対策、県民・事業者への要請

対象 主な要請内容（緊急事態措置） 期間 特措法

県民 • 生活維持に必要な場合を除き外出を控えること ４/７～５/６ §４５-１

イベント • 開催自粛 ４/７～５/６ §２４-９

対象 主な要請内容（緊急事態措置） 期間 特措法

事業者

＜社会生活維持に必要な施設以外の施設＞
• 休業（床面積が１,０００㎡以下の一部施設について
は特措法に基づかない要請）

４/１４～５/６ §２４-９

＜飲食店・喫茶店等＞
• 営業時間の短縮（5時から20時まで）
• 酒類の提供時間の短縮（１９時まで）

４/１４～５/６ －

第１波

《知事臨時会見の様子（緊急事態措置の実施・令和2年4月7日）》
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 ５月４日、緊急事態措置期間の延長を決定。県民・事業者に対し次の内容を要請。

 ５月１４日、緊急事態措置の期限前解除を決定（同日付で解除）するとともに、県独自措

置の実施を決定。県民・事業者に対し次の内容を要請。

 ５月15日、県独自措置を開始。

 ５月１８日以降、準備が整った学校から分散登校を開始。

 5月19日以降、臨時休館していた県有施設が順次開館。

Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

 ５月２９日、全県を対象とした県独自措置の解除を決定するとともに、北九州市内を対

象に措置の継続を決定。市民・事業者に対し次の内容を要請。

 ５月３１日、全県を対象とした県独自措置を解除（北九州市を除く）。

 ６月１日以降、イベントの開催自粛要請を段階的に緩和。あわせて、イベント開催時のガ

イドラインを作成。

 ６月１７日、北九州市民・事業者に対する県独自措置の解除を決定。

 ６月１８日、県独自措置を全面解除するとともに、引き続き、県民・事業者に対し基本的

な感染防止対策の徹底等を要請。

対象 主な要請内容（県独自措置） 期間 特措法

県民
＜北九州市民＞
• 不要不急の外出自粛

6/1～6/18 §２４-９

事業者
＜北九州市内の接待を伴う飲食店・ライブハウス＞
• 休業

6/1～6/18 §２４-９

イベント
＜北九州市内＞
• 開催自粛

6/1～6/18 §２４-９

対象 主な要請内容（県独自措置） 期間 特措法

県民 • 不要不急の外出自粛 ５/１５～５/３１ §２４-９

事業者
• 国内でクラスターが発生した施設（一部の遊興施
設や屋内運動施設）の休業

５/１５～５/３１ §２４-９

イベント
• 全国的かつ大規模イベントの中止・延期（リスクへ
の対応が整わない場合）

５/１５～５/３１ §２４-９

第１波
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対象 主な要請内容（緊急事態措置） 期間 特措法

県民 • 生活維持に必要な場合を除き外出を控えること ５/７～５/３１ §４５-１

事業者

＜社会生活維持に必要な施設以外の施設＞
• 休業（床面積が１,０００㎡以下の一部施設について
は特措法に基づかない要請）

５/７～５/３１ §２４-９

＜飲食店・喫茶店等＞
• 営業時間の短縮（5時から20時まで）
• 酒類の提供時間の短縮（１９時まで）

５/７～５/３１ －

イベント • 開催自粛 ５/７～５/３１ §２４-９



Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

 5月8日、民間検査機関へPCR検査を依頼できる医療機関の対象を入院受入医療機

関等に拡大。

 5月13日、抗原定性検査キットが初めて薬事承認され、抗原検査の保険適用が開始。

 ５月１５日、宿泊療養が長期にわたるなどストレスを抱える方を対象に、こころの相談事

業を開始。

 ５月３０日、院内感染によりクラスターが発生した事例を受け、感染症指定医療機関等

で抗原定性検査キットが使用できるよう政府に要請し、６月から使用が可能となる。

 6月25日、抗原定量検査の保険適用が開始。

第１波

《地域におけるPCR検査実施の仕組み（厚生労働省）》
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 令和２年（２０２０年）１月２７日、県保健環境研究所において、新型コロナのＰＣＲ検査を

開始。

 ２月７日、県内１９の保健所に「帰国者・接触者相談センター」を設置し、新型コロナが疑

われる方からの相談に対応。感染が疑われる場合は、「帰国者・接触者外来」の受診を

調整。

 3月4日、医療機関からの相談に迅速に対応できるよう、県保健所に専用携帯電話を

導入。

 ３月５日、県保健環境研究所にリアルタイムPCR検査機器を１台増設。

 3月6日、PCR検査の保険適用が開始。

 3月8日、県医師会、帰国者・接触者外来、民間検査機関等との会議を開催し、民間検

査機関におけるPCR検査について協議。

 3月13日、帰国者・接触者外来の担当者向けにPCR検査に関する説明会を開催。

 ３月下旬、大分県の医療機関におけるクラスター発生を受け、九州・山口広域連携協定

に基づく大分県からの検査協力依頼に対し、北九州市、福岡市の協力も得て対応。

 ４月１日、県保健環境研究所の人員体制を強化し、検査能力を増強。

 ４月１３日、新型コロナに関する一般相談窓口を開設（２４時間体制で看護師等が対応）。

 ４月に北九州市の医療機関においてクラスターが発生したことを受け、九州・山口広域

連携協定に基づく北九州市からの検査協力依頼に対し、県、大分県、佐賀県、熊本県

で協力して対応。

県内１９の保健所に「帰国者・接触者相談センター」を設置
 ２４時間対応の一般相談窓口を開設
検査機器の導入、人員体制の強化により検査体制を順次強化
県境を跨いだ検査協力を実施

③ 相談・検査・保健所体制等



 ３月３１日、陽性者の症状等を踏まえて入院調整を行う「福岡県新型コロナウイルス感

染症調整本部」を設置。

 ４月１日、調整本部における入院調整を開始（５月２３日に終了）。

 ４月上旬、病床の利用状況をリアルタイムに関係者間で共有できる県独自の入院調整

システムの運用開始。

 ４月５日、県内の入院者数が初めて１００人以上となる。

 4月6日、感染症危機管理対策委員会を開催し、感染状況等を踏まえた対応について

協議。

 4月11日、新型コロナウイルス感染症対策協議会を開催し、宿泊施設等における療養

等について協議。

 ４月１３日、北九州市の「東横イン北九州空港」に軽症者・無症状者を受け入れるための

宿泊療養施設を開設（確保室数：１施設・２１９室）。

 4月17日、陸上自衛隊に対し、医療機関から民間宿泊施設への陽性者の搬送支援の

ため、自衛隊法第83条第1項に基づく災害派遣を要請(4月20日～26日の間)。

 ４月２０日、福岡市の「博多グリーンホテル2号館」に宿泊療養施設を開設（確保室数：２

施設・６７４室）。

 ４月24日、九州地方知事会議において、ＥＣＭＯの広域利用について本県から提案。

 ４月２７日、久留米市の「東横イン西鉄久留米駅東口」に宿泊療養施設を開設（確保室

数：３施設・８２６室）。

 ５月１日以降、各地域の医師会等が主体となり、ドライブスルー方式等により診察、検体

採取を行う専用外来（地域外来検査センター）を順次設置。

 5月9日、感染症危機管理対策委員会を開催し、医療提供体制確保のための指標につ

いて協議。

 5月16日、新型コロナウイルス感染症対策協議会を開催し、感染再拡大時の医療提供

体制の確保について協議。

Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

第１波
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帰国者・接触者外来、地域外来検査センターを順次設置
円滑な入院調整のため、調整本部を設置し、県独自システムを導入
感染症指定医療機関をはじめ、多くの医療機関の協力により、病床を順次確保
軽症者・無症状者を受け入れる宿泊療養施設を順次開設

④ 医療提供体制

 令和２年（２０２０年）1月27日、感染症指定医療機関連絡会議を開催し、陽性者発生時

の対応について協議。

 1月29日、感染症の専門家で構成する「福岡県感染症危機管理対策委員会」を開催し、

国内の感染状況等を踏まえた対応について協議。

 2月5日、県医師会との会議を開催し、新型コロナの疑いがある方の診察を行う「帰国

者・接触者外来」の対象等について協議。

 ２月７日以降、帰国者・接触者外来を順次設置。

 ２月２０日、県内初の陽性者が確認されたことを受け、感染症指定医療機関で陽性者

の受入れを開始。

 2月23日、県医師会、専門家との会議を開催し、重症化した場合の医療体制について

協議。

 ３月1日、「新型コロナウイルス感染症に係る関係病院長会議」を初めて開催し、重症者

等の受入れについて協議。

 ３月2日、感染症指定医療機関だけでは対応が困難となった場合に備え、新型インフル

エンザ患者入院協力医療機関に対し、受入体制の準備を要請。

 ３月１７日以降、国からの供給や関係団体等からの寄付、県での購入等により確保した

マスク、消毒液、医療用ガウン等の医療資材を医療機関等に順次配付。

 3月28日、新型コロナウイルス感染症対策協議会を開催し、クラスター発生に備える調

整会議の設置等について協議。



Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

感染防止対策や県民・事業者に対する要請内容を対策本部会議で随時決定
県ホームページをはじめ各種広報媒体を活用し、県民への周知・啓発を徹底
県内の首長や九州地方知事会と連携したメッセージを発出
県議会の協力の下、新型コロナ対策に必要な予算を随時確保

⑤ 対策本部会議、広報等

 令和２年（２０２０年）１月３１日、県ホームページに新型コロナ専用ポータルページを開

設。

 １月３０日、第１回対策本部会議を開催し、感染状況や各部の取組等を報告。

 ２月５日、全国知事会の新型コロナ緊急対策会議において、政府への緊急提言を取り

まとめ（「新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急提言」）。

 ２月１９日、第２回対策本部会議を開催し、感染状況や各部の取組等を報告。

 2月20日、知事臨時会見を実施し、県内初の陽性者確認について説明するとともに、

県民・事業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 ２月２１日、全国知事会の新型コロナ緊急対策会議において、政府への緊急提言を取り

まとめ（「新型コロナウイルス感染症の感染拡大の抑制に向けた緊急提言」）。

 ２月２８日、第３回対策本部会議を開催し、学校の臨時休業等を決定。

 ３月５日、全国知事会の新型コロナ緊急対策本部において、政府への緊急提言を取り

まとめ（「新型コロナウイルス感染症対策の医療体制等に関する緊急提言」等）。

 ３月１３日、令和元年度第３次２月補正予算が成立（医療提供体制整備等に要する経費

を計上）。

 同日、知事臨時会見を実施し、令和元年度第３次２月補正予算について説明。

 ３月１９日、第４回対策本部会議を開催し、県主催イベントの取扱いや県有施設の休館

継続等を決定。

 同日、知事臨時会見を実施し、感染状況等を説明するとともに、県民・事業者に対し感

染拡大防止の協力を要請。
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《入院調整システムのイメージ》

 ５月３０日、調整本部における入院調整を再開（６月２６日に終了）。

 6月10日、政府の「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業」を活用し、医療機関

の設備整備等に対する補助金の申請受付を開始。

 6月１２日、厚生労働省が退院基準を見直し、療養期間を１４日間から１０日間に短縮。

 6月14日、感染症危機管理対策委員会を開催し、北九州市内の感染状況等を踏まえ

た今後の取組について協議。



 ４月３日、知事臨時会見を実施し、県内初の死亡事例について説明。

 ４月４日、知事、北九州市長、福岡市長、久留米市長、県市長会長、県町村会長の６者

で医療体提供体制の構築等について協議。

 同日、県内の主要駅及びその周辺に設置されているデジタルサイネージを活用し、感

染拡大防止に関する広報を開始。

 ４月６日、知事臨時会見を実施し、政府に緊急事態宣言の発出を要請した旨を説明。

 同日、緊急事態宣言に向けた政府の発表を受け、２回目の知事臨時会見を実施。

 ４月７日、第７回対策本部会議を開催し、緊急事態措置の実施を決定。

 同日、知事臨時会見を実施し、本部会議での決定事項等を説明するとともに、県民・事

業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 ４月８日、政府と緊急事態措置区域の７都府県知事との間で基本的対処方針について

協議。

 同日、全国知事会の新型コロナ緊急対策本部において、政府への緊急提言を取りまと

め（「『緊急事態宣言』を受けての緊急提言」）。

 ４月１０日、九州地方知事会議において、感染拡大防止対策に係る九州・山口の広域連

携等について協議。

 同日、知事メッセージを発出し、宿泊療養の開始について説明。

 ４月１３日、第８回対策本部会議を開催し、緊急事態措置の強化を決定。

 同日、知事臨時会見を実施し、本部会議での決定事項等を説明するとともに、県民・事

業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 4月16日、感染拡大防止啓発等のための新聞広告を開始。

 ４月１７日、知事臨時会見を実施し、事業継続の支援や医療提供体制の強化からなる

新型コロナ緊急対策を発表。

 同日、感染拡大防止啓発等のためのテレビＣＭの放映を開始。

 4月22日、ＦＭラジオで感染拡大防止啓発等の呼びかけを開始。

Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録
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※ここでは令和元年（２０１９年）１２月～令和２年（２０２０年）６月の期間について記載

 ３月２７日、令和２年度当初予算が成立（新型コロナ関連予算の計上なし）。

 同日、第５回対策本部会議を開催し、県主催イベントの取扱いや県有施設の休館継続

等を決定。

 3月28日、知事臨時会見を実施し、感染状況等を説明するとともに、県民・事業者に対

し週末の外出自粛など感染拡大防止の協力を要請。

 3月30日、知事定例会見において、県民・事業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 ４月１日、第６回対策本部会議を開催し、県民に対する週末の外出自粛要請等を決定。

 同日、知事臨時会見を実施し、本部会議での決定事項等を説明するとともに、県民・事

業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 同日、２回目の知事臨時会見を実施し、県内におけるクラスター発生について説明。

《新型コロナウイルス感染症ポータルページ》



 ５月４日、第９回対策本部会議を開催し、緊急事態措置の延長を決定。

 同日、知事臨時会見を実施し、本部会議での決定事項等を説明するとともに、県民・事

業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 ５月８日、九州地方知事会議において、緊急事態措置の延長に伴う対応について協議

するとともに、県境を越えた不要不急の移動を避けるよう、県民向け共同メッセージを

発出。

 ５月１１日、知事臨時会見を実施し、新型コロナ医療従事者応援金等について説明。

 ５月１２日、全国知事会の新型コロナ緊急対策本部において、政府への緊急提言を取り

まとめ（「新型コロナウイルス感染症対策に係る緊急提言」）。

 ５月１３日、県内の主な繁華街において、街頭宣伝車による感染防止対策徹底の呼びか

けを開始。

 ５月１４日、第１０回対策本部会議を開催し、緊急事態措置の解除及び県独自措置の実

施を決定。

 同日、知事定例会見において、本部会議での決定事項等を説明するとともに、県民・事

業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 ５月２０日、全国知事会の新型コロナ緊急対策本部において、政府への緊急提言を取り

まとめ（「新型コロナウイルス感染症対策に係る緊急提言」等）。

 5月22日、各戸配布広報紙「福岡県だより」臨時号を発行し、県民・事業者向けの支援

情報を発信（6月1日以降は県内のコンビニエンスストア（ローソン）でも配布）。

 ５月２９日、知事定例会見において、令和２年度６月補正予算の概要を説明するととも

に、県民・事業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 同日、第１１回対策本部会議を開催し、全県を対象とした県独自措置の解除を決定（北

九州市を除く）。

 同日、知事臨時会見を実施し、本部会議での決定事項等を説明するとともに、県民・事

業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録
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※ここでは令和元年（２０１９年）１２月～令和２年（２０２０年）６月の期間について記載

 ４月２３日、知事臨時会見を実施し、令和２年度４月補正予算の概要を説明するととも

に、県民・事業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 ４月２４日、九州地方知事会議において、大型連休に向けた対策等について協議すると

ともに、県境を越えた不要不急の移動を避けるよう、県民向け共同メッセージを発出。

 同日、６者のトップが県民に対し感染拡大防止を呼び掛けるリレーメッセージ動画の配

信を開始。

 ４月２７日、知事臨時会見を実施し、休業要請に応じない施設管理者に対する事前通

知の発出等について説明。

 ５月1日、令和2年度４月補正予算が成立（医療提供体制強化や事業継続支援等に要

する経費を計上）。

《九州・山口各県知事による共同メッセージ（令和2年4月24日/5月8日）》



 ６月１７日、第１２回対策本部会議を開催し、北九州市を対象とした県独自措置の解除

を決定。

 同日、対策本部会議後の取材に知事が対応し、本部会議での決定事項等を説明する

とともに、県民・事業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 ６月24日、令和2年度６月補正予算（追加提案分を含む）が成立（医療提供体制強化

や事業継続支援等に要する経費を計上）。

《全国知事会新型コロナ緊急対策本部会議の様子》

Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録
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第1波を含む期間（令和元年１２月～令和２年６月）の感染状況等

波
の
特
徴

• 第２波以降と比べて感染規模は小さいものの、新規陽性者の平均年齢は最も高
く、重症化率や死亡率は非常に高い。

①最多新規陽性者数（１日） 43人 R2.4.11

②最多新規陽性者数（７日移動平均） 30.2人 R2.4.15

③最多新規陽性者数（直近１週間/１０万人） 4.1人 R2.4.15

④最多ＰＣＲ等検査件数（1日） 677件 R2.6.19

⑤最大ＰＣＲ等陽性率（直近１週間） 12.0% R2.4.1

⑥最多療養者数 427人 R2.4.22

⑦最多入院者数 233人 R2.4.22

⑧最多重症者数 22人 R2.4.21

⑨最多重症者数・中等症者数 77人 R2.4.21

⑩最多宿泊療養者数 88人 R2.4.27

⑪最大病床使用率 72.8% R2.4.22

⑫最大重症病床使用率 36.6% R2.4.21

⑬死亡者数 ３４人 －

⑭重症化率 6.82% －

⑮死亡率 4.00% －

⑯新規陽性者の平均年齢 48.9歳 －

⑰入院者の平均年齢 51.0歳 －

⑱重症者の平均年齢 72.1歳 －

⑲死亡者の平均年齢 80.5歳 －



第２波
（令和２年８月上旬をピークとする波）
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令和２年（20２０年）6月上旬以降、新規陽性者数が一桁の日が続くなど、本県の感染状

況は落ち着いていたが、７月中旬からは感染拡大傾向が顕著となり、７月29日には一日

の新規陽性者数が初めて１００人を上回った。その後も感染拡大が続き、感染経路不明者

の割合や病床使用率が上昇したことなどから、8月5日、福岡コロナ警報を初めて発動し

た。

感染拡大の状況をみると、陽性者の約６割を福岡市が占めたほか、「接待を伴う飲食店」

など飲酒を伴う店で多くのクラスターが発生した。こうした実態を踏まえ、県独自措置とし

て、酒類の提供を行う全県の飲食店等に対し業種別ガイドラインの遵守等を要請するとと

もに、福岡市内の対象店のうち同ガイドラインを遵守していない店の休業を要請した。また、

県民に対しては、業種別ガイドラインを遵守していない店の利用自粛等を要請した。

街頭宣伝車の活用、県警本部と連携した店舗訪問、職員による各業界団体訪問などを

通じて感染防止対策の徹底を呼びかけたほか、８月7日からは、事業者が業種別ガイドラ

インに沿って感染防止対策を行っていることを示す「感染防止宣言ステッカー制度」を開

始した。これらの取組や県民・事業者の協力などにより感染状況は徐々に改善し、８月２１

日には県独自措置を解除した。また、１０月８日には福岡コロナ警報も解除した。

９月からは消毒液等の購入経費を助成する「飲食店向け新型コロナウイルス感染対策助

成金制度」を、１０月からは感染防止対策アドバイザーによる電話相談・訪問相談を開始す

るなど、事業者が感染防止対策に取り組みやすくし、利用者が安心して飲食店等を利用で

きる環境の整備に努めた。

感染が疑われる方など必要な方が検査を受けられるよう、県内の検査能力の強化を引

第２波の対応（概要）

第２波
Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録 ※ここでは令和２年（２０２０年）７月～１０月の期間について記載

き続き図るとともに、８月には県保健環境研究所にゲノム解析装置を導入し、変異株の動

向を把握できる体制を整えた。

医療提供体制については、最大７６０床（うち重症病床１１０床）のコロナ病床確保を目指

す計画の策定や、病棟単位で重症者を含む患者を受け入れる重点医療機関の指定等を

順次行ったほか、１,０００室以上を確保している宿泊療養施設における軽症者・無症状者

の受入れを継続した。また、秋冬の季節性インフルエンザの流行期を見据え、発熱患者等

が地域の身近な医療機関で新型コロナの診療・検査を受けられるよう、１,０００を上回る医

療機関を「診療・検査医療機関（発熱外来）」として指定した。

県民・事業者に対する周知・啓発については、知事記者会見の随時実施、新型コロナ専

用ホームページ等による情報提供を継続し、その徹底を図った。また、日々の新規陽性者

数等について、県と保健所設置市がそれぞれ公表していたことにより、県全体の感染状況

が伝わりにくく、県民の意識や行動の変化に繋がりにくいといった課題があったため、８月

４日からは、県において県全体の集約を行い、毎日定刻に公表するよう改善した。

第２波では、若い世代への感染が拡大し、新規陽性者の平均年齢が低下する中、新規

陽性者数や入院者数、重症者数等は第1波を上回ったが、医療提供体制の充実等により、

病床使用率はピーク時でも７割を上回ることなく重症化率や死亡率は大きく改善した。



県内の一日の新規陽性者数が初めて１００人以上を記録
県対策本部の下に経済回復チームを設置
福岡コロナ警報を初めて発動

第２波
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【国・政府】

 令和２年（２０２０年）７月３日、専門家会議を廃止し、新型インフルエンザ等対策有識者

会議の下にコロナ分科会を設置。

 7月１６日、コロナ分科会が「これからあるべき対策の概要」等を取りまとめ。

 7月22日、コロナ分科会が「直近の感染状況等の分析と評価」を取りまとめ。

 7月31日、コロナ分科会が「今後想定される感染状況の考え方（暫定合意）」を取りまと

め。

 ８月７日、コロナ分科会が「今後想定される感染状況と対策について」等を取りまとめ、

感染状況を４つの段階（ステージⅠ～Ⅳ）に区分した上で、各ステージにおいて講じる

べき施策等を整理したステージ判断指標を提示。

 ８月２０日、コロナ分科会の下に「偏見・差別とプライバシーに関するワーキンググルー

プ」を設置。

 8月21日、コロナ分科会が「新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種に関する分科

会の現時点での考え方」を取りまとめ。

 ８月２４日、コロナ分科会が「大都市の歓楽街に対する迅速な感染拡大防止と中長期的

な感染防止を目的とした提言」を取りまとめ。

 8月２８日、政府対策本部において、医療資源を重症者に重点化することや、季節性イ

ンフルエンザの流行期に備え、検査体制・医療提供体制を確保・拡充することなどを内

容とする「新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組」を決定。

① 主な動き、感染状況等  9月4日、コロナ分科会が「『Go To Eat キャンペーン事業』についての考え方」を取り

まとめ。

 ９月11日、コロナ分科会が「イベント開催制限緩和についての分科会から政府への提

言」等を取りまとめ。

《ステージ判断指標（令和２年８月７日）》

Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録 ※ここでは令和２年（２０２０年）７月～１０月の期間について記載



《知事臨時会見の様子（福岡コロナ警報発動・令和2年8月5日）》

Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

第２波

【福岡県】

 令和２年（２０２０年）７月２０日、県の経済・雇用対策を強力に推し進め、経済の回復に

繋げていくため、県対策本部の下に副知事をトップとする「経済回復チーム」を設置。

 ７月２９日、県内の一日の新規陽性者数が初めて１００人以上を記録。

 7月31日、県内の一日の新規陽性者数が１６９人となる（第２波の最多数）。

 ８月5日、感染状況や医療への負荷の増大等を踏まえて総合的に判断し、福岡コロナ

警報を発動（初めての発動）するとともに、県独自措置の実施を決定。

 8月6日、県内の新規陽性者数の7日移動平均が１２２.２人となる（第2波の最多数）。

 8月15日、県内の入院者数が324人となる（第2波の最多数）。

 8月17日、県内の重症者数が23人となる（第2波の最多数）。

 8月20日、感染状況等の改善を踏まえ、県独自措置の解除を決定（８月２１日付で解除

［計１４日間］）。

 １０月８日、感染状況や医療への負荷の改善等を踏まえて総合的に判断し、福岡コロナ

警報を解除［計６５日間］。

 同日、第２波の感染状況等を踏まえ、福岡コロナ警報の見直しを実施。
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 同日、コロナ分科会の下に「大都市の歓楽街における感染拡大防止対策ワーキンググ

ループ」を設置。

 9月25日、コロナ分科会が「人の移動に関する分科会から政府への提言」等を取りまと

め。

 １０月１日、入国後１４日間の自宅等待機とする措置を維持しつつ、原則、全ての国・地

域から外国人の新規入国を認めるしくみ（観光目的等を除く）を開始。

 10月15日、コロナ分科会が「現在の感染状況に対する分科会から政府への提言」を取

りまとめ。

 １０月２３日、コロナ分科会が「感染リスクが高まる５つの場面と感染リスクを下げながら

会食を楽しむ工夫」及び「年末年始に関する分科会から政府への提言」等を取りまとめ。

 10月29日、コロナ分科会が「クラスター対策についての分科会から政府への提言」を

取りまとめ。



 8月４日、県警本部の協力の下、風営法に基づく管理者講習時の感染防止対策徹底の

呼びかけを開始。

 同日、県内の専門学校の生徒が感染防止対策について話し合うWeb会議を開催。

 8月5日、県独自措置の実施を決定（同日から開始）。県民・事業者に対し次の内容を

要請（陽性者の6割を占める福岡市内の要請内容を強化）。

 8月６日以降、県職員が各業界団体を訪問し、福岡コロナ警報の発動に伴う要請への

協力を依頼。

 ８月７日、事業者における感染防止対策をさらに進めるため、全県共通の「感染防止宣

言ステッカー制度」を開始。

 8月20日、県独自措置の解除を決定。

 ８月21日、県独自措置を解除するとともに、引き続き、県民・事業者に対し基本的な感

染防止対策の徹底等を要請。

 ９月１８日、消毒液や非接触型体温計などの物品購入経費を助成する「飲食店向け新

型コロナウイルス感染対策助成金」の申請受付を開始。

対象 主な要請内容（県独自措置） 期間 特措法

県民

• 業種別ガイドラインを遵守していない以下の店の
利用自粛
①遊興施設のうち、接待を伴う飲食店、酒類の提
供を行う飲食店（バー、ナイトクラブ等）、酒類
の提供を行うカラオケ店

②その他の酒類の提供を行う飲食店（居酒屋等）
• 利用（会食や飲み会等）は２時間以内とし、2次会、
3次会は控えること

8/5～8/21 §２４-９

事業者

＜全県の上記①②の店＞
• 業種別ガイドラインの遵守及び感染防止対策の実
施が客に分かるよう掲示すること

• 滞在時間を２時間以内とするよう客に促すこと

8/5～8/21 §２４-９

＜福岡市内の業種別ガイドラインを遵守していない
上記①の店＞

• 休業
8/5～8/21 §２４-９

Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

第２波
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※ここでは令和２年（２０２０年）７月～１０月の期間について記載

感染防止宣言ステッカー制度を創設
飲食店対象の感染防止対策助成金制度を創設
県警本部と連携した感染防止対策の呼びかけを展開

② 感染防止対策、県民・事業者への要請

 令和２年（２０２０年）７月１０日、大規模イベントの主催者及び施設管理者からの開催要

件等に関する事前相談の受付を開始。

 ７月２７日、国の家賃支援給付金の対象者に対し県独自の上乗せ支援を行う「福岡県

家賃軽減支援金」の申請受付を開始。

 7月２８日、接待を伴う飲食店等での感染が目立っていたため、知事から県警本部長に

協力要請を行い、風営法に基づく県警本部の立入検査に県職員が同行し、連携して事

業者に対する感染防止対策徹底の呼びかけを開始。

《感染防止宣言ステッカー》

新型コロナウイルス

感染防止宣言



 令和２年（２０２０年）７月１日、県保健環境研究所にＰＣＲ迅速化試薬キットを導入し、検

査能力を約３００件/日に強化。

 ７月下旬、各保健所の即応体制（相談対応、入院調整、積極的疫学調査等）の点検・整

備を実施。

 8月末、県保健環境研究所に次世代シークエンサー（ゲノム解析装置）を導入。

 10月1日、高齢者等のインフルエンザワクチン定期予防接種について、市町村による助

成後の自己負担分について県が全額負担を開始。

 10月３０日、発熱患者等からの相談に対応し、必要に応じて医療機関の案内を行う「受

診・相談センター（旧：帰国者・接触者相談センター）」を設置。

各保健所の即応体制の点検・整備を実施
県保健環境研究所に次世代シークエンサーを導入
発熱患者等からの相談に対応する「受診・相談センター」を設置

③ 相談・検査・保健所体制等

《次世代シークエンサー》

Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

第２波
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 １０月１９日、公衆衛生等の専門知識を有する感染防止対策アドバイザーによる電話相

談・訪問相談を開始し、事業者からの相談に対応。

《感染防止対策アドバイザー等活用の呼びかけ》



 令和２年（２０２０年）７月１７日、調整本部における入院調整を再開（９月３０日に終了）。

 7月２７日、感染症危機管理対策委員会を開催し、感染状況等を踏まえた対応につい

て協議。

 7月31日、新型コロナウイルス感染症対策協議会を開催し、これまでの対応に関する

検証や病床確保計画の策定、重点医療機関の整備等について協議。

 8月３日、新型コロナ患者を受け入れる病床のフェーズ毎の確保数やフェーズ移行の

基準を定めた「病床確保計画」を策定し、運用を開始。

 8月5日、福岡市の「リッチモンドホテル福岡天神」に宿泊療養施設を開設。確保室数が

１,０００室に到達（確保室数：４施設・１,０５７室）。

 8月５日、宿泊療養施設の医療スタッフへの助言・指導を行う宿泊療養施設アドバイ

ザーを設置。

 8月19日、感染症危機管理対策委員会を開催し、今後の医療提供体制等について協

議。

 10月5日、感染症危機管理対策委員会を開催し、福岡コロナ警報の解除等について協

議。

 １０月14日、病棟単位で重症者を含む新型コロナ患者を受け入れる医療機関を「重点

医療機関」として初めて指定（１９医療機関）。

 10月23日、新型コロナウイルス感染症対策協議会を開催し、季節性インフルエンザの

流行に備えた診療・検査体制の整備や新たな病床確保計画等について協議。

④ 医療提供体制

病床確保計画を策定
宿泊療養施設の確保室数が1,000室に到達
発熱患者等の診療・検査を行う「診療・検査医療機関」の指定を開始

Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

第２波

 10月24日、厚生労働省が感染症法の運用を見直し、入院勧告の対象を高齢者等の

重症化リスクの高い者等とすることを明確化。

 10月２７日、専用の個室で新型コロナの疑い患者を受け入れる医療機関を「疑い患者

受入協力医療機関」として初めて指定（４５医療機関）。

 10月30日、季節性インフルエンザの流行期を控え、発熱患者等が地域の身近な医療

機関で適切に診療・検査を受けられるよう、「診療・検査医療機関」の指定を開始（同日

時点で指定数は１,０５０）。
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⑤ 対策本部会議、広報等

 令和２年（２０２０年）７月６日、知事定例会見において、新型コロナ対策を踏まえた自然

災害発生時の避難行動について説明。

 7月１９日、全国知事会の新型コロナ緊急対策本部において、政府への緊急提言を取り

まとめ（「新型コロナウイルス感染症に関する緊急提言」）。

 7月21日、知事定例会見において、検査体制強化について説明。

 7月22日、知事臨時会見を実施し、４連休を前に県民・事業者に対し感染拡大防止の

協力を要請。

 ７月２３日、第１３回対策本部会議を開催し、イベントの開催制限緩和の見送り等を決定。

 7月29日、新しい生活様式の実践等を若者に呼びかける啓発動画の配信を開始。

 7月３０日、知事臨時会見を実施し、感染状況等を説明するとともに、積極的疫学調査

への協力など、県民・事業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 同日、主な繁華街において、街頭宣伝車による感染防止対策徹底の呼びかけを再開。

 8月４日、新規陽性者数や検査数について、保健所設置市を含む県全体の数を毎日定

刻に公表開始。

 ８月５日、第14回対策本部会議を開催し、福岡コロナ警報の発動及び県独自措置の実

施を決定。

 同日、知事臨時会見を実施し、本部会議での決定事項等を説明するとともに、県民・事

業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 ８月８日、全国知事会の新型コロナ緊急対策本部において、政府への緊急提言を取り

まとめ（「新型コロナウイルス感染症に関する緊急提言」）。

感染拡大防止や県民・事業者への要請内容を対策本部会議で随時決定
新規陽性者数等について県全体の数を毎日定刻に公表開始
 これまでの対応の検証結果を公表
県議会の協力の下、新型コロナ対策に必要な予算を随時確保

 8月２０日、第１５回対策本部会議を開催し、県独自措置の解除を決定。

 同日、知事臨時会見を実施し、本部会議での決定事項等を説明するとともに、県民・事

業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 8月25日、第１６回対策本部会議を開催し、イベントの開催制限緩和の見送りを決定。

 同日、知事定例会見において、本部会議での決定事項等を説明するとともに、県民・事

業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 8月３１日、これまでの対応の検証結果を公表。

 9月3日、知事定例会見において、 令和２年度９月補正予算の概要を説明。

 9月14日、第17回対策本部会議を開催し、イベントの開催制限の一部緩和を決定。

 9月17日、知事臨時会見を実施し、「飲食店向け新型コロナウイルス感染対策助成金」

について説明。

 9月２６日、全国知事会の新型コロナ緊急対策本部において、政府への緊急提言を取り

まとめ（「新型コロナウイルス感染症に関する緊急提言」）。

 9月30日、令和2年度9月補正予算（追加提案分を含む）が成立（医療提供体制強化

や感染防止対策の徹底等に要する経費を計上）。

 10月8日、第18回対策本部会議を開催し、福岡コロナ警報の解除等を決定。

 同日、知事臨時会見を実施し、本部会議での決定事項等を説明するとともに、県民・事

業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 10月14日、令和2年度第3次9月補正予算が成立（医療提供体制強化等に要する経

費を計上）。

Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

第２波
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Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

第２波
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★は過去最多（最大）

第２波を含む期間（令和２年７月～１０月）の感染状況等

波
の
特
徴

• 新規陽性者数、療養者数、入院者数、重症者数はいずれも第１波を上回る。
• 医療提供体制の充実等により、重症化率や死亡率は第１波と比べて大幅に低下。
• 若い世代への感染が拡大し、新規陽性者の平均年齢は大きく低下。

①最多新規陽性者数（１日） ★ 169人 R2.7.31

②最多新規陽性者数（７日移動平均） ★ 122.2人 R2.8.6

③最多新規陽性者数（直近１週間/１０万人） ★ 16.6人 R2.8.6

④最多ＰＣＲ等検査件数（1日） ★ 2,301件 R2.9.2

⑤最大ＰＣＲ等陽性率（直近１週間） 7.1％ R2.8.8

⑥最多療養者数 ★ 1,312人 R2.8.10

⑦最多入院者数 ★ 324人 R2.8.15

⑧最多重症者数 ★ 23人 R2.8.17

⑨最多重症者数・中等症者数 ★ 120人 R2.8.14

⑩最多宿泊療養者数 ★ 208人 R2.8.24

⑪最大病床使用率 66.1% R2.8.15

⑫最大重症病床使用率 ★ 38.3% R2.8.17

⑬死亡者数 ７４人 －

⑭重症化率 2.14% －

⑮死亡率 1.69% －

⑯新規陽性者の平均年齢 40.6歳 －

⑰入院者の平均年齢 53.2歳 －

⑱重症者の平均年齢 74.6歳 －

⑲死亡者の平均年齢 80.5歳 －



第３波
（令和３年１月中旬をピークとする波）

-63-



（３）第３波 ※令和３年１月中旬をピークとする波
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※ここでは令和２年（２０２０年）１１月～令和３年（２０２１年）３月の期間について記載
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令和２年（20２０年）１１月以降、全国的に感染の拡大傾向が強まり、12月には首都圏を

中心に新規陽性者数が過去最多となる状況が続いた。本県においても、１１月下旬以降、

新規陽性者数の増加傾向が顕著となり、高齢者施設等におけるクラスターの頻発や医療

への負荷の高まり等が見られたため、１２月１２日、福岡コロナ警報（2回目）を発動した。

社会全体で感染防止を図りながら、着実に社会経済活動のレベルを上げていくとの考え

の下、感染拡大が続く中にあっても、不要不急の外出自粛等の厳しい要請は行っていな

かったが、令和３年（2021年）１月13日、政府は、大都市からの感染拡大防止や短期集中

的な対策による全国的な封じ込めの必要性などの理由により、本県を緊急事態措置区域

に追加（2回目）することを決定した。これを受け、県民に対する不要不急の外出自粛要請

や全ての飲食店等に対する営業時間短縮の要請（特措法に基づく要請は初）などを行った。

知事と県議会議長による街頭啓発や在福岡のスポーツチーム所属のアスリート・監督に

よるメッセージ動画の配信などを通じて感染拡大防止の呼びかけに力を入れたほか、県の

要請に応じて営業時間短縮を行った飲食店等を対象に「感染拡大防止協力金制度」を創

設し、飲食店等の負担の軽減及び要請の実効性確保を図った。県民・事業者の協力や医

療提供体制強化の取組などにより、１月下旬以降、感染状況は徐々に改善したため、国と

協議を重ねた上で緊急事態措置区域からの解除を要請し、期限前の解除につながった。

検査体制については、令和２年12月以降、県の３保健所に抗原定量検査機器を順次導

入するとともに、医療機関等の検査機器整備に対する補助を行うことにより、検査能力の

さらなる向上を図った。また、１１月からは不安を抱える妊婦を対象とする分娩前ＰＣＲ検査

事業、１２月からは高齢者施設等の職員を対象とするＰＣＲ検査事業を開始し、重症化リス

クの高い方への感染拡大防止等に取り組んだ。

第３波の対応（概要）
新規陽性者数の増加に伴い、県保健所及び宿泊療養施設における専門職（保健師）の

需要が高まったため、市長会及び町村会との協定に基づき、市町村保健師の受入れを行

い、業務執行体制の確保に努めた。

新型コロナワクチンについては、令和２年中に体制整備を始め、令和３年２月から医療従

事者に対する接種を始めるとともに、高齢者等を対象とした４月からの接種開始に向けた

準備を加速した。

医療提供体制については、コロナ病床や宿泊療養施設の追加確保、新型コロナからの

回復患者を受け入れる後方支援病院の確保などを進め、さらなる強化を図った。また、本

県からの提案に基づき、九州・山口９県において県境を越えたＥＣＭＯ専門チームの派遣

等が可能となる協定を締結し、重症者の命を守る体制を強化した。加えて、陽性者が発生

した高齢者施設等に対し感染症専門医等を新たに派遣する体制を整備し、施設における

感染防止対策の徹底を図った。

第３波では、新規陽性者数、療養者数、入院者数、重症者数がいずれも過去最多を記録

したほか、高齢者施設等におけるクラスターが多発し、入院者の平均年齢が大幅に上昇す

るなど、医療への負荷が非常に高まった。病床使用率も一時は８割を上回ったが、宿泊療

養施設の稼働率向上や後方支援病院を活用した転院促進等により、医療への負荷は次

第に改善した。

Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

第３波
※ここでは令和２年（２０２０年）１１月～令和３年（２０２１年）３月の期間について記載



 2回目の緊急事態宣言を発出
県内の累計陽性者数が1万人を記録
対策の実効性の確保等を図るため、感染症法と特措法を改正
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【国・政府】

 令和２年（２０２０年）１１月6日、コロナ分科会の「偏見・差別とプライバシーに関するワー

キンググループ」が、偏見・差別等の実態や今後の取組のポイントと提言を取りまとめ。

 11月9日、コロナ分科会が「緊急提言～最近の感染状況を踏まえた、より一層の対策

強化について」を取りまとめ。

 11月12日、コロナ分科会が「“対話ある情報発信”の実現に向けた分科会から政府へ

の提言」を取りまとめ。

 11月20日、コロナ分科会が「私たちの考え～分科会から政府への提言」を取りまとめ。

 11月25日、コロナ分科会が「現在の感染拡大を鎮静化させるための分科会から政府

への提言」を取りまとめ。

 12月9日、新型コロナワクチンの接種開始に向けた改正予防接種法を施行。

 12月11日、コロナ分科会が「今後の感染の状況を踏まえた対応についての分科会から

政府への提言」を取りまとめ。

 12月18日、ＷＨＯがアルファ株に対するサーベイランス強化と適切な公衆衛生対策の

実施を推奨。

 12月23日、コロナ分科会が飲食を介しての感染が感染拡大の原因であること等を示

す「現在直面する３つの課題」を取りまとめ。

 12月25日、空港の入国時検査でアルファ株を初めて検出。

 12月26日、国内でアルファ株を初めて検出。

 12月28日、全ての国・地域からの外国人の新規入国を原則一時停止。

① 主な動き、感染状況等

Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

 令和3年（2021年）1月５日、コロナ分科会が「緊急事態宣言についての提言」を取りま

とめ。

 １２月には首都圏を中心に新規陽性者数が連日最多となり、医療提供体制のひっ迫が

見受けられたことから、1月7日、２回目の緊急事態宣言を発出し、４都県（埼玉県、千葉

県、東京都、神奈川県）を緊急事態措置区域に決定（期間は１月8日から2月7日まで）。

 同日、緊急事態措置における施設の使用制限の対象に「飲食店」を加えることなどを盛

り込んだ改正特措法施行令を施行。

 １月13日、本県を含む７府県（栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡

県）の緊急事態措置区域への追加を決定（期間は1月14日から2月7日まで）。

 1月15日、コロナ分科会が「新型インフルエンザ等対策特別措置法及び感染症法の改

正に関しての基本的な考え」を取りまとめ。

 2月2日、本県を含む10都府県の緊急事態措置期間の延長を決定（3月7日まで）。

 同日、コロナ分科会が「緊急事態宣言下での対策の徹底・強化についての提言」を取り

まとめ。

 2月13日、新型コロナウイルス感染症を「新型インフルエンザ等感染症」に位置付けると

ともに、医療機関等への協力要請とその担保措置などを盛り込んだ改正感染症法を施

行。

 同日、まん延防止等重点措置の創設や施設管理者等が要請に応じない場合の罰則等

を盛り込んだ改正特措法を施行。

 2月25日、コロナ分科会が「緊急事態宣言解除後の地域におけるリバウンド防止策に

ついての提言」を取りまとめ。

 2月26日、感染状況の改善等を踏まえ、本県を含む6府県の緊急事態措置の解除を

決定（2月28日付で解除）。

 3月5日、航空機の搭乗者数を抑制して入国者総数を管理する仕組みを導入し、一日

当たり約２,０００人を目途とする入国者総数管理を開始。

※ここでは令和２年（２０２０年）１１月～令和３年（２０２１年）３月の期間について記載



《緊急事態措置の解除を政府に要請する基準（令和3年2月2日）》

【福岡県】

 令和２年（２０２０年）12月12日、感染状況や医療への負荷の増大等を踏まえて総合的

に判断し、福岡コロナ警報を発動（2回目の発動）。

 令和3年（2021年）1月7日、県内の累計陽性者数が1万人を記録。

 1月13日、新規陽性者数が急増し、医療提供体制のひっ迫が懸念されることや、大都

市からの感染拡大を抑える必要があることなどから、2回目の緊急事態措置の実施を

決定（期間は1月14日から2月7日まで）。

 1月16日、県内の一日の新規陽性者数が411人となる（第3波の最多数）。

 1月20日、県内の新規陽性者数の7日移動平均が２９９.１人となる（第3波の最多数）。

 1月31日、県内の入院者数が657人となる（第3波の最多数）。

 2月2日、新規陽性者数が減少する一方、医療提供体制は依然として厳しい状況が続

いていることを踏まえ、緊急事態措置期間の延長を決定（3月7日まで）。

 同日、第24回対策本部会議を開催し、緊急事態措置の解除を政府に要請する基準を

決定。

Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録
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※ここでは令和２年（２０２０年）１１月～令和３年（２０２１年）３月の期間について記載

 3月１８日、新規陽性者数や療養者数の減少、医療提供体制への負荷の軽減が見られ

たことなどを踏まえ、全国の緊急事態措置の解除を決定（3月21日付で解除）。

 同日、政府対策本部において、飲食の感染対策や変異株対策の強化など「緊急事態宣

言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応」を決定。

 同日、東京オリンピック・パラリンピックに向けて、出入国管理庁が「特段の事情」による

入国の考え方を整理・通知。



 令和２年（２０２０年）12月24日、「静かな年末年始」を過ごすための県民・事業者に対

する要請を決定。

 令和３年（２０２１年）1月8日、感染拡大に歯止めがかからない状況を踏まえ、緊急事態

措置区域への移動自粛など県民・事業者に対する要請を決定。

 １月１３日、緊急事態措置の実施を決定。県民・事業者に対し次の内容を要請。

② 感染防止対策、県民・事業者への要請

対象 主な要請内容（緊急事態措置） 期間 特措法

県民 • 不要不急の外出自粛（特に20時以降は徹底） 1/14～2/7 §４５-１

事業者

＜飲食店・喫茶店＞
• 営業時間の短縮（5時から20時まで）
• 酒類提供時間の短縮（11時から19時まで）

1/16～2/7 §２４-９

＜上記以外の対象集客施設＞
• 営業時間の短縮（5時から20時まで）
• 酒類提供時間の短縮（11時から19時まで）

1/16～2/7 －

全ての飲食店等に対し特措法に基づく営業時間短縮を初めて要請
営業時間短縮要請に応じた飲食店対象の感染拡大防止協力金制度を創設
緊急事態措置解除後も県独自の県民・事業者に対する要請を継続

《緊急事態措置の主な内容（令和３年１月13日決定）》

Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録
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 2月4日、県内の重症者数が42人となる（第3波の最多数）。

 2月24日、新規陽性者数の減少や病床使用率の改善等を踏まえ、本県の緊急事態措

置の期限前解除を政府に要請。

 2月26日、感染状況等の改善を踏まえ、緊急事態措置の期限前解除を決定（2月28

日付で解除［計４６日間］ ）するとともに、病床使用率や療養者数がステージⅡ相当以

下にはないこと等を踏まえ、県独自措置の実施を決定。

 3月4日、病床使用率の改善が想定より遅れている状況を踏まえ、県独自措置の継続

を決定。

 3月19日、感染状況等の改善を踏まえ、県独自措置の解除を決定（３月２１日付で解除

［計21日間］）。

 3月23日、県内でアルファ株を初めて検出。



 １月14日、緊急事態措置を開始。

 １月１５日、県の要請に応じて営業時間短縮を行った飲食店・喫茶店を対象とする「感染

拡大防止協力金制度」を開始（申請受付は２月8日から開始）。

 2月2日、緊急事態措置期間の延長を決定。県民・事業者に対し次の内容を要請。

対象 主な要請内容（緊急事態措置） 期間 特措法

県民 • 不要不急の外出自粛（特に20時以降は徹底） 2/8～3/7 §４５-１

事業者

＜飲食店・喫茶店＞
• 営業時間の短縮（5時から20時まで）
• 酒類提供時間の短縮（11時から19時まで）

2/8～3/7 §２４-９

＜上記以外の対象集客施設＞
• 営業時間の短縮（5時から20時まで）
• 酒類提供時間の短縮（11時から19時まで）

2/8～3/7 －

《感染拡大防止協力金の給付額（第1期～第4期）》

 2月26日、緊急事態措置の期限前解除を決定するとともに、県独自措置の実施を決定。

県民・事業者に対し次の内容を要請。

 ２月２８日、緊急事態措置を解除。

 ３月1日、県独自措置を開始。

 3月4日、県独自措置の継続を決定。県民・事業者に対し次の内容を要請。

 3月19日、県独自措置の解除を決定。

 3月21日、県独自措置を解除するとともに、引き続き、県民・事業者に対し基本的な感

染防止対策の徹底等を要請（飲食店の利用は少人数で２時間以内とすること等を含

む）。

対象 主な要請内容（県独自措置） 期間 特措法

県民
• 不要不急の外出自粛（特に21時以降は徹底）
• 業種別ガイドライン不遵守店の利用自粛

3/8～3/21 §２４-９

事業者

＜飲食店・喫茶店＞
• 営業時間の短縮（5時から21時まで）
• 酒類提供時間の短縮（11時から20時30分まで）

3/8～3/21 §２４-９

＜上記以外の対象集客施設＞
• 営業時間の短縮（5時から21時まで）

3/8～3/21 －

対象 主な要請内容（県独自措置） 期間 特措法

県民
• 不要不急の外出自粛（特に21時以降は徹底）
• 業種別ガイドライン不遵守店の利用自粛

3/1～3/7 §２４-９

事業者

＜飲食店・喫茶店＞
• 営業時間の短縮（5時から21時まで）
• 酒類提供時間の短縮（11時から20時30分まで）

3/1～3/7 §２４-９

＜上記以外の対象集客施設＞
• 営業時間の短縮（5時から21時まで）

3/1～3/7 －
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 令和２年（２０２０年）11月5日、政府の「新型コロナウイルス感染症に関する検査体制の

拡充に向けた指針」を踏まえ、検査需要や検査能力等を点検・整理した「検査体制整備

計画」を策定。

 11月7日、不安を抱える妊婦を対象とする分娩前のＰＣＲ検査事業を全県で開始。陽性

となった妊産婦に対しては、退院後等に助産師や保健師等が訪問や電話等による寄り

添い型の支援を実施。

不安を抱える妊婦対象の分娩前ＰＣＲ検査事業を開始
高齢者施設職員等を対象とするＰＣＲ検査事業を開始
医療従事者を対象に新型コロナワクチン接種を開始
県市長会・県町村会の協力の下、市町村職員による保健所応援体制を構築

③ 相談・検査・保健所体制等

《妊婦PCR検査事業の流れ》

 11月24日、県と県市長会、県と県町村会とのそれぞれの間で、保健所や宿泊療養施

設において人員確保が困難な場合に市町村職員（保健師）を派遣する協定を締結。

 12月1日、田川保健福祉事務所に抗原定量検査機器を導入。

 12月16日、厚生労働省と連携し、県内在住の20歳以上の方を対象とした「新型コロナ

ウイルス感染症の抗体保有調査」を実施（12月28日まで）。

 12月21日、高齢者施設や障がい者施設で入所者と接する可能性がある職員を幅広く

対象とするＰＣＲ検査事業を開始。

 令和3年（2021年）１月８日、県市長会及び県町村会との協定に基づき、県保健所及び

宿泊療養施設において市町村職員の受入れを実施（２月28日までの間、３０市町から

延べ６２名を受入れ）。

 1月12日、北筑後保健福祉環境事務所に抗原定量検査機器を導入。

 1月19日、筑紫保健福祉環境事務所に抗原定量検査機器を導入。

 1月20日、政府は「新型コロナウイルス感染症特定流行国滞在者健康確認センター（後

の入国者健康確認センター）」を設置。

 1月下旬、アルファ株に対する監視体制の強化のため、変異の有無を確認する変異株

スクリーニング検査を開始。

 2月19日、県内6医療機関において、医療従事者を対象に新型コロナワクチンの先行

接種を開始。

 3月5日、医療従事者を対象に新型コロナワクチンの優先接種を開始。

 3月6日、内閣官房と連携し、感染再拡大の早期探知を目的として、繁華街等における

モニタリング検査事業を開始。

 3月23日、新型コロナワクチン接種後の副反応等に関する専門的な相談に対応する専

用ダイヤルを開設。
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九州・山口9県ＥＣＭＯ広域利用協定を締結し、他県から重症者を受入れ
高齢者施設等への感染症専門医等の派遣体制を整備
新型コロナからの回復患者を受け入れる後方支援病院のリストを整理・共有

 令和２年（２０２０年）11月9日、公表を承諾した診療・検査医療機関のリストを県ホーム

ページに掲載開始。

 11月11日、新型コロナウイルス感染症に係る関係病院長会議を開催し、病床確保計画

の見直しや今後の病床確保等について協議。

 11月19日、新たな病床確保計画の運用を開始。

 １１月２７日、調整本部における入院調整を再開（令和３年６月３０日に終了）。

 11月30日、救急業務メディカルコントロール協議会において、新型コロナを疑う患者の

搬送基準等について協議。

 12月1日、県境を越えたＥＣＭＯ専門チームの派遣や重症者の受入れが可能となるよう、

「九州・山口9県ＥＣＭＯ広域利用等に関する協定」を締結。

④ 医療提供体制

《ECMO広域利用のフローチャート（令和２年１２月１日）》

 12月10日、陽性者が発生した高齢者施設等に対する職員派遣など、施設間の相互支

援を円滑に進めるため、県と高齢者施設関係3団体それぞれとの間で協定を締結。

 12月14日、宿泊療養施設の全室に血中酸素飽和度を測定するパルスオキシメーター

を配置。

 １２月２６日、宿泊療養施設に勤務するスタッフへの助言等を行う宿泊療養施設総括サ

ポーターを設置。

 令和3年（2021年）1月15日、県内の入院者数が初めて５００人以上となる。

 1月23日、福岡市の「ホテルフォルツァ博多駅筑紫口Ⅱ」に宿泊療養施設を開設（確保

室数：5施設・１,１９４室）。

 1月27日、福岡市の「リッチモンドホテル博多駅前」に宿泊療養施設を開設（確保室数：

6施設・１,３８７室）。

 1月28日、陽性者が発生した高齢者施設等に対し、感染拡大防止のために感染症専

門医や感染管理認定看護師を派遣する体制を整備。

 2月1日、感染症危機管理対策委員会を開催し、今後の医療提供体制等について協議。

 同日、自宅療養者に対し、パルスオキシメーターの貸与を開始。

 2月8日、新型コロナの回復患者を受け入れる後方支援病院のリストを整理し、保健所

や入院受入医療機関等の関係者間で共有を開始。

 3月24日、 「九州・山口9県ＥＣＭＯ広域利用等に関する協定」に基づき、他県からの

重症者を初めて受入れ。

 3月29日、感染症危機管理対策委員会を開催し、今後の医療提供体制等について協

議。
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⑤ 対策本部会議、広報等

感染拡大防止や県民・事業者への要請内容を対策本部会議で随時決定
主要駅前において、不要不急の外出自粛を呼びかける街頭啓発を実施
在福岡のスポーツチーム所属のアスリート・監督によるメッセージ動画を配信
県議会の協力の下、新型コロナ対策に必要な予算を随時確保

 令和２年（２０２０年）11月5日、全国知事会議において、政府への緊急提言を取りまと

め（「新型コロナウイルス感染症に関する緊急提言」）。

 11月16日、第19回対策本部会議を開催し、イベントの開催制限の一部緩和を決定。

 11月23日、全国知事会の新型コロナ緊急対策本部において、政府への緊急提言を取

りまとめ（「新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急提言」）。

 11月２４日、知事定例会見において、令和２年度12月補正予算について説明。

 12月7日、令和2年度12月補正予算（早期議決分）が成立（高齢者施設等職員対象の

PCR検査事業に要する経費を計上）。

 12月10日、知事臨時会見を実施し、感染拡大やクラスター発生等を踏まえ、県民・事

業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 12月12日、第20回対策本部会議を開催し、福岡コロナ警報の発動等を決定。

 12月18日、令和2年度12月補正予算が成立（医療提供体制強化や感染防止対策の

徹底等に要する経費を計上）。

 同日、令和2年度12月補正予算（追加提案分）が成立（低所得のひとり親世帯への臨

時特別給付金を計上）。

 12月20日、全国知事会の新型コロナ緊急対策本部において、政府への緊急提言を取

りまとめ（「新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急提言」）。

 12月24日、第21回対策本部会議を開催し、「静かな年末年始」を過ごすための県民・

事業者に対する要請を決定。

 同日、知事臨時会見を実施し、本部会議での決定事項等を説明するとともに、県民・事

業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 12月30日、知事臨時会見を実施し、県民・事業者に対し年末年始における感染拡大

防止の協力を要請。

 令和3年（2021年）1月8日、第22回対策本部会議を開催し、緊急事態措置区域への

移動自粛など県民・事業者に対する要請を決定。

 同日、知事臨時会見を実施し、本部会議での決定事項等を説明するとともに、県民・事

業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 1月9日、全国知事会の新型コロナ緊急対策本部において、政府への緊急提言を取りま

とめ（「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた緊急提言」）。

 1月13日、第23回対策本部会議を開催し、緊急事態措置の実施を決定。

 同日、知事臨時会見を実施し、本部会議での決定事項等を説明するとともに、県民・事

業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 1月15日、令和2年度1月補正予算が成立（飲食店等に対する感染拡大防止協力金を

計上）。

 1月16日、県内の主要駅前において、不要不急の外出自粛を呼びかける街頭啓発を実

施（1月22日まで）。知事と県議会議長はＪＲ博多駅前で呼びかけ。

 1月22日、６者のトップ及び県医師会長が県民に対し感染拡大防止や医療提供体制の

維持への理解を呼び掛けるリレーメッセージ動画の配信を開始。

 1月25日、在福岡のスポーツチーム所属のアスリート・監督による感染拡大防止を呼び

かけるメッセージ動画の配信を開始。

 １月２７日、知事職務代理者による定例会見において、感染状況等を説明するとともに、

県民・事業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 2月2日、第24回対策本部会議を開催し、緊急事態措置の延長を決定。
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 同日、知事職務代理者による臨時会見を実施し、本部会議での決定事項等を説明する

とともに、県民・事業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 2月27日、全国知事会の新型コロナ緊急対策本部において、政府への緊急提言を取り

まとめ（「今後の新型コロナウイルス感染症対策についての緊急提言」）。

 3月4日、第26回対策本部会議を開催し、県独自措置の継続を決定。

 同日、知事職務代理者による臨時会見を実施し、本部会議での決定事項等を説明する

とともに、県民・事業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 3月5日、令和2年度2月補正予算（追加提案分）が成立（飲食店等に対する感染拡大

防止協力金を計上）。

 3月11日、令和2年度2月補正予算（追加提案分）が成立（中小企業者等一時支援金を

計上）。

 3月19日、第27回対策本部会議を開催し、県独自措置の解除を決定。

 同日、知事職務代理者による臨時会見を実施し、本部会議での決定事項等を説明する

とともに、県民・事業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 3月20日、全国知事会の新型コロナ緊急対策本部において、政府への緊急提言を取り

まとめ（「緊急事態宣言解除を受けた今後の対策に係る緊急提言」）。

 3月24日、令和３年度当初予算及び令和2年度2月補正予算（3次提案分）が成立（生

活福祉資金等を計上）。

 3月２９日、知事職務代理者による定例会見において、感染状況等を説明するとともに、

県民・事業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

第３波

-73-

対
策
本
部
会
議

広
報
等

（第
３
波
）

※ここでは令和２年（２０２０年）１１月～令和３年（２０２１年）３月の期間について記載

対
策
本
部
会
議

広
報
等

（第
３
波
）

《JR博多駅前での街頭啓発の様子（令和３年１月１６日）》

 同日、知事職務代理者による臨時会見を実施し、本部会議での決定事項等を説明する

とともに、県民・事業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 2月5日、知事職務代理者の専決処分により予算を補正（飲食店等に対する感染拡大

防止協力金を計上）。

 2月6日、全国知事会の新型コロナ緊急対策本部において、政府への緊急提言を取り

まとめ（「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長を受けた緊急提言」）。

 2月15日、知事職務代理者による定例会見において、令和３年度当初予算及び令和２

年度補正予算について説明。

 2月22日、令和2年度2月補正予算が成立（感染拡大防止や医療提供体制強化等に

要する経費を計上）。

 2月26日、第25回対策本部会議を開催し、緊急事態措置の解除及び県独自措置の実

施を決定。
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• 新規陽性者数、療養者数、入院者数、重症者数はいずれも過去最多を記録。
• 第２波と比べて重症化率は大きく改善したものの、死亡率はやや上昇。
• 高齢者施設等におけるクラスターが多発し、入院者の平均年齢が大幅に上昇。

①最多新規陽性者数（１日） ★ 411人 R3.1.16

②最多新規陽性者数（７日移動平均） ★ 299.1人 R3.1.20

③最多新規陽性者数（直近１週間/１０万人） ★ 40.7人 R3.1.20

④最多ＰＣＲ等検査件数（1日） ★ 5,801件 R3.1.21

⑤最大ＰＣＲ等陽性率（直近１週間） 10.5％ R3.1.12

⑥最多療養者数 ★ 3,900人 R3.1.18

⑦最多入院者数 ★ 657人 R3.1.31

⑧最多重症者数 ★ 42人 R3.2.4

⑨最多重症者数・中等症者数 ★ 236人 R3.1.28

⑩最多宿泊療養者数 ★ 629人 R3.1.24

⑪最大病床使用率 ★ 80.6% R3.1.31

⑫最大重症病床使用率 38.1% R3.2.4

⑬死亡者数 ２３４人 －

⑭重症化率 1.28% －

⑮死亡率 1.69% －

⑯新規陽性者の平均年齢 44.1歳 －

⑰入院者の平均年齢 66.6歳 －

⑱重症者の平均年齢 71.0歳 －

⑲死亡者の平均年齢 81.7歳 －
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令和３年（20２１年）１月下旬以降、第３波による感染拡大は徐々に改善し、３月２１日、不

要不急の外出自粛要請などの県独自措置を解除した。しかし、従来株に比べ感染性や入

院リスクが高い可能性が指摘されるアルファ株への置き換わりが急速に進み、４月には再

び感染が拡大した。特に、福岡市や久留米市で新規陽性者数の増加が顕著となり、会食

に起因するものの割合が大幅に増加したため、４月２０日以降、県民に対する不要不急の

外出自粛要請や両市内の飲食店等に対する営業時間短縮の要請などを順次行った。

その後も感染拡大が続き、病床使用率の大幅な上昇も懸念されたため、５月１日、改正

特措法で新設された「まん延防止等重点措置」の適用を政府に申し入れ、５月３日には、ま

ん延防止等重点措置と同等の措置を先んじて実施することを決定し、県内全域の飲食店

等や対象集客施設に対する営業時間短縮等の要請を行った。このような中、５月７日、政

府は、広域的な感染拡大防止を図る観点から、本県を緊急事態措置区域に追加（3回目）

することを決定したため、それまで実施していた県独自措置の内容をさらに強化した緊急

事態措置に移行した。また、５月２０日には、繁華街への人出をより一層減少させるため、

大規模商業施設等に対し土日の休業を新たに要請した。

この間、知事の会見やテレビ出演等を通じて感染防止対策の徹底等を繰り返しお願いし

たほか、大型連休中の５月１日から９日までを「特別集中期間」とし、知事や関係市長等６

者による緊急共同メッセージを発出するなど、県民・事業者への呼びかけを重点的に行っ

た。また、要請に協力した飲食店等に対する支援を拡充し、９８％以上の飲食店等が営業

時間短縮に応じた。こうした県民・事業者の協力や医療提供体制強化の取組などにより、

５月中下旬をピークに感染状況や医療への負荷は次第に改善した。６月２１日に緊急事態

措置からまん延防止等重点措置へ移行し、７月１１日には同措置も解除された。また、福岡

コロナ警報については、７月８日に約７カ月ぶりに解除した。

第４波の対応（概要）
新型コロナワクチンについては、医療従事者に続き、４月から高齢者等を対象に優先接

種を開始した。６月７日からは、接種を希望する高齢者が速やかに接種できるよう、県広域

接種センターを設置してさらなる接種促進を図るとともに、予約の空き枠を活用し、保育士

や高齢者施設職員等に対する接種も実施した。

検査体制については、引き続き増強を図り、県内の検査能力は一日１万件に達した。

コロナ病床については、病院長会議において知事から追加確保を依頼するなど、医療機

関への働きかけを続け、約２か月の短期間のうちに７７０床から１,４０３床に増床（うち重症

病床は１１１床から２０１床に増床）した。宿泊療養施設については、目標を上回る２,１０６室

を確保したほか、特段の事情がないにもかかわらず入所に同意しない方の入所を促すた

め、専門のアドバイスチームを設置した。また、緊急時のトリアージ基準や症状に応じた受

入先等の整理、食料等の確保が困難な自宅療養者に対する生活支援などにも取り組んだ。

第４波では、アルファ株の影響により、新規陽性者数、療養者数、入院者数、重症者数が

いずれも過去最多となり、入院者数は初めて１,０００人を上回るとともに、病床使用率は過

去最大の８２.０％を記録したが、医療提供体制の大幅な増強により、医療のひっ迫は回避

できた。また、高齢者の新型コロナワクチン接種が進捗した結果、新規陽性者、入院者、重

症者、死亡者の平均年齢はいずれも低下した。

Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

第４波
※ここでは令和３年（２０２１年）４月～６月の期間について記載



 アルファ株への置き換わりが進み、県内の一日の新規陽性者数が初めて５００人
以上、入院者数が初めて１,０００人以上を記録

 3回目の緊急事態宣言を発出
 まん延防止等重点措置を初めて実施

第４波
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【国・政府】

 令和３年（２０２１年）4月1日、地域毎の感染状況や知事からの要請を踏まえ、３府県

（宮城県、京都府、大阪府）を対象にまん延防止等重点措置の初めての実施を決定（期

間は4月5日から5月5日まで）。

 4月4日、WHOがデルタ株を「注目すべき変異株（ＶＯＩ）」に指定。

 4月８日、コロナ分科会が「今冬の感染対策の効果の分析について」を取りまとめ。

 4月15日、コロナ分科会が「感染再拡大（リバウンド）防止に向けた指標と考え方に関す

る提言」を取りまとめ。

 4月２０日、国内でデルタ株を初めて検出。

 東京や関西において新規陽性者数の増加継続やアルファ株への置き換わりが見受け

られたことから、4月23日、３回目の緊急事態宣言を発出し、４都府県（東京都、京都府、

大阪府、兵庫県）を緊急事態措置区域に決定（期間は４月２５日から５月１１日まで）。

 同日、緊急事態措置やまん延防止等重点措置時に講じることができる措置として、酒

類の提供停止やカラオケ設備の使用停止を追加する厚生労働大臣告示の改正を実施。

 ４月27日、コロナ分科会が「今後のイベント開催制限等のあり方について」を取りまと

め。

 5月7日、本県を含む２県（愛知県、福岡県）の緊急事態措置区域への追加（期間は5月

12日から）及び緊急事態措置期間の延長（5月31日まで）を決定。

 5月10日、検疫施設待機期間を最長6日間とする指定国制度を創設し、インド等のデ

ルタ株流行国を指定。

① 主な動き、感染状況等

Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

 5月11日、WHOがデルタ株を「懸念すべき変異株（ＶＯＣ）」に指定。

 5月28日、本県を含む9都道府県の緊急事態措置期間の延長を決定（６月２０日まで）。

 同日、検疫施設待機期間を最長１０日間とする指定国制度を創設し、インド等のデルタ

株流行国を指定。

 6月１６日、コロナ分科会が「変異株が出現した今、求められる行動様式に関する提言」

及び「科学とＩＣＴを用いた対策の提言」を取りまとめ。

 6月17日、新規陽性者数の減少や医療への負荷の軽減等を踏まえ、本県を含む9都道

府県の緊急事態措置の解除を決定（6月20日付で解除）。

 同日、沖縄県のみ緊急事態措置期間の延長を決定（7月11日まで）。

 同日、本県を含む7都道府県（北海道、東京都、愛知県、大阪府、京都府、兵庫県、福

岡県）のまん延防止等重点措置区域への追加を決定（期間は6月21日から7月11日ま

で）。

《緊急事態措置とまん延防止等重点措置について（令和３年2月）》

※ここでは令和３年（２０２１年）４月～６月の期間について記載



Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

第４波

【福岡県】

 令和3年（2021年）4月19日、新規陽性者数や変異株陽性者の増加等を踏まえ、県独

自措置の実施を決定。

 4月22日、久留米市内の感染拡大や会食の場における感染の増加を踏まえ、県独自

措置の強化を決定。

 5月1日、まん延防止等重点措置を本県に適用するよう政府に要請。

 5月3日、新規陽性者数や変異株陽性者のさらなる増加等を踏まえ、まん延防止等重

点措置と同等の措置を県独自に先んじて実施することを決定。

 5月７日、本県が九州・山口地域に及ぼす影響を踏まえ、広域的な観点から感染拡大

防止を図るため、緊急事態措置の実施を決定（期間は5月12日から5月31日まで）。

 5月１２日、県内の一日の新規陽性者数が６３４人となり（第４波の最多数）、初めて５００

人以上を記録。

 5月15日、新規陽性者数の7日移動平均が４９０.４人となる（第４波の最多数）。

 5月19日、県内の重症者数が８３人となる（第４波の最多数）。

 5月２０日、繁華街への人出をより一層減少させるため、新たな措置の実施を決定。

 5月23日、県内の入院者数が１,０６８人となる（第４波の最多数）。

 5月25日、新規陽性者数が高水準で推移し、医療への負荷が高い状態が継続してい

ることを踏まえ、緊急事態措置期間の延長を検討するよう政府に要請。

 5月28日、緊急事態措置期間の延長を決定（６月２０日まで）。

 6月17日、新規陽性者数の減少や病床使用率の改善等を踏まえ、緊急事態措置の解

除を決定（6月２０日付で解除［計４０日間］）するとともに、ステージ判断指標のうち４つ

がステージⅢ相当にあることや本県で感染が再拡大した場合に九州全域に及ぼす影

響を踏まえ、まん延防止等重点措置の初めての実施を決定（措置区域は北九州市、福

岡市、久留米市の３市／期間は6月21日から７月11日まで）。
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《知事臨時会見の様子（まん延防止等重点措置の適用要請・令和３年５月１日）》
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※ここでは令和３年（２０２１年）４月～６月の期間について記載

 6月２８日、ステージ判断指標の全てがステージⅡ相当以下に改善したことを踏まえ、

本県のまん延防止等重点措置の期限前解除を政府に要請。政府は、人の移動が増え

る時期を控え、徹底的に感染を抑え込んでおく必要があることなどの理由から、期限前

の解除は行わないことを決定。



Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

 令和３年（２０２１年）４月１５日、感染が拡大傾向にあること等を踏まえ、高齢者層への

感染を広げないための慎重な行動など県民・事業者に対する要請を決定。

 4月19日、県独自措置の実施を決定。県民・事業者に対し次の内容を要請（会食の場

における感染が増加している福岡市内の要請内容を強化）。

 4月20日、県独自措置を開始。

 4月22日、県独自措置の強化を決定。久留米市内を対象に次の内容を要請。

② 感染防止対策、県民・事業者への要請

対象 主な要請内容（県独自措置） 期間 特措法

県民 • 不要不急の外出自粛 4/20～5/19 §２４-９

事業者

＜福岡市内の飲食店等＞
• 営業時間の短縮（5時から2１時まで）
• 酒類提供時間の短縮（11時から２０時３０分まで）
• 少人数で２時間以内の利用を客に促すこと

4/22～5/19 §２４-９

＜大規模小売店・商業施設＞
• 大型連休中の催物・バーゲンセール等について、
人数制限等の感染防止対策の徹底

大型連休中 －

第４波

感染が拡大している地域や場面を捉えて必要な措置を速やかに実施
国の決定に先んじてまん延防止等重点措置と同等の県独自措置を実施
要請に応じた飲食店や大規模商業施設等に対する支援を強化
要請への対応状況について、飲食店の見回り調査を開始
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対象 主な要請内容（県独自措置） 期間 特措法

事業者

＜久留米市内の飲食店等＞
• 営業時間の短縮（5時から2１時まで）
• 酒類提供時間の短縮（11時から２０時30分まで）
• 少人数で２時間以内の利用を客に促すこと

4/2５～5/19 §２４-９

 5月1日、大型連休中の感染拡大を防止し、新型コロナの徹底的な封じ込めを図るため、

5月1日から9日までの期間を「特別集中期間」に設定。

 5月3日、まん延防止等重点措置と同等の措置を県独自に先んじて実施することを決

定。県民・事業者に対し次の内容を要請。

対象 主な要請内容（県独自措置） 期間 特措法

県民
• 不要不急の外出自粛
• 営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店等
にみだりに出入りしないこと

5/4～5/19 §２４-９

事業者

＜福岡市・久留米市内の飲食店等＞
• 営業時間の短縮（5時から２０時まで）
• 酒類提供時間の短縮（11時から１９時まで）
• カラオケ設備の利用自粛
• 少人数で２時間以内の利用を客に促すこと

5/6～5/19 §２４-９

＜福岡市・久留米市以外の飲食店等＞
• 営業時間の短縮（5時から２１時まで）
• 酒類提供時間の短縮（11時から２０時まで）
• カラオケ設備の利用自粛
• 少人数で２時間以内の利用を客に促すこと

5/6～5/19 §２４-９

＜福岡市・久留米市内の対象集客施設＞
• 営業時間の短縮（5時から２０時まで）
• 酒類提供時間の短縮（11時から１９時まで）

5/6～5/19 －

＜福岡市・久留米市以外の対象集客施設＞
• 営業時間の短縮（5時から２１時まで）
• 酒類提供時間の短縮（11時から２０時まで）

5/6～5/19 －
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《県独自措置の主な内容（令和３年５月3日決定）》

※ここでは令和３年（２０２１年）４月～６月の期間について記載



 5月２０日、新たな措置の実施を決定。事業者に対し次の内容を要請。

 5月28日、緊急事態措置期間の延長を決定。県民・事業者に対し次の内容を要請。

Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

第４波

 5月7日、緊急事態措置の実施を決定。県民・事業者に対し次の内容を要請。

 ５月１１日、①県の要請に応じた飲食店等を対象とする家賃支援、②緊急事態措置の影

響を受ける事業者を対象とする支援（月次支援金）、③県の要請に応じた集客施設・大

規模商業施設等を対象とする支援を新たに決定（申請受付は６月１日から開始）。

 5月12日、緊急事態措置を開始。

 同日、県の要請への対応状況について、飲食店の見回り調査を開始。要請に応じてい

ない店舗に対しては、要請に応じるよう繰り返し指導（５月３１日までに約２.６万件の調

査を実施し、協力率は９８.８％） 。
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対象 主な要請内容（緊急事態措置） 期間 特措法

県民
• 不要不急の外出自粛（特に20時以降は徹底）
• 要請に応じない飲食店等の利用は厳に控えること
• 路上・公園等における集団飲食等は行わないこと

5/12～5/31 §４５-１

事業者

＜飲食店等＞
• 営業時間の短縮（5時から２０時まで）
• 酒類・カラオケ設備の提供停止（提供する場合は
休業）

5/12～5/31 §４５-２

＜対象集客施設＞
• 施設の種類・規模に応じた人数制限・入場整理等
• 施設の種類・規模に応じた営業時間の短縮（20時
または２１時まで）

5/12～5/31 §２４-９

対象 主な要請内容（緊急事態措置） 期間 特措法

県民
• 不要不急の外出自粛（特に20時以降は徹底）
• 要請に応じない飲食店等の利用は厳に控えること
• 路上・公園等における集団飲食等は行わないこと

6/1～6/20 §４５-１

事業者

＜飲食店等＞
• 営業時間の短縮（5時から２０時まで）
• 酒類・カラオケ設備の提供停止（提供する場合は
休業）

6/1～6/20 §４５-２

＜対象集客施設＞
• 施設の種類・規模に応じた人数制限・入場整理等
• 施設の種類・規模に応じた営業時間の短縮（20時
または２１時まで）

6/1～6/20 §２４-９

＜大規模商業施設等（床面積１,０００㎡超）＞
• 土曜日・日曜日の休業

6/1～6/20 §２４-９
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対象 主な要請内容（緊急事態措置） 期間 特措法

事業者
＜大規模商業施設等（床面積１,０００㎡超）＞
• 土曜日・日曜日の休業

5/22～5/31 §２４-９

《要請に応じた飲食店等に対する新たな支援策》

※ここでは令和３年（２０２１年）４月～６月の期間について記載



Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

第４波

 6月14日、正当な理由なく営業時間の短縮要請等に応じない飲食店に対し、特措法第

４５条第3項に基づく命令を初めて発出。

 ６月１7日、緊急事態措置の解除を決定するとともに、まん延防止等重点措置の実施を

決定。県民・事業者に対し次の内容を要請。

 6月20日、緊急事態措置を解除。

 6月２１日、まん延防止等重点措置を開始。
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対象 主な要請内容（まん延防止等重点措置） 期間 特措法

県民

• 不要不急の外出自粛（特に夜間は徹底）
• 要請に応じない飲食店等の利用自粛
• 路上・公園等における集団飲食等は行わないこと

6/21～7/11 §２４-９

• 営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店にみ
だりに出入りしないこと

6/21～7/11 §３１の６-２

事業者

＜北九州市・福岡市・久留米市内の飲食店＞
• 営業時間の短縮（5時から２０時までの間）
• 酒類提供時間の短縮（11時から１９時までの間）
• 酒類提供は４人以下のグループに限ること
• カラオケ設備の利用自粛

6/21～7/11 §３１の６-１

＜北九州市・福岡市・久留米市以外の飲食店＞
• 営業時間の短縮（5時から２１時までの間）
• 酒類提供時間の短縮（11時から２０時までの間）
• 酒類提供は４人以下のグループに限ること
• カラオケ設備の利用自粛

6/21～7/11 §２４-９

＜北九州市・福岡市・久留米市内の対象集客施設＞

• 営業時間の短縮（5時から２０時までの間、イベント
開催時は21時まで）

6/21～7/11 §２４-９

感
染
防
止
対
策

県
民
・事
業
者
へ
の
要
請

（第
４
波
）

 令和３年（２０２１年）４月１２日、高齢者や基礎疾患を有する方を対象に新型コロナワク

チンの優先接種を開始。

 4月１５日、県内の一日の検査能力が１万件に到達。

 4月２３日、政府の「新型コロナウイルス感染症の検査体制整備に関する指針」を踏まえ、

検査体制を点検の上、新たな検査体制整備計画を策定。

 4月2６日、県市長会及び県町村会との協定に基づき、県保健所において市町村職員

の受入れを実施（６月２７日までの間、２５市町から延べ５５名を受入れ）。

 6月1日、自宅療養者のうち、食料等の確保が困難な方を対象に食料品や日用品を自

宅まで配送する生活支援を開始。

 6月3日、自宅療養者に対する「こころの相談窓口」の周知を強化。

 6月７日、新型コロナワクチンの接種を希望する高齢者が速やかに接種できるよう、県

内2か所（田川市、みやま市）に県広域接種センターを設置（7月３１日に終了/接種実績

は延べ４５,４１７人）。あわせて、予約の空き枠を活用し、保育士や高齢者施設職員等を

対象に接種を実施。

 6月17日、高齢者施設や医療機関等を対象に抗原定性検査キットの無償配付の希望

受付を開始（後日、対象施設を保育所や放課後児童クラブ等に拡大）。

 6月19日、県医師会の協力の下、歯科医師が新型コロナワクチンの接種業務に従事す

るために必要な研修・実技講習を開催（６月20日にも開催）。

 6月27日、潜在看護師が新型コロナワクチンの接種に従事できるよう、ワクチン接種に

関する講義や実技講習を交えた研修会を開催（７月17日までに計１０回開催）。

高齢者等を対象に新型コロナワクチン接種を開始
新型コロナワクチンの県広域接種センターを設置し、接種を促進
県市長会・県町村会の協力の下、市町村職員による保健所応援を実施

相
談
・検
査
・保
健
所
体
制
等

（第
４
波
）

③ 相談・検査・保健所体制等

※ここでは令和３年（２０２１年）４月～６月の期間について記載



Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

第４波
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医
療
提
供
体
制

（第
４
波
）

 コロナ病床を１,０００床以上、宿泊療養施設を２,０００室以上確保
緊急時のトリアージ基準や症状に応じた受入先等を整理
宿泊療養施設への入所を促す専門のアドバイスチームを設置

 令和３年（２０２１年）4月16日、新型コロナウイルス感染症に係る関係病院長会議を開

催し、知事からコロナ病床の追加確保を要請。

 5月7日、北九州市の「ＪＲ九州ホテル小倉」に宿泊療養施設を開設（確保室数：７施設・

１,５３８室）。

 同日、 コロナ病床の確保数が１,０００床に到達。

 5月10日、全ての宿泊療養施設に酸素濃縮器（空気を取り込み、高濃度の酸素を生成

する装置）を順次導入。

 5月１9日、福岡市の「博多中洲ワシントンホテルプラザ」に宿泊療養施設を開設（確保

室数：８施設・１,７３４室）。

 同日、県内の入院者数が初めて１,０００人以上となる。

 5月２６日、新型コロナウイルス感染症対策協議会を開催し、病床確保計画の見直し等

について協議するとともに、緊急時のトリアージ基準や症状に応じた受入先等を整理。

 5月２８日、久留米市の「グリーンリッチホテル久留米」に宿泊療養施設を開設（確保室

数：９施設・１,８９１室）。

 ５月31日、病床確保計画の見直しを行い、最終フェーズ（全ての確保病床の即応病床

化を医療機関に要請）で運用を開始。

 6月1日、特段の事情がないにもかかわらず宿泊療養施設への入所に同意しない方の

入所を促すため、看護師等による宿泊療養アドバイスチームを設置。

 6月４日、福岡市の「アパホテル福岡天神西」に１０か所目となる宿泊療養施設を開設。

確保室数が２,０００室に到達（確保室数：１０施設・２,１０６室）。

④ 医療提供体制  ６月１６日、県医師会・県薬剤師会の協力の下、宿泊療養施設で処方薬を投与できる体

制を整備。

《病床確保計画（令和３年５月3１日改定）》

医
療
提
供
体
制

（第
４
波
）

※ここでは令和３年（２０２１年）４月～６月の期間について記載



⑤ 対策本部会議、広報等

感染拡大防止や県民・事業者への要請内容を対策本部会議で随時決定
 ６者緊急共同会見において、特別集中期間に係る共同メッセージを発出
県議会の協力の下、新型コロナ対策に必要な予算を随時確保

 令和３年（２０２１年）4月4日、全国知事会の新型コロナ緊急対策本部において、政府へ

の緊急提言を取りまとめ（「第４波の到来を受けた今後の新型コロナウイルス感染症対

策についての緊急提言」）。

 4月7日、第２８回対策本部会議を開催し、イベントの開催制限の一部緩和を決定。

 4月１２日、全国知事会の新型コロナ緊急対策本部において、政府への緊急提言を取り

まとめ（「第４波の到来を受けた今後の新型コロナウイルス感染症対策についての緊急

提言」）。

 ４月１５日、第２９回対策本部会議を開催し、高齢者層への感染を広げないための慎重

な行動など県民・事業者に対する要請を決定。

 ４月19日、第３０回対策本部会議を開催し、県独自措置の実施を決定。

 同日、知事と福岡市長による臨時共同会見を実施し、本部会議での決定事項等を説明

するとともに、県民・事業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 4月２２日、第３１回対策本部会議を開催し、県独自措置の強化を決定。

 同日、知事臨時会見を実施し、本部会議での決定事項等を説明するとともに、県民・事

業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 4月24日、全国知事会の新型コロナ緊急対策本部において、政府への緊急提言を取り

まとめ（「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた緊急提言」）。

 4月27日、令和３年度４月補正予算が成立（飲食店等に対する感染拡大防止協力金を

計上）。

第４波
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対
策
本
部
会
議

広
報
等

（第
４
波
）

対
策
本
部
会
議

広
報
等

（第
４
波
）

Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

 4月28日、知事定例会見において、感染状況等を説明するとともに、大型連休を前に

県民・事業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 4月30日、第３２回対策本部会議を開催し、５月以降のイベントの開催制限内容等を決

定。

 5月1日、６者緊急共同会見を実施し、特別集中期間（5/1～5/9）に係る緊急共同メッ

セージを発出。

 同日、知事臨時会見を実施し、政府にまん延防止等重点措置の適用を要請した旨を説

明。

 5月3日、第３３回対策本部会議を開催し、県独自措置の強化を決定。

 同日、知事臨時会見を実施し、本部会議での決定事項等を説明するとともに、県民・事

業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

《６者緊急共同会見の様子（令和３年５月１日）》

※ここでは令和３年（２０２１年）４月～６月の期間について記載



第４波
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対
策
本
部
会
議

広
報
等

（第
４
波
）

対
策
本
部
会
議

広
報
等

（第
４
波
）

Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

 5月6日、知事臨時会見を実施し、感染状況等を説明するとともに、県民・事業者に対し

感染拡大防止の協力を要請。

 5月7日、第３４回対策本部会議を開催し、緊急事態措置の実施を決定。

 同日、知事臨時会見を実施し、本部会議での決定事項等を説明するとともに、県民・事

業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 5月10日、全国知事会の新型コロナ緊急対策本部において、政府への緊急提言を取り

まとめ（「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更・期間延長等を受けた緊

急提言」）。

 5月11日、知事定例会見において、緊急事態措置の実施に伴う事業者向けの新たな支

援策について説明。

 5月14日、知事臨時会見を実施し、令和３年度５月補正予算について説明。

 5月20日、第３５回対策本部会議を開催し、緊急事態措置の強化を決定。

 同日、知事臨時会見を実施し、本部会議での決定事項や新型コロナワクチン広域接種

センターの開設について説明するとともに、県民・事業者に対し感染拡大防止の協力を

要請。

 5月21日、令和３年度５月補正予算が成立（飲食店等に対する感染拡大防止協力金や

医療提供体制強化等に要する経費を計上）。

 5月25日、知事臨時会見を実施し、政府に緊急事態措置の延長を検討するよう要請し

た旨を説明するとともに、県民・事業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 5月28日、知事定例会見において、令和３年度６月補正予算について説明。

 同日、第３６回対策本部会議を開催し、緊急事態措置の延長を決定。

 同日、知事臨時会見を実施し、本部会議での決定事項等を説明するとともに、県民・事

業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 5月２９日、全国知事会の新型コロナ緊急対策本部において、政府への緊急提言を取り

まとめ（「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の延長を受けた緊急提言」）。

 6月4日、令和３年度６月補正予算（早期議決分）が成立（飲食店等に対する感染拡大

防止協力金や認証制度の実施に要する経費を計上）。

 6月10日、全国知事会議において、「新型コロナ感染抑制に向けた行動宣言」を取りま

とめ。

 6月１１日、令和３年度６月補正予算（追加提案分）が成立（新型コロナワクチン接種促

進に要する経費を計上）。

 6月17日、第３７回対策本部会議を開催し、緊急事態措置の解除及びまん延防止等重

点措置の実施を決定。

 同日、知事臨時会見を実施し、本部会議での決定事項等を説明するとともに、県民・事

業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 6月19日、全国知事会の新型コロナ緊急対策本部において、政府への緊急提言を取り

まとめ（「９都道府県の緊急事態宣言の解除等を受けた緊急提言」）。

 6月２２日、令和３年度６月補正予算（第3次提案分）が成立（飲食店等に対する感染拡

大防止協力金や新型コロナワクチン接種促進に要する経費を計上）。

※ここでは令和３年（２０２１年）４月～６月の期間について記載



Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

第４波
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★は過去最多（最大）

※ここでは令和３年（２０２１年）４月～６月の期間について記載

第４波を含む期間（令和３年４月～６月）の感染状況等

波
の
特
徴

• 従来株に比べ感染性や入院リスクが高い可能性が指摘されるアルファ株への置
き換わりが進み、新規陽性者数や療養者数、入院者数、重症者数は過去最多を記
録。

• 高齢者の新型コロナワクチン接種が進んだ結果、新規陽性者、入院者、重症者、
死亡者の平均年齢はいずれも低下。

①最多新規陽性者数（１日） ★ 634人 R3.5.12

②最多新規陽性者数（７日移動平均） ★ 490.4人 R3.5.15

③最多新規陽性者数（直近１週間/１０万人） ★ 66.8人 R3.5.15

④最多ＰＣＲ等検査件数（1日） ★ 7,227件 R3.5.12

⑤最大ＰＣＲ等陽性率（直近１週間） 9.5％ R3.5.9

⑥最多療養者数 ★ 6,105人 R3.5.16

⑦最多入院者数 ★ 1,068人 R3.5.23

⑧最多重症者数 ★ 83人 R3.5.19

⑨最多重症者数・中等症者数 ★ 554人 R3.5.19

⑩最多宿泊療養者数 ★ 998人 R3.5.21

⑪最大病床使用率 ★ 82.0％ R3.5.23

⑫最大重症病床使用率 ★ 56.2％ R3.5.18

⑬死亡者数 １８６人 －

⑭重症化率 1.42% －

⑮死亡率 1.12% －

⑯新規陽性者の平均年齢 40.0歳 －

⑰入院者の平均年齢 61.3歳 －

⑱重症者の平均年齢 64.8歳 －

⑲死亡者の平均年齢 80.1歳 －

《福岡県新型コロナウイルス感染症対策本部会議の様子》



第５波
（令和３年８月下旬をピークとする波）
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Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

（５）第５波 ※令和３年８月下旬をピークとする波

第５波

-88-

※ここでは令和３年（２０２１年）７月～１１月の期間について記載
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従来株より入院リスクが高く、アルファ株よりも感染性が高いと指摘されるデルタ株への

置き換わりに伴い、令和３年（20２１年）７月下旬以降、急速に感染が拡大し、感染経路別

では、会食に伴うものが全体の２割を占めた。加えて、夏休みやお盆など人の往来が増え

る時期を迎えることなどを踏まえ、７月28日に福岡コロナ警報（3回目）を発動し、７月２９

日以降、県独自措置及びまん延防止等重点措置として、県民に対する不要不急の外出自

粛要請や飲食店・対象集客施設に対する営業時間短縮の要請などを順次行った。

８月に入っても感染拡大が続き、医療への負荷がさらに増大したため、8月5日、福岡コ

ロナ特別警報を初めて発動し、政府に対し緊急事態措置の適用を要請した。８月１２日に

は一日の新規陽性者数が初めて１,０００人を上回るなど、感染状況の改善が見られない中、

８月１７日、政府は、本県を緊急事態措置区域に追加することを決定した。４回目となる今

回の緊急事態措置では、大規模商業施設等における人数制限等の徹底や百貨店の地下

食料品売場への人出の抑制も新たに要請した。

県民・事業者の協力や医療提供体制強化の取組などにより、８月下旬をピークに感染状

況や病床使用率等は次第に改善し、１０月１日、福岡コロナ特別警報及び緊急事態措置を

解除し、それぞれ福岡コロナ警報及び県独自措置へ移行した。その後、１０月１４日には福

岡コロナ警報及び県独自措置も解除した。

この間、利用者が安心して飲食店を利用できるよう、県独自の基準による感染防止認証

制度を７月から開始。感染対策経費を支援する制度を開始したり、認証店とそれ以外の店

で県独自措置の内容に差を設けたりするなど、認証取得を促進した結果、10月には認証

店舗数が１万店に達した。一方、正当な理由なく営業時間短縮要請等に応じない店舗に対

しては、必要に応じて特措法に基づく過料事件通知を発出するなど適切に対応した。

第５波の対応（概要）
新型コロナワクチンについては、9月から県接種会場を９か所に設置したり、若年層向け

の接種促進ウェブサイトを開設したりするなど、若年層への接種促進にも力を入れ、１１月

末までに接種を希望する方への2回目接種を概ね完了した。

検査体制の増強を継続し、10月には県内の検査能力が一日２万件に達した。また、夏休

みやお盆期間中の人の往来の増加を見据え、県外からの来福者や帰福者を対象とする無

料ＰＣＲ検査事業を県内の空港や主要駅で実施した。

医療提供体制については、コロナ病床の増床、宿泊療養施設の追加確保や退所後の消

毒方法の改善等による稼働率の向上、宿泊療養施設における中和抗体薬の投与開始、酸

素投与ステーションの設置、自宅療養者の症状悪化時の相談・診療体制の整備などによ

り、一層の強化を図った。また、これらの体制の下、陽性判明時から直ちに血中酸素飽和

度や個々の病態に応じたトリアージを徹底し、入院、宿泊療養、自宅療養のいずれとする

かを的確に調整し、重症化の抑制や病床の効率的な運用に努めた。これらの取組の結果、

病床使用率や重症者数は第４波と比較して低水準で推移し、医療のひっ迫を回避した。

過去最大規模の感染拡大となったことに伴い、一部の保健所では陽性者に対する連絡

や積極的疫学調査の開始が遅れるケースが生じたが、全庁的な応援体制をとり、数日間

のうちに業務のひっ迫状況を解消した。

11月には「福岡県保健・医療提供体制確保計画」を策定し、インフルエンザとの同時流行

に備えた発熱外来やコロナ病床等の増強、患者搬送体制の強化、罹患後症状（いわゆる

後遺症）に関する広報や相談窓口の設置、新型コロナワクチンの３回目接種の促進、健康

観察の効率化等による保健所の負担軽減及び陽性者への早期連絡の徹底などに今後取

り組んでいくこととした。

Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

第５波
※ここでは令和３年（２０２１年）７月～１１月の期間について記載
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【国・政府】

 令和３年（２０２１年）７月８日、新規陽性者数の減少や医療への負荷の軽減等を踏まえ、

本県を含む５道府県のまん延防止等重点措置の解除を決定（７月１１日付で解除）。

 同日、東京都における感染拡大の継続等を踏まえ、緊急事態措置区域への東京都の

追加（期間は７月１２日から）及び緊急事態措置期間の延長（8月２２日まで）を決定。

 7月16日、コロナ分科会が「夏休み期間中の感染拡大を防ぐために（新型コロナウイル

ス感染症対策分科会会長談話）」を公表。

 7月２３日、東京オリンピックが開幕（8月８日閉幕）。緊急事態宣言中の開催となり、一

部会場を除いて無観客で対応。

 7月29日、国内の一日の新規陽性者数が初めて１万人以上を記録。

 7月30日、全国で感染が急拡大する中、特に都市部の感染拡大を防止する必要があ

ること等の理由から、本県を含む５道府県（北海道、石川県、京都府、兵庫県、福岡県）

のまん延防止等重点措置区域への追加を決定（期間は８月2日から８月３１日まで）。

 同日、緊急事態措置区域への４府県の追加及び緊急事態措置期間の延長を決定（8月

３１日まで）。

 8月7日、国内の累計陽性者数が１００万人を記録。

 ８月12日、コロナ分科会が「期間限定の緊急事態措置の更なる強化に関する提言」を

取りまとめ、百貨店の地下食料品売場等への人出を強力に抑制することを提言。

① 主な動き、感染状況等

Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

 8月13日、東京オリンピック・パラリンピック時における入国者総数の実績を踏まえ、入

国者総数管理の目安を一日当たり約２,０００人から約３,５００人に緩和。

 8月１７日、新規陽性者数の急増や医療への負荷の増大等を踏まえ、本県を含む７府県

（茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県、福岡県）の緊急事態措置区域へ

の追加（期間は８月20日から）及び緊急事態措置期間の延長（９月12日まで）を決定。

 同日、百貨店の食料品売場を特措法第２４条第９項に基づく施設の使用制限等の要請

の対象とするよう運用を変更。

 8月24日、東京パラリンピックが開幕（9月５日閉幕）。緊急事態宣言中の開催となり、

学校連携観戦を除いて無観客で対応。

 8月27日、コロナ分科会が「今後のイベント開催制限等のあり方について」を取りまと

め。

《緊急事態措置解除の考え方（令和３年９月８日）》

※ここでは令和３年（２０２１年）７月～１１月の期間について記載
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 9月3日、コロナ分科会が「ワクチン接種が進む中で日常生活はどのように変わり得る

のか？」を取りまとめ。

 9月8日、コロナ分科会が「緊急事態措置解除の考え方」を取りまとめ。

 9月9日、過去最大規模の感染拡大が継続していること等を踏まえ、本県を含む１９都

道府県の緊急事態措置期間の延長を決定（9月30日まで）。

 9月28日、新規陽性者数の減少や医療提供体制の改善傾向等を踏まえ、本県を含む

全国の緊急事態措置及びまん延防止等重点措置の解除を決定（9月30日付で解除）。

 同日、政府対策本部において、感染拡大に対する社会の耐性を高めながら、日常生活

の制限を段階的に緩和し、感染対策と日常生活を両立させることを基本とした政策を

展開していくため、「新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組」を決定。

 10月28日、コロナ分科会が「イベント開催制限等のあり方について」を取りまとめ。

 11月8日、コロナ分科会が「新たなレベル分類の考え方」を取りまとめ。

 １１月12日、政府対策本部において、感染リスクを引き下げながら経済社会活動の継続

を可能とする新たな日常の実現を図るため、「次の感染拡大に向けた安心確保のため

の取組の全体像」を決定。

 11月19日、大規模イベント等について、感染防止安全計画を策定し、都道府県による

確認を受けた場合、上限人数等の緩和を行う制度を創設。

 同日、将来の緊急事態宣言下等においても、飲食やイベント、人の移動等の各分野に

おける行動制限の緩和を可能とする「ワクチン・検査パッケージ制度」を創設。

 11月26日、入国者総数管理の目安を一日当たり約３,５００人から約５,０００人に引き

上げ。

 11月２９日、政府が「オミクロン株に対する水際対策の強化について」を決定し、翌３０

日以降、緊急避難的な対応として外国人の新規入国を停止。

【福岡県】

 令和３年（２０２１年）７月６日、県内でデルタ株を初めて検出。

 7月8日、感染状況や医療への負荷の改善等を踏まえて総合的に判断し、福岡コロナ

警報を解除［計２０９日間］するとともに、まん延防止等重点措置の解除を決定（７月１１

日付で解除［計２１日間］ ）。

 7月15日、医療機関に対して病床の準備を要請する基準として定めた福岡コロナ警報

を見直し、県民・事業者に対する協力要請を行う基準として整理するとともに、新たに

「福岡コロナ特別警報」を創設。

 7月28日、感染状況や医療への負荷の増大等を踏まえて総合的に判断し、福岡コロナ

警報を発動（３回目の発動）するとともに、県独自措置の実施を決定。

 7月30日、全国で感染が急拡大する中、特に都市部の感染拡大を防止する必要があ

ること等を踏まえ、まん延防止等重点措置の実施を決定（措置区域は北九州市、福岡

市、久留米市の３市及び福岡地域／期間は８月2日から８月３1日まで）。

 8月5日、ステージ判断指標のうち４つがステージⅣ相当にあることなど、感染状況や医

療への負荷の増大等を踏まえて総合的に判断し、福岡コロナ特別警報を発動（初めて

の発動）。

 同日、感染状況が前回の緊急事態措置の適用決定時よりも悪化していることなどを踏

まえ、緊急事態措置を本県に適用するよう政府に要請。

 8月12日、県内の一日の新規陽性者数が初めて１,０００人以上を記録。

 8月17日、ステージ判断指標のうち５つがステージⅣ相当にあることなどを踏まえ、緊

急事態措置の実施を決定（期間は８月２０日から９月１２日まで）。

 8月18日、県内の一日の新規陽性者数が１,２５３人となる（第５波の最多数）。

 8月24日、県内の新規陽性者数の7日移動平均が１,０８１.０人となる（第５波の最多数）。

 8月26日、県内の入院者数が１,０２１人となる（第５波の最多数）。

 8月31日、県内の重症者数が４０人となる（第５波の最多数）。

※ここでは令和３年（２０２１年）７月～１１月の期間について記載
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 9月9日、ステージ判断指標のうち５つがステージⅣ相当に留まっていることなどを踏ま

え、緊急事態措置期間の延長を決定（９月３０日まで）。

 9月28日、新規陽性者数の減少や病床使用率の改善等を踏まえ、福岡コロナ特別警

報の解除（９月３０日付で解除［計５７日間］）及び緊急事態措置の解除を決定（９月３０

日付で解除［計４２日間］ ）するとともに、病床使用率や療養者数がステージⅡ相当以

下にはないこと等を踏まえ、県独自措置の実施を決定。

 １０月1日、福岡コロナ特別警報から福岡コロナ警報に移行。

 １０月1１日、感染状況や医療への負荷の改善等を踏まえて総合的に判断し、福岡コロ

ナ警報及び県独自措置の解除を決定（１０月１４日付で解除［いずれも計１４日間］）。

 11月30日、コロナ分科会が示した「新たなレベル分類の考え方」や政府の基本的対処

方針の見直しを踏まえ、福岡コロナ警報について、これまで以上に医療提供体制の指

標を重視する内容に見直しを実施。

※ここでは令和３年（２０２１年）７月～１１月の期間について記載

《福岡コロナ警報（令和３年１１月３０日）》

緊急事態措置やまん延防止等重点措置、県独自措置を感染状況等に応じて実施
飲食店対象の感染防止認証制度を開始
 ワクチン・検査パッケージの技術実証を実施

② 感染防止対策、県民・事業者への要請

 令和３年（２０２１年）７月２日、正当な理由なく営業時間の短縮要請等に応じない飲食

店のうち、特措法第４５条第3項に基づく命令にも従わなかった飲食店について、裁判

所に過料事件通知を初めて発出。

 ７月8日、まん延防止等重点措置の解除を決定。

 ７月１１日、まん延防止等重点措置を解除するとともに、引き続き、県民・事業者に対し

基本的な感染防止対策の徹底等を要請（飲食店の長時間の利用は控えること等を含

む）。

 ７月16日、飲食店の感染防止対策を徹底することにより、利用者が安心して飲食店を

利用できるよう、県独自の基準による認証制度を開始。申請のあった店舗を調査員が

訪問し、感染防止対策の実施状況を確認。

 ７月２８日、県独自措置の実施を決定。県民・事業者に対し次の内容を要請。
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（第
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対象 主な要請内容（県独自措置） 期間 特措法

県民 • 不要不急の外出自粛（特に２１時以降は徹底） ７/２９～8/29 §２４-９

事業者

＜飲食店＞
• 営業時間の短縮（5時から２１時まで）
• 酒類提供時間の短縮（11時から２０時30分まで）
• カラオケ設備の利用自粛
• 滞在時間が長時間とならないよう客に促すこと

8/1～8/29 §２４-９

＜対象集客施設＞
• 営業時間の短縮（5時から２１時まで）
• 酒類提供時間の短縮（11時から２０時３０分まで）

8/1～8/29 －
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 ７月２９日、県独自措置を開始。

 7月30日、まん延防止等重点措置の実施を決定。県民・事業者に対し次の内容を要請。

 8月2日、まん延防止等重点措置を開始。

 8月17日、緊急事態措置の実施を決定。県民・事業者に対し次の内容を要請。

※ここでは令和３年（２０２１年）７月～１１月の期間について記載
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対象 主な要請内容（まん延防止等重点措置） 期間 特措法

県民

• 不要不急の外出自粛（措置区域は特に２０時以降
は徹底/その他の地域は特に２１時以降は徹底）

• 感染対策が徹底されていない飲食店の利用自粛
8/2～8/31 §２４-９

• 営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店にみ
だりに出入りしないこと

8/2～8/31 §３１の６-２

事業者

＜北九州市・福岡市・久留米市・福岡地域内の飲食店＞

• 営業時間の短縮（5時から２０時まで）
• 酒類提供の禁止
• カラオケ設備の利用自粛
• 滞在時間が長時間とならないよう客に促すこと

8/2～8/31 §３１の６-１

＜北九州市・福岡市・久留米市・福岡地域以外の飲食店＞

• 営業時間の短縮（5時から２１時まで）
• 酒類提供時間の短縮（11時から２０時まで）
• 酒類提供は４人以下のグループに限ること
• カラオケ設備の利用自粛
• 滞在時間が長時間とならないよう客に促すこと

8/2～8/31 §２４-９

＜北九州市・福岡市・久留米市・福岡地域内の対象集客施設＞

• 営業時間の短縮（5時から２０時まで）
• 酒類提供の禁止等

8/2～8/31 §２４-９

＜北九州市・福岡市・久留米市・福岡地域以外の対象集客施設＞

• 営業時間の短縮（5時から２１時まで）
• 酒類提供の禁止等

8/2～8/31 －

 9月７日、感染防止認証店における継続的な感染防止の取組を支援するため、消毒液

等の購入費用に係る支援金制度（１店舗当たり５万円）を開始（受付開始は１０月２２日

から）。

対象 主な要請内容（緊急事態措置） 期間 特措法

県民
• 不要不急の外出自粛（特に20時以降は徹底）
• 要請に応じない飲食店等の利用は厳に控えること
• 路上・公園等における集団飲食等は行わないこと

8/20～9/12 §４５-１

対象 主な要請内容（緊急事態措置） 期間 特措法

事業者

＜飲食店＞
• 営業時間の短縮（5時から２０時まで）
• 酒類・カラオケ設備の提供停止（提供する場合は
休業）

8/20～9/12 §４５-２

＜対象集客施設＞
• 施設の種類・規模に応じた人数制限・入場整理等
• 施設の種類・規模に応じた営業時間の短縮（20時
または２１時まで）

8/20～9/12 §２４-９

＜大規模商業施設等（床面積１,０００㎡超）＞
• 人数管理・人数制限・誘導等の徹底

8/20～9/12 §４５-２

＜百貨店の地下食料品売場＞
• 入場者が繁忙期の半分となるようにすること等

8/20～9/12 §２４-９

《感染防止認証店マーク》
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 9月9日、緊急事態措置期間の延長を決定。県民・事業者に対し次の内容を要請。

 9月28日、緊急事態措置の解除を決定するとともに、県独自措置の実施を決定。県

民・事業者に対し次の内容を要請。

※ここでは令和３年（２０２１年）７月～１１月の期間について記載
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対象 主な要請内容（緊急事態措置） 期間 特措法

県民
• 不要不急の外出自粛（特に20時以降は徹底）
• 要請に応じない飲食店等の利用は厳に控えること
• 路上・公園等における集団飲食等は行わないこと

9/13～9/30 §４５-１

事業者

＜飲食店＞
• 営業時間の短縮（5時から２０時まで）
• 酒類・カラオケ設備の提供停止（提供する場合は
休業）

9/13～9/30 §４５-２

＜対象集客施設＞
• 施設の種類・規模に応じた人数制限・入場整理等
• 施設の種類・規模に応じた営業時間の短縮（20時
または２１時まで）

9/13～9/30 §２４-９

＜大規模商業施設等（床面積１,０００㎡超）＞
• 人数管理・人数制限・誘導等の徹底

9/13～9/30 §４５-２

＜百貨店の地下食料品売場＞
• 入場者が繁忙期の半分となるようにすること等

9/13～9/30 §２４-９

 9月30日、緊急事態措置を解除。

 10月1日、県独自措置を開始。

 10月１１日、県独自措置の解除を決定。

 １０月１４日、県独自措置を解除するとともに、引き続き、県民・事業者に対し基本的な感

染防止対策の徹底等を要請（飲食店の利用は２時間以内とすること等を含む）。

 10月21日、感染防止認証店の店舗数が１万店に到達。

 10月２５日、「ワクチン・検査パッケージ（利用者のワクチン接種歴または検査結果の陰

性を確認する取組）」の運用や効果を確認するため、政府と連携し、県内の感染防止認

証店において技術実証を開始。

 １１月２２日、感染防止認証店が認証基準を遵守しているかを確認するため、訪問再調

査を開始。

 11月下旬、大規模イベント開催時に必要な感染防止対策を着実に実施するため、主催

者等が策定する感染防止安全計画の確認を開始。

対象 主な要請内容（県独自措置） 期間 特措法

県民
• 外出時は目的地の感染状況等を確認し、混雑して
いない時間・場所を選び、少人数で行動すること

10/1～10/14 §２４-９

事業者

＜飲食店（感染防止認証店）＞
• 営業時間の短縮（5時から21時まで）
• 酒類提供時間の短縮（11時から20時３０分まで）
• 酒類提供は同一グループ・同一テーブルでは原則
４人以内とすること（※認証店以外も同様）

• カラオケ設備の利用自粛（※認証店以外も同様）

10/1～10/14 §２４-９

＜飲食店（感染防止認証店以外）＞
• 営業時間の短縮（5時から20時まで）
• 酒類提供時間の短縮（11時から20時３０分まで/
その他は5時から19時30分まで）

10/1～10/14 §２４-９
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 令和３年（２０２１年）7月20日、政府は、福岡空港から北海道及び沖縄県内の空港に向

かう便の搭乗者に対する搭乗前検査を開始。

 7月28日、夏休みやお盆期間中における人の往来の増加を見据え、緊急事態措置等

を実施している他都道府県からの来福者及び帰福者を対象に、福岡空港、北九州空港、

博多駅、小倉駅において順次、無料ＰＣＲ検査事業を開始（9月30日に終了/検査実績

は約３８,０００件）。

 7月末、新型コロナワクチンの接種を希望する高齢者等の2回目接種が概ね完了。

 ８月2日、県市長会及び県町村会との協定に基づき、県保健所において市町村職員の

受入れを実施（１０月３日までの間、３１市町から延べ８１名を受入れ）。

 同日、政府は、搭乗前検査の対象を拡充し、羽田、成田、中部、伊丹、関西の各空港か

ら福岡空港に向かう便の搭乗者を追加（9月30日に終了） 。

 8月13日、自宅療養者からの受診相談等に対応する休日・夜間専用ダイヤルを開設。

 9月15日、①業務上こどもに接する機会が多い保育士や教職員、生活衛生関連業に従

事する方、②妊娠している方とその同居人を対象に新型コロナワクチンの県優先接種

会場を県内９か所（北九州市、福岡市、久留米市、直方市、春日市、宗像市、みやま市、

粕屋町、桂川町）に設置し、接種を開始。

 9月21日、アレルギー等が原因でmＲＮＡワクチンを接種できない方等を対象にアスト

ラゼネカ社ワクチンの県接種会場（福岡市内に2か所）を開設し、接種を開始（令和４年

３月22日に終了/接種実績は延べ120人）。

県内の空港や主要な駅において来福者等対象の無料ＰＣＲ検査事業を実施
自宅療養者からの受診相談等に対応する専用ダイヤルを開設
新型コロナワクチンの県接種会場を９か所に設置し、接種を促進
新型コロナワクチンの接種を希望する方の2回目接種が概ね完了

③ 相談・検査・保健所体制等
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《来福者・帰福者対象の無料PCR検査会場の様子（令和３年９月）》

 9月27日、厚生労働省は、新型コロナの特例的な対応として、医療用抗原定性検査

キットの薬局における販売を解禁。

 9月29日、県の新型コロナワクチン接種会場における接種対象を満16歳以上の全て

の方に拡大するとともに、予約不要で接種できるよう変更（１２月末に終了/接種実績は

延べ１３,１０５人）。

 １０月２９日、県内の一日の検査能力が２万件に到達。

 同日、政府の「新型コロナウイルス感染症の検査体制整備に関する指針」を踏まえ、検

査体制を点検の上、新たな検査体制整備計画を策定。

 １１月末、新型コロナワクチンの接種を希望する方の２回目接種が概ね完了。
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酸素飽和度や病態に応じたトリアージを徹底し、医療のひっ迫を回避
酸素投与ステーションを初めて開設
次の感染拡大に備えた保健・医療提供体制確保計画を策定

 令和３年（２０２１年）７月19日、厚生労働省は、重症化リスク因子を有する軽症者を投

与対象とする中和抗体薬を初めて特例承認。

 ７月３０日、調整本部における入院調整を再開（１０月８日に終了）。

 8月3日、感染管理認定看護師や感染症看護専門看護師が配置されていない医療機

関における看護職員の感染管理能力の向上を図るため、「感染管理リーダー看護師育

成研修会」を開始（３月5日に終了/３７４名が受講）。

 8月上旬、宿泊療養施設の効率的な運用を図るため、退所後の消毒方法をフロア単位

から部屋単位に改善。

 8月１３日、宿泊療養施設における中和抗体薬の投与を厚生労働省が認めたため、直ち

に宿泊療養施設のうち１施設を臨時の医療施設に位置付け、８月１６日から投与を開始。

 8月31日、自宅待機や宿泊療養中に症状が悪化した患者に対し酸素投与等の処置を

行う酸素投与ステーションを初めて開設。

 9月20日、重症者に対し人工呼吸器・ＥＣＭＯ管理を適切に行うことができる医療従事

者を養成するため、コロナ病床を確保している医療機関を対象に研修会を実施（４５医

療機関・約１８０名が受講）。

 １０月中旬、コロナ患者である妊産婦の受入れや分娩が可能な医療機関について、県

産婦人科医会等と協議の上、リストの更新や緊急時の対応方法の再確認等を行うなど、

周産期医療体制の再整備を実施。

④ 医療提供体制

《酸素投与ステーションの様子（令和３年8月）》

 10月１９日、厚生労働省は、国立病院機構や地域医療機能推進機構に対し、各都道府

県の保健・医療提供体制の整備に協力するよう関連法に基づき要求。

 １１月１５日、福岡市の「アパホテル博多東比恵駅前」と北九州市の「コンフォートホテル

小倉」に宿泊療養施設を確保（確保室数：１１施設・２,２３４室/「東横イン北九州空港」の

確保は終了）。

 11月24日、新型コロナウイルス感染症対策協議会を開催し、保健・医療提供体制確保

計画の策定等について協議。

 11月下旬、コロナ患者である透析患者の受入れが可能な医療機関について、県透析

医会等と協議の上、リストの更新や緊急時の対応方法の再確認等を行うなど、人工透

析医療体制の再整備を実施。

 11月30日、第５波の経験を踏まえ、次の感染拡大に備えてさらなる体制の強化を図る

ため、「保健・医療提供体制確保計画」を策定。

 同日、自宅療養者の外来診療や往診等に対応可能な医療機関数を１,０００に拡充。

医
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※ここでは令和３年（２０２１年）７月～１１月の期間について記載

⑤ 対策本部会議、広報等

感染拡大防止や県民・事業者への要請内容を対策本部会議で随時決定
県医師会長との緊急共同会見において、中和抗体薬の活用について発信
若年層向けの新型コロナワクチン接種促進サイト「ワクナビFUKUOKA」を開設
県議会の協力の下、新型コロナ対策に必要な予算を随時確保

 令和３年（２０２１年）7月8日、第38回対策本部会議を開催し、福岡コロナ警報の解除

及びまん延防止等重点措置の解除を決定。

 同日、知事臨時会見を実施し、本部会議での決定事項等を説明するとともに、県民・事

業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 ７月１１日、全国知事会の新型コロナ緊急対策本部において、政府への緊急提言を取り

まとめ（「緊急事態宣言の再発出等を受けた緊急提言」）。

 7月15日、第3９回対策本部会議を開催し、福岡コロナ警報の見直しを決定。

 7月21日、知事定例会見において、来福者等対象の無料ＰＣＲ検査事業について説明

するとともに、県民・事業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 7月２８日、第４０回対策本部会議を開催し、福岡コロナ警報の発動及び県独自措置の

実施を決定。

 同日、知事臨時会見を実施し、本部会議での決定事項等を説明するとともに、県民・事

業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 7月２９日、知事の専決処分により予算を補正（飲食店等に対する感染拡大防止協力

金を計上）。

 7月30日、第４１回対策本部会議を開催し、まん延防止等重点措置の実施を決定。

 同日、知事臨時会見を実施し、本部会議での決定事項等を説明するとともに、県民・事

業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 ８月１日、知事の専決処分により予算を補正（飲食店等に対する感染拡大防止協力金

や来福者・帰福者対象の無料ＰＣＲ検査事業等に要する経費を計上）。
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 同日、全国知事会の新型コロナ緊急対策本部において、政府への緊急提言を取りまと

め（「全国的な感染再拡大を受けた緊急提言」）。

 8月5日、第４２回対策本部会議を開催し、福岡コロナ特別警報の発動を決定。

 同日、知事臨時会見を実施し、本部会議での決定事項等を説明するとともに、県民・事

業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 ８月１０日、知事定例会見において、自宅療養者に対する支援策等について説明すると

ともに、県民・事業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 8月16日、知事と県医師会長による臨時共同会見を実施し、宿泊療養施設における中

和抗体薬投与について説明するとともに、県民・事業者に対し感染拡大防止の協力を

要請。

 8月17日、第４３回対策本部会議を開催し、緊急事態措置の実施を決定。

 同日、知事臨時会見を実施し、本部会議での決定事項等を説明するとともに、県民・事

業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

《知事と県医師会長の緊急共同会見の様子（令和３年8月1６日）》
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 8月18日、知事の専決処分により予算を補正（飲食店等に対する感染拡大防止協力金

や酸素投与ステーションの開設等に要する経費を計上）。

 8月２０日、全国知事会の新型コロナ緊急対策本部において、政府への緊急提言を取り

まとめ（「全国的な爆発的感染拡大を突破するための緊急提言」）。

 8月26日、知事定例会見において、新型コロナワクチンの県接種会場設置等について

説明。

 8月30日、第４４回対策本部会議を開催し、９月以降のイベントの開催制限内容等を決

定。

 9月3日、知事定例会見において、令和３年度９月補正予算及び感染防止認証店の第1

回認証について説明するとともに、県民・事業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 9月9日、第４５回対策本部会議を開催し、緊急事態措置の延長を決定。

 同日、知事臨時会見を実施し、本部会議での決定事項等を説明するとともに、県民・事

業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 9月10日、令和３年度９月補正予算（早期議決分）が成立（飲食店等に対する感染拡大

防止協力金や高齢者施設等職員対象のＰＣＲ検査事業に要する経費を計上）。

 9月１１日、全国知事会の新型コロナ緊急対策本部において、政府への緊急提言を取り

まとめ（「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の延長を受けた緊急提言」）。

 9月15日、若年層の新型コロナワクチンの接種率向上のため、接種に関する情報を集

約した特設サイト「ワクナビＦＵＫＵＯＫＡ」を開設するとともに、広報啓発を集中的に実

施（１１月３０日まで）。

 9月28日、第４６回対策本部会議を開催し、緊急事態措置の解除、福岡コロナ特別警

報から福岡コロナ警報への移行、県独自措置の実施を決定。

 同日、知事臨時会見を実施し、本部会議での決定事項等を説明するとともに、県民・事

業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

対
策
本
部
会
議

広
報
等

（第
５
波
）

対
策
本
部
会
議

広
報
等

（第
５
波
）

 9月30日、令和３年度９月補正予算及び令和３年度９月補正予算（３次提案分）が成立

（飲食店等に対する感染拡大防止協力金や医療提供体制強化等に要する経費を計

上）。

 同日、知事臨時会見を実施し、本部会議での決定事項等を説明するとともに、県民・事

業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 １０月2日、全国知事会の新型コロナ緊急対策本部において、政府への緊急提言を取り

まとめ（「緊急事態宣言等の解除を受けた緊急提言」）。

 10月11日、第４７回対策本部会議を開催し、福岡コロナ警報の解除及び県独自措置の

解除を決定。

 １０月１４日、令和３年度９月補正予算（４次提案分）が成立（福岡県中小企業者等月次

支援金を計上）。

 10月29日、第４８回対策本部会議を開催し、イベントの開催制限の一部緩和を決定。

《ワクナビFUKUOKA》
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※ここでは令和３年（２０２１年）７月～１１月の期間について記載

 １１月21日、全国知事会の新型コロナ緊急対策本部において、政府への緊急提言を取

りまとめ（「第６波への備えと日常生活の回復に向けた緊急提言」）。

 11月24日、第49回対策本部会議を開催し、１１月２５日以降のイベントの開催制限内

容等を決定。

 同日、知事定例会見において、令和３年度１２月補正予算について説明。

 11月30日、第５０回対策本部会議を開催し、福岡コロナ警報の見直しを決定するとと

もに、政府のレベル分類との関係を整理。

 同日、知事臨時会見を実施し、本部会議での決定事項等を説明するとともに、県民・事

業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

対
策
本
部
会
議

広
報
等

（第
５
波
）

第５波を含む期間（令和３年７月～１１月）の感染状況等

波
の
特
徴

• デルタ株への置き換わりが進み、新規陽性者数や療養者数は過去最多を記録。
• デルタ株はアルファ株に比べ入院リスクが高い可能性が指摘されているが、高齢
者の新型コロナワクチンの接種がより進んだ結果、重症化率や死亡率は大幅に低
下。

• 一方、新規陽性者や入院者、重症者、死亡者の平均年齢は大きく低下。

①最多新規陽性者数（１日） ★ 1,253人 R3.8.18

②最多新規陽性者数（７日移動平均） ★ 1,081.0人 R3.8.24

③最多新規陽性者数（直近１週間/１０万人） ★ 147.3人 R3.8.24

④最多ＰＣＲ等検査件数（1日） ★ 8,546件 R3.8.24

⑤最大ＰＣＲ等陽性率（直近１週間） ★ 16.0％ R3.8.23

⑥最多療養者数 ★ 11,563人 R3.8.29

⑦最多入院者数 1,021人 R3.8.26

⑧最多重症者数 40人 R3.8.31

⑨最多重症者数・中等症者数 428人 R3.8.20

⑩最多宿泊療養者数 ★ 1,528人 R3.8.18

⑪最大病床使用率 69.4％ R3.8.26

⑫最大重症病床使用率 19.7％ R3.8.31

⑬死亡者数 ９７人 －

⑭重症化率 0.39% －

⑮死亡率 0.24% －

⑯新規陽性者の平均年齢 32.3歳 －

⑰入院者の平均年齢 49.7歳 －

⑱重症者の平均年齢 55.9歳 －

⑲死亡者の平均年齢 76.9歳 －

★は過去最多（最大）
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※ここでは令和３年（２０２１年）１２月～令和４年（２０２２年）６月の期間について記載
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令和３年（2021年）１０月下旬以降、一日の新規陽性者数が一桁の日が多くなるなど、感

染状況は落ち着いていたが、１２月２５日、デルタ株より感染性が高く、ワクチンの効果を弱

める可能性が指摘されるオミクロン株の陽性者が県内で初めて確認された。その後、年が

明けてからはこれまでに経験したことのない速さで感染が拡大し、令和４年（２０２２年）１月

１９日には一日の新規陽性者数が初めて２,０００人を上回った。また、飲食店における感染

が目立っていたため、福岡コロナ警報（4回目）、福岡コロナ特別警報（2回目）を順次発動

し、１月２４日以降、県独自措置及びまん延防止等重点措置として、県民に対する混雑した

場所への外出自粛や飲食店に対する営業時間短縮の要請などを行った。

第６波では、爆発的な感染拡大に伴い濃厚接触者も急増し、社会機能の維持に大きな

影響を及ぼしていたため、政府は、科学的根拠に基づき、濃厚接触者の待機期間や無症

状病原体保有者の療養期間を順次短縮した。また、本県でも、保健所業務がひっ迫する

中、重症化リスクの高い方の命を守るため、積極的疫学調査の対象をハイリスク者に重点

化したほか、感染の場が次第に学校や保育所、高齢者施設等に広がったことを受け、基本

的対処方針の変更を待つことなく、当該施設に対しオミクロン株に対応した感染防止対策

の徹底をお願いするなど、オミクロン株の特性に応じて迅速かつ柔軟に対応した。

これらの取組や県民・事業者の協力などにより、２月上旬から中旬をピークに感染状況

や病床使用率等は改善し、３月６日、福岡コロナ特別警報及びまん延防止等重点措置を

解除した。同時に、春休みなど多くの人が集まる機会が増えることを踏まえ、４月７日まで

の1か月間を「感染再拡大防止対策期間」とし、社会経済活動と感染再拡大防止の両立に

向け取り組んでいくこととした。３月下旬から４月中旬にかけて、オミクロン株のＢＡ.２系統

への置き換わりが進んだ影響と考えられる感染の再拡大はあったものの、その後は収束

に向かい、5月31日には福岡コロナ警報を解除した。

第６波の対応（概要）
この間、県の要請に応じない飲食店に対し繰り返し要請に応じるよう指導するとともに、

感染防止認証店を事前の予告なく訪問して再調査するなど、飲食店における感染防止対

策の徹底や認証制度の実効性の確保を図った。また、引き続き、認証取得を促進した結果、

４月には認証店舗数が２万店に達した。さらに、認証制度の対象に宿泊施設を追加し、安

心して施設を利用できる環境の整備に努めた。

新型コロナワクチンについては、令和３年12月上旬から３回目接種を開始し、県が保有

するワクチンを市町村に融通するなど、市町村における接種を促進した。さらに、令和４年

２月からはモデルナ社ワクチンの県接種会場を４か所に開設し、３回目接種を促進した結

果、４月下旬には３回目接種率が５０％に到達した。また、５月下旬から60歳以上の方等を

対象とした４回目接種を開始したほか、６月にはアレルギー等が原因でmＲＮＡワクチンを

接種できない方等を対象に武田社ワクチン（ノババックス）の県接種会場を開設した。

検査体制については、県内でオミクロン株の陽性者が初めて確認された翌日から、感染

不安を感じる県民を対象とする無料検査を開始し、日常生活や社会経済活動における感

染リスクの低減を図った。また、県内の検査能力の増強に引き続き取り組み、４月には一

日当たり４.６万件となった。

医療提供体制については、一時、入院者の９割近くを６0代以上の方が占め、平均入院

期間が長期化した結果、病床使用率も上昇したため、医療機関に対し、退院基準を満たし

た方の転院や退院、軽症者の早期退院や宿泊療養施設への入所を積極的に進めるよう

要請するとともに、後方支援病院の受入れ可能数等を共有する新たなシステムの運用を

開始した。宿泊療養施設は１２施設・２,４６８室を確保し、２月の３連休や５月の大型連休中

には、臨時的に酸素投与ステーションの機能を活用した患者の受入れを行った。また、高

齢者が安心して自宅や施設で療養できるよう、看護師を派遣して対面で健康観察を行う

Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

第６波
※ここでは令和３年（２０２１年）１２月～令和４年（２０２２年）６月の期間について記載
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体制や施設の要請に応じて医師・看護師が往診する体制を構築した。さらに、特例承認さ

された経口抗ウイルス薬の投与開始、後遺症に悩む方からの相談等に対応する専用窓口

の設置や診療可能な医療機関の確保などを進めた。

第５波を遥かに上回る感染拡大により、保健所業務は一時ひっ迫したが、第５波以降、会

計年度任用職員の増員や行政検査業務の一部外部委託に取り組んできたほか、人材派

遣による看護師等の確保、市町村保健師の応援（過去最多となる延べ２１５名を受入れ）な

どにより体制を強化して対応した。

第６波では、本県を含む全国３６都道府県においてまん延防止等重点措置が適用された

が、感染性は高いものの重症化リスクは低いとされるオミクロン株の特性や新型コロナワ

クチンの接種の進展などを背景に、緊急事態宣言の発出には至らなかった。

Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

第６波
※ここでは令和３年（２０２１年）１２月～令和４年（２０２２年）６月の期間について記載



Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

第６波

-104-

※ここでは令和３年（２０２１年）１２月～令和４年（２０２２年）６月の期間について記載

 オミクロン株への置き換わりにより爆発的に感染が拡大し、県内の一日の新規
陽性者数が初めて５,０００人以上を記録

感染状況等に応じて機動的に発動・解除できるよう、福岡コロナ警報を見直し
春休みを控え、「感染再拡大防止対策期間」を初めて設定

主
な
動
き

感
染
状
況
等

（第
６
波
）

主
な
動
き

感
染
状
況
等

（第
６
波
）

【国・政府】

 令和３年（２０２１年）12月1日、入国者総数管理の目安を一日当たり約５,０００人から約

３,５００人に引き下げ。

 12月以降、全国の在日米軍施設・区域内及びその周辺自治体において多数の感染を

確認（後日、米側に対して感染防止対策の徹底及び地元の不安解消に向けた対応に

ついて強い申入れを実施）。

 １２月２２日、国内でオミクロン株を初めて検出。

 12月23日、コロナ分科会が「年末年始の感染拡大を防ぐために（新型コロナウイルス

感染症対策分科会会長談話）」を公表。

 令和４年（2022年）１月7日、オミクロン株への置き換わりなどにより新規陽性者数が

増加していることや知事からの要請を踏まえ、３県（広島県、山口県、沖縄県）を対象に

まん延防止等重点措置の実施を決定（期間は１月９日から１月３１日まで）。

 同日、ワクチン・検査パッケージ制度に加えて、対象者全員検査による行動制限緩和も

可能とするよう考え方を見直し。

 1月19日、オミクロン株による感染急拡大等を踏まえ、ワクチン・検査パッケージ制度に

ついて原則として当面適用を停止。

 1月２２日、国内の一日の新規陽性者数が初めて５万人以上を記録。

 1月25日、感染拡大と医療のひっ迫等を踏まえ、本県を含む１８府県（北海道、京都府、

大阪府、兵庫県、福岡県、佐賀県、大分県、鹿児島県等）のまん延防止等重点措置区

域への追加（期間は１月2７日から）及び重点措置期間の延長（2月２０日まで）を決定。

① 主な動き、感染状況等  ２月１日、国内の一日の新規陽性者数が初めて１０万人以上を記録。

 2月4日、コロナ分科会が「オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策について」を取り

まとめ。

 2月１８日、感染状況や医療への負荷の状況等を踏まえ、本県を含む１７道府県のまん

延防止等重点措置期間の延長を決定（3月6日まで）。

 2月25日、コロナ分科会が第１波から第６波までの対策の変遷を振り返り、「第6波対

策の考え方と課題」等を取りまとめ。

 ３月１日、国内の累計陽性者数が５００万人を記録。

 同日、外国人の新規入国制限を見直し、観光目的以外の新規入国を認めるとともに、

入国者総数管理の目安を一日当たり約３,５００人から約５,０００人に引き上げ。

 3月4日、基本的対処方針分科会が「今回の重点措置終了の考え方について」を公表。

 同日、感染状況や医療提供体制の改善傾向等を踏まえ、本県を含む１３県のまん延防

止等重点措置の解除（３月６日付で解除）及び１８都道府県の重点措置期間の延長（3

月21日まで）を決定。

 ３月11日、コロナ分科会が「これまでの感染動向を踏まえた今後の対応の考え方につ

いて」及び「今後のイベント開催制限の在り方」等を取りまとめ。

 3月14日、入国者総数管理の目安を一日当たり約５,０００人から約７,０００人に引き上

げ。

 3月17日、新規陽性者数や療養者数、重症者数等の減少が継続していることなどを踏

まえ、全国のまん延防止等重点措置の解除を決定（3月２１日付で解除）。

 4月8日、コロナ分科会が「現在の感染者数増加を契機とした急激な感染拡大を阻止し

社会経済活動を継続するための緊急メッセージ」を取りまとめ。

 4月10日、入国者総数管理の目安を一日当たり約７,０００人から約１０,０００人に引き

上げ。

 4月27日、コロナ分科会が「大型連休における感染拡大の防止について」を取りまとめ。
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 6月1日、入国者総数管理の目安を一日当たり約１０,０００人から約２０,０００人に引き

上げ。

 6月10日、外国人観光客の入国制限を見直し、旅行代理店等を受入責任者とする添

乗員付きパッケージツアーの受入れを開始。

 6月15日、政府の有識者会議が「新型コロナウイルス感染症へのこれまでの取組を踏

まえた次の感染症危機に向けた中長期的な課題について」を公表。

 6月17日、政府対策本部において、有識者会議の指摘を踏まえ、「新型コロナウイルス

感染症に関するこれまでの取組を踏まえた次の感染症危機に備えるための対応の方

向性」を決定。

【福岡県】

 令和３年（２０２１年）12月25日、県内でオミクロン株を初めて検出。

 令和４年（２０２２年）1月20日、感染状況や医療への負荷の増大等を踏まえて総合的

に判断し、福岡コロナ警報を発動（４回目の発動）するとともに、県独自措置の実施を

決定。

 1月２４日、爆発的な感染拡大が続き、病床使用率が上昇していること等を踏まえ、まん

延防止等重点措置を本県に適用するよう政府に要請。

 1月25日、県内の一日の新規陽性者数が初めて３,０００人以上を記録するとともに、県

内の累計陽性者数が5万人を記録。

 同日、まん延防止等重点措置の実施を決定（措置区域は全県／期間は１月2７日から２

月２０日まで）。

 1月27日、新規陽性者数の急増など、感染状況や医療への負荷の増大等を踏まえて

総合的に判断し、福岡コロナ特別警報を発動（2回目の発動）。

 2月2日、県内の一日の新規陽性者数が初めて５,０００人以上を記録。

 ２月５日、県内の一日の新規陽性者数が５,５９９人となる（第６波の最多数）。

 2月7日、感染拡大が続いた場合、医療提供体制のひっ迫が懸念されることを踏まえ、

緊急事態措置の適用を国に要請する目安を決定。

 ２月８日、県内の新規陽性者数の7日移動平均が４,７０７.８人となる（第６波の最多数）。

 ２月１５日、県内の重症者数が２０人となる（第６波の最多数）。

 2月16日、新規陽性者数が高い水準で推移していることや病床使用率が８割を上回っ

ている状況等を踏まえ、まん延防止等重点措置期間を延長するよう政府に要請。

 ２月１７日、県内の入院者数が２,０９０人となる（第６波の最多数）。

 2月18日、まん延防止等重点措置期間の延長を決定。

 3月3日、感染状況や病床使用率等の改善を踏まえ、まん延防止等重点措置を期限ど

おり解除するよう政府に要請。《社会経済活動を継続するための緊急メッセージ（令和４年４月８日）》
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Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

第６波
※ここでは令和３年（２０２１年）１２月～令和４年（２０２２年）６月の期間について記載

主
な
動
き

感
染
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等

（第
６
波
）

 3月4日、感染状況や医療への負荷の改善等を踏まえて総合的に判断し、福岡コロナ

特別警報の解除（３月６日付で解除［計３９日間］）及びまん延防止等重点措置の解除

（３月６日付で解除［計３９日間］）を決定するとともに、春休みなど多くの人が集まる機

会が増えることを踏まえ、「感染再拡大防止対策期間」を設定（期間は３月７日から４月

7日まで）。

 3月7日、福岡コロナ特別警報から福岡コロナ警報に移行するとともに、「感染再拡大

防止対策期間」を開始。

 4月6日、感染状況や病床使用率等が大幅に改善したことを踏まえ、「感染再拡大防止

対策期間」の終了を決定。

 同日、第６波における医療提供体制やワクチンの接種状況、オミクロン株の特性等を踏

まえ、福岡コロナ警報を見直し。

 5月31日、「感染再拡大防止対策期間」の終了時点と比べて感染状況が一段と改善し、

爆発的な感染再拡大は見られないこと等を踏まえ、福岡コロナ警報の解除を決定（同

日付で解除［計８６日間］）。

《福岡コロナ警報（令和４年４月６日）》

 まん延防止等重点措置、県独自措置を感染状況等に応じて実施
感染防止認証店を対象に「ワクチン・検査パッケージ制度」の登録を開始
感染防止認証制度の対象に宿泊施設を追加

② 感染防止対策、県民・事業者への要請

感
染
防
止
対
策

県
民
・事
業
者
へ
の
要
請

（第
６
波
）

 令和３年（２０２１年）１２月24日、飲食店における行動制限の緩和を可能とするため、感

染防止認証店を対象に「ワクチン・検査パッケージ制度」の登録を開始。

 令和４年（2022年）１月11日、宿泊施設利用者の増加が今後見込まれる中、宿泊施設

における感染防止対策を図り、利用者が安心して利用できるよう、感染防止認証制度

の対象に宿泊施設を追加。

 1月20日、県独自措置の実施を決定。県民・事業者に対し次の内容を要請。

対象 主な要請内容（県独自措置） 期間 特措法

県民

• 混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出自
粛

• 不要不急の県境をまたぐ移動を極力控えること
１/２４～２/2０ §２４-９

• 営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店にみ
だりに出入りしないこと

１/２４～２/2０ §２４-９

事業者

＜飲食店（感染防止認証店）＞
• 営業時間の短縮（5時から21時まで）
• 酒類提供時間の短縮（11時から20時３０分まで）
• 同一グループ・同一テーブルへの入店案内は４人
以内とすること（※ワクチン検査パッケージ制度登
録店において、「対象者全員検査」により全員の陰
性結果を確認した場合は、５人以上も可）

１/２４～２/2０ §２４-９

＜飲食店（感染防止認証店以外）＞
• 営業時間の短縮（5時から20時まで）
• 酒類の提供禁止
• 同一グループ・同一テーブルへの入店案内は４人
以内とすること

１/２４～２/2０ §２４-９
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Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

第６波
※ここでは令和３年（２０２１年）１２月～令和４年（２０２２年）６月の期間について記載

 1月24日、県独自措置を開始。

 １月２５日、まん延防止等重点措置の実施を決定。県民・事業者に対し次の内容を要請。

感
染
防
止
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の
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（第
６
波
）

対象 主な要請内容（まん延防止等重点措置） 期間 特措法

県民

• 混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出自
粛

• 不要不急の県境をまたぐ移動を極力控えること
１/２７～２/2０ §２４-９

• 営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店にみ
だりに出入りしないこと

１/２７～２/2０ §３１の６-２

事業者

＜飲食店（感染防止認証店）＞
• 営業時間の短縮（5時から21時まで）
• 酒類提供時間の短縮（11時から20時３０分まで）
• 同一グループ・同一テーブルへの入店案内は４人
以内とすること（※ワクチン検査パッケージ制度登
録店において、「対象者全員検査」により全員の陰
性結果を確認した場合は、５人以上も可）

１/２７～２/2０ §３１の６-１

＜飲食店（感染防止認証店以外）＞
• 営業時間の短縮（5時から20時まで）
• 酒類の提供禁止
• 同一グループ・同一テーブルへの入店案内は４人
以内とすること

１/２７～２/2０ §３１の６-１

 1月27日、まん延防止等重点措置を開始。

 2月7日、コロナ分科会の「オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策について」や関係

省庁の通知を踏まえ、学校、保育所、高齢者施設等に対しオミクロン株に対応した感染

防止対策の徹底を要請。

 2月18日、まん延防止等重点措置期間の延長を決定。県民・事業者に対し次の内容を

要請。

 3月4日、まん延防止等重点措置の解除及び「感染再拡大防止対策期間」を決定。

 3月6日、まん延防止等重点措置を解除。

 3月７日、「感染再拡大防止対策期間」を開始するとともに、引き続き、県民・事業者に

対し基本的な感染防止対策の徹底等を要請（飲食店の利用は２時間以内とすること等

を含む）。《ワクチン・検査パッケージ制度登録店ステッカー》

対象 主な要請内容（まん延防止等重点措置） 期間 特措法

県民

• 混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出自
粛

• 不要不急の県境をまたぐ移動を極力控えること
２/２１～３/６ §２４-９

• 営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店にみ
だりに出入りしないこと

２/２１～３/６ §３１の６-２

事業者

＜飲食店（感染防止認証店）＞
• 営業時間の短縮（5時から21時まで）
• 酒類提供時間の短縮（11時から20時３０分まで）
• 同一グループ・同一テーブルへの入店案内は４人
以内とすること（※ワクチン検査パッケージ制度登
録店において、「対象者全員検査」により全員の陰
性結果を確認した場合は、５人以上も可）

２/２１～３/６ §３１の６-１

＜飲食店（感染防止認証店以外）＞
• 営業時間の短縮（5時から20時まで）
• 酒類の提供禁止
• 同一グループ・同一テーブルへの入店案内は４人
以内とすること

２/２１～３/６ §３１の６-１

感
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Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

第６波
※ここでは令和３年（２０２１年）１２月～令和４年（２０２２年）６月の期間について記載

 4月6日、「感染再拡大防止対策期間」の終了を決定。

 4月7日、「感染再拡大防止対策期間」を終了するとともに、引き続き、県民・事業者に

対し基本的な感染防止対策の徹底等を要請（飲酒を伴う会食は２時間程度を目安とす

ること等を含む）。

 4月19日、感染防止認証店の店舗数が２万店に到達。

 4月下旬、知事の記者会見等を通じて大型連休中の感染防止対策の徹底を要請。

 5月20日、マスクをどういう場面で外してよいのか分からないといった声などがあるこ

とを踏まえ、厚生労働省が「マスクの着用の考え方及び就学前児の取扱いについて」を

発出。

 5月下旬、マスク着用の考え方について、知事の記者会見や県の広報媒体、ラジオＣＭ、

ＳＮＳのバナー広告などを通じて県民に対する集中的な呼びかけを開始。

感
染
防
止
対
策

県
民
・事
業
者
へ
の
要
請

（第
６
波
）

《マスク着用の考え方（福岡県だより2022年7月号）》

 令和３年（２０２１年）12月3日、感染拡大時においても速やかに保健所行政検査を実施

できるよう、県医師会及び診療・検査医療機関に対する業務委託を開始。

 12月上旬、新型コロナワクチンの3回目接種を開始。

 12月1７日、厚生労働省と連携し、県内在住の20歳以上の方を対象に２回目（全国で

は3回目）の「新型コロナウイルス感染症の抗体保有調査」を実施（12月2６日に終了）。

 12月24日、旅行やイベント参加などの社会経済活動を行う無症状の方を対象とする

無料検査事業（定着促進事業）を開始。

 12月26日、感染不安を感じる無症状の方を対象とする無料検査（一般検査事業）を開

始。

 12月27日、新型コロナワクチンの市町村における接種を促進するため、県が保有する

ワクチンの市町村への融通を開始。

 令和４年（２０２２年）1月以降、モデルナ社ワクチンの県接種会場（福岡市内に1か所）の

設置を継続し、１・２回目接種を実施（9月15日に終了/接種実績は延べ２,４８２人）。

 1月５日、オミクロン株や新たな変異株への対応を迅速化するため、変異株ＰＣＲ検査

及びゲノム解析業務の民間検査機関に対する委託を開始。

 1月17日、新規陽性者数の急増を踏まえ、積極的疫学調査の対象を「重症化リスクの

ある方が多数いる施設（医療機関、高齢者施設等）」及び「濃厚接触となる機会を生じ

やすく、感染が発生しやすいと考えられる施設（保育所、幼稚園、学校等）」に重点化。

 １月１８日、県市長会及び県町村会との協定に基づき、県保健所において市町村職員の

受入れを実施（３月２３日までの間、４１市町から延べ２１５名を受入れ）。

新型コロナワクチンの３回目接種、4回目接種を開始
感染不安を感じる無症状者等対象の無料検査事業を開始
後遺症に悩む方からの相談等に対応する後遺症診療相談窓口を開設
 オミクロン株の特徴を踏まえ、積極的疫学調査の調査対象を重点化

相
談
・検
査
・保
健
所
体
制
等

（第
６
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）

③ 相談・検査・保健所体制等
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Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

第６波
※ここでは令和３年（２０２１年）１２月～令和４年（２０２２年）６月の期間について記載

 1月27日、新規陽性者数のさらなる増加を踏まえ、積極的疫学調査の対象を「重症化

リスクのある方が多数いる施設」のみに再重点化。

 2月5日、厚生労働省と連携し、県内在住の20歳以上の方を対象に３回目（全国では４

回目）の「新型コロナウイルス感染症の抗体保有調査」を実施（2月2３日に終了）。

 2月9日、新型コロナワクチンの3回目接種を促進するため、モデルナ社ワクチンの県接

種会場を県内４か所（みやま市、直方市、行橋市、福岡市）に順次開設し、接種を開始

（９月2７日に終了/接種実績は延べ３４,３９１人）。

 2月10日、新型コロナの罹患後症状（いわゆる後遺症）に関する相談に対応するため、

後遺症診療相談窓口を開設し、診療可能な医療機関の紹介等を開始。

 2月下旬、5歳から１１歳までの小児を対象に新型コロナワクチンの接種を開始。

 3月30日、潜伏期間や発症間隔が短いといったオミクロン株の特徴を踏まえ、積極的

疫学調査、濃厚接触者の特定及び行動制限等の実施方針等を制定。

相
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（第
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波
）
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《新型コロナウイルス感染症発生届の改正（令和４年６月３０日）》

 4月22日、政府の「新型コロナウイルス感染症の検査体制の強化について」を踏まえ、

検査需要を改めて把握の上、新たな検査体制整備計画を策定（県内の一日の検査能

力は約４.６万件）。

 ４月28日、大型連休中における接触機会の増加を見据え、博多駅付近に臨時の無料

検査所を開設（５月８日に終了/検査実績は４,１５７件）。

 4月下旬、新型コロナワクチンの３回目接種率が県民の５０％に到達。

 5月下旬、60歳以上の方等を対象に新型コロナワクチンの4回目接種を開始。

 6月3日、アレルギー等が原因でmＲＮＡワクチンを接種できない方等を対象に武田社

ワクチン（ノババックス）の県接種会場（福岡市内に１か所）を開設し、接種を開始。

 6月30日、厚生労働省は感染症法施行規則を改正し、発生届の記載項目を簡略化。

《新型コロナワクチン県接種会場の様子》
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回復患者の早期退院・転院等を促進し、コロナ病床を効率的に運用
自宅や高齢者施設で療養する方に対する医療提供体制を強化
新型コロナに対する経口抗ウイルス薬の投与を開始
無症状病原体保有者の療養期間や濃厚接触者の待機期間を順次短縮

 令和３年（２０２１年）１２月1日、地域における医療提供体制の実情について国民の理解

を深めるため、コロナ病床を確保している医療機関名等の公表を開始。

 １２月１２日、検疫待機中のオミクロン株陽性者の濃厚接触者を宿泊療養施設で受入。

 12月21日、コロナ病床の確保数が１,５００床に到達。

 12月24日、新型コロナに対する国内初の経口抗ウイルス薬となるＭＳＤ社の「ラゲブリ

オ」が特例承認され、医療機関等において順次投与を開始。

 12月28日、自宅や高齢者施設で療養している方のうち、保健所が対面での健康観察

が必要と判断した方に対して看護師を派遣する体制を整備。

 令和４年（2022年）1月12日、新型コロナウイルス感染症に係る関係病院長会議を開

催し、オミクロン株の感染拡大を踏まえた医療提供体制等について協議。

 1月14日、厚生労働省がオミクロン株陽性者の濃厚接触者の待機期間について、１４日

間から１０日間に見直し。

 １月１８日、調整本部における入院調整を再開（６月１８日に終了）。

 1月28日、厚生労働省がオミクロン株の無症状病原体保有者の療養解除基準につい

て、検体採取日から１０日間を７日間に見直し。

 同日、厚生労働省がオミクロン株陽性者の濃厚接触者の待機期間について、１０日間

から７日間に見直し。

 2月8日、新型コロナの回復患者を受け入れる後方支援病院の病院長会議を開催し、

新型コロナから回復した患者の積極的な受入れを要請。

 同日、退院基準を満たしていなくても、入院治療の継続が必要ない軽症と医師が判断

した患者の早期退院の促進を開始。

④ 医療提供体制  2月９日、新型コロナウイルス感染症に係る関係病院長会議を開催し、新型コロナから

回復した患者の退院・転院等の促進を要請。

 同日、福岡市の「R＆Bホテル博多駅前」に宿泊療養施設を確保（確保室数：１２施設・

２,４６８室）。

 2月10日、新型コロナの罹患後症状（いわゆる後遺症）の診療が可能な医療機関を新

たに確保（３７４医療機関）。

 ２月１１日、連休中においても酸素投与が必要な症状の方が自宅待機とならないよう、

臨時的に酸素投与ステーションの機能を活用した患者の受入れを開始（2月１３日に受

入終了）。

 2月14日、県内の入院者数が初めて２,０００人以上となる。

 2月15日、後方支援病院の空床情報等を保健所や関係医療機関間で共有するシステ

ムの運用を開始。

 2月下旬、小児のコロナ患者の受入れが可能な医療機関について、県小児科医会等と

協議の上、リストの更新や緊急時の対応方法の再確認等を行うなど、小児医療体制の

再整備を実施。

 3月7日、高齢者施設の入所者で新型コロナ陽性となったものの入院治療の必要ない

高齢者が住み慣れた施設で安心して療養できるよう、施設の要請に応じて医師・看護

師を派遣・往診する体制を整備。

 4月29日、大型連休中においても酸素投与が必要な症状の方が自宅待機とならない

よう、臨時的に酸素投与ステーションの機能を活用した患者の受入れを開始（5月２日

に受入終了）。

 6月15日、コロナ病床を確保している「重点医療機関」及びコロナ疑い患者の受入れ病

床を確保している「疑い患者受入協力医療機関」の公表を開始。

 ６月１７日、久留米市の「久留米ステーションホテル」に宿泊療養施設を確保（確保室

数：１２施設・２,４３２室/「東横イン西鉄久留米東口」の確保は終了）。

医
療
提
供
体
制

（第
６
波
）

Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

第６波
※ここでは令和３年（２０２１年）１２月～令和４年（２０２２年）６月の期間について記載



 １月２１日、知事の専決処分により予算を補正（飲食店等に対する感染拡大防止協力金

やワクチン接種会場設置に要する経費を計上）。

 1月25日、第５３回対策本部会議を開催し、まん延防止等重点措置の実施を決定。

 同日、知事定例会見において、モデルナ社ワクチンの県接種会場の開設について説明

するとともに、県民・事業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 1月27日、第５４回対策本部会議を開催し、福岡コロナ特別警報の発動を決定。

 1月28日、全国知事会の新型コロナ緊急対策本部において、政府への緊急提言を取り

まとめ（「爆発的感染拡大を抑え「暮らし」・「健康」を守るための緊急提言」）。

 2月7日、第５５回対策本部会議を開催し、「緊急事態措置の適用を国に要請する目

安」を決定。

 同日、知事臨時会見を実施し、本部会議での決定事項等を説明するとともに、県民・事

業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 2月15日、全国知事会の新型コロナ緊急対策本部において、政府への緊急提言を取り

まとめ（「全国的な感染拡大の早期抑制に向けた緊急提言」）。

 2月18日、第５６回対策本部会議を開催し、まん延防止等重点措置の延長を決定。

 同日、知事臨時会見を実施し、本部会議での決定事項等を説明するとともに、県民・事

業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 2月21日、令和３年度２月補正予算（早期議決分）が成立（医療提供体制強化や飲食

店等に対する感染拡大防止協力金等に要する経費を計上）

 3月4日、第５７回対策本部会議を開催し、まん延防止等重点措置の解除、福岡コロナ

特別警報から福岡コロナ警報への移行、「感染再拡大防止対策期間」の開始を決定。

 同日、知事臨時会見を実施し、本部会議での決定事項等を説明するとともに、県民・事

業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 同日、全国知事会の新型コロナ緊急対策本部において、政府への緊急提言を取りまと

め（「全国的な感染拡大の長期化を受けた緊急提言」）。
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Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

第６波
※ここでは令和３年（２０２１年）１２月～令和４年（２０２２年）６月の期間について記載

対
策
本
部
会
議

広
報
等

（第
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波
）

対
策
本
部
会
議

広
報
等

（第
６
波
）

⑤ 対策本部会議、広報等

感染拡大防止や県民・事業者への要請内容を対策本部会議で随時決定
 マスク着用の考え方について集中的な広報を実施
県議会の協力の下、新型コロナ対策に必要な予算を随時確保

 令和３年（２０２１年）１２月２０日、令和３年度１２月補正予算及び令和３年度１２月補正予

算（３次提案分）が成立（無料検査事業やワクチン３回目接種の促進、介護サービス事

業所等における感染防止対策等に要する経費を計上）。

 12月23日、知事定例会見において、無料検査事業の開始、ワクチン・検査パッケージ

制度の登録開始、医療提供体制の現状等について説明するとともに、県民・事業者に

対し感染拡大防止の協力を要請。

 12月25日、第５１回対策本部会議を開催し、県民に対し、ワクチン接種の有無に関わら

ず、感染不安を感じる無症状の方は検査を受けるよう要請することを決定。

 同日、知事臨時会見を実施し、オミクロン株の県内初検出及び感染不安を感じる無症

状者対象の無料検査事業の開始について説明するとともに、県民・事業者に対し感染

拡大防止の協力を要請。

 12月27日、全国知事会の新型コロナ緊急対策本部において、政府への緊急提言を取

りまとめ（「オミクロン株の感染拡大防止に向けた緊急提言」）。

 令和４年（2022年）1月12日、全国知事会の新型コロナ緊急対策本部において、政府

への緊急提言を取りまとめ（「全国的な感染急拡大を受けた緊急提言」）。

 1月20日、第５２回対策本部会議を開催し、福岡コロナ警報の発動及び県独自措置の

実施を決定。

 同日、知事臨時会見を実施し、本部会議での決定事項等を説明するとともに、県民・事

業者に対し感染拡大防止の協力を要請。
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Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

第６波
※ここでは令和３年（２０２１年）１２月～令和４年（２０２２年）６月の期間について記載

対
策
本
部
会
議

広
報
等

（第
６
波
）

 3月7日、令和３年度２月補正予算（3次提案分）が成立（高齢者施設への医師・看護師

派遣に要する経費等を計上）。

 3月23日、全国知事会の新型コロナ緊急対策本部において、政府への緊急提言を取り

まとめ（「まん延防止等重点措置の解除を受けた緊急提言」）。

 3月２４日、令和４年度当初予算及び令和３年度２月補正予算（4次提案分）が成立（介

護サービス事業所等における感染防止対策等に要する経費を計上）。

 3月29日、知事定例会見において、県民・事業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 4月6日、第５８回対策本部会議を開催し、「感染再拡大防止対策期間」の終了を決定。

 同日、知事臨時会見を実施し、本部会議での決定事項等を説明するとともに、県民・事

業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 4月26日、知事定例会見において、大型連休中の臨時無料検査拠点及び酸素投与ス

テーションの開設等について説明するとともに、県民・事業者に対し感染拡大防止の協

力を要請。

 同日、全国知事会の新型コロナ緊急対策本部において、政府への緊急提言を取りまと

め（「感染再拡大の抑制と社会経済活動の両立に向けた緊急提言」）。

 5月下旬、厚生労働省からマスク着用の考え方が示されたことを受け、県の広報媒体、

ラジオＣＭ、ＳＮＳのバナー広告などを通じて県民に対する集中的な呼びかけを開始。

 5月27日、知事定例会見において、マスク着用の考え方について説明するとともに、県

民・事業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 5月31日、第５９回対策本部会議を開催し、福岡コロナ警報の解除を決定。

 同日、九州地方知事会議において、特別決議「新型コロナウイルス感染症に係る対応に

ついて」を取りまとめ。

 6月3日、令和４年度6月補正予算が成立（検査実施や宿泊療養施設の確保等に要す

る経費を計上）。

第６波を含む期間（令和３年１２月～令和４年６月）の感染状況等

波
の
特
徴

• 感染性の高いオミクロン株への置き換わりが進み、新規陽性者数や入院者数、療
養者数は過去最多を記録。

• 一方、オミクロン株はデルタ株に比べて入院や重症化のリスクが低いことが示さ
れており、重症化率や死亡率は大幅に低下。

①最多新規陽性者数（１日） ★ 5,599人 R4.2.5

②最多新規陽性者数（７日移動平均） ★ 4,707.8人 R4.2.8

③最多新規陽性者数（直近１週間/１０万人） ★ 641.7人 R4.2.8

④最多ＰＣＲ等検査件数（1日） ★ 17,671件 R4.1.29

⑤最大ＰＣＲ等陽性率（直近１週間） ★ 38.0％ R4.2.15

⑥最多療養者数 ★ 54,286人 R4.2.11

⑦最多入院者数 ★ 2,090人 R4.2.17

⑧最多重症者数 20人 R4.2.15

⑨最多重症者数・中等症者数 491人 R4.2.13

⑩最多宿泊療養者数 1,294人 R4.1.20

⑪最大病床使用率 ★ 86.7％ R4.2.14

⑫最大重症病床使用率 9.7％ R4.2.15

⑬死亡者数 ６６５人 －

⑭重症化率 0.03% －

⑮死亡率 0.17% －

⑯新規陽性者の平均年齢 31.7歳 －

⑰入院者の平均年齢 68.6歳 －

⑱重症者の平均年齢 68.8歳 －

⑲死亡者の平均年齢 84.1歳 －

★は過去最多（最大）



第７波
（令和４年８月下旬をピークとする波）
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Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

（７）第７波 ※令和４年８月下旬をピークとする波

第７波
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※ここでは令和４年（２０２２年）７月～１０月の期間について記載
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第６波は、過去の波と比較して感染収束のペースが鈍く、新規陽性者数はピーク後で最

も少ない時期であった令和４年（2022年）６月中旬においても連日５００人程度で推移し、

６月下旬以降は再び増加傾向に転じた。今般の感染拡大は、オミクロン株の新たな系統で

あるＢＡ.５系統への置き換わりが進んだことやワクチンの3回目接種等により獲得した免

疫が徐々に弱まったこと、社会経済活動が活発となり接触機会が増加したことなどが要因

として考えられたため、7月6日に福岡コロナ警報（５回目）を発動し、県民・事業者に対し

改めて基本的な感染防止対策の徹底やワクチンの早期接種の検討を要請した。

7月21日には一日の新規陽性者数が初めて１０,０００人を上回り、病床使用率も５０％を

超えて上昇傾向が続いていたため、翌２２日、福岡コロナ特別警報（3回目）を発動し、これ

までの要請に加えて、医療への負荷をかけないための行動への協力を県民・事業者に対

し要請した。その後、8月2日には、政府が新たに設けた「ＢＡ.５対策強化地域」に位置付け

られた。

県民・事業者の協力や医療提供体制強化の取組などにより、８月下旬をピークに感染状

況や病床使用率等は次第に改善し、9月13日、福岡コロナ特別警報から福岡コロナ警報

に移行すると同時に、ＢＡ.５対策強化地域への位置付けを終了した。その後、１０月５日に

は福岡コロナ警報も解除した。

第7波への対応について、政府は、新型コロナへの対処能力の高まりを背景に、新たな

行動制限を行うのではなく、社会経済活動をできる限り維持することを基本的な方針とし

た。これを踏まえ、本県においても、感染防止対策を徹底しつつ、社会経済活動や学校・教

育活動との両立を図るため、不要不急の外出自粛や飲食店の営業時間短縮などの行動

制限を伴う要請は行わず、第６波までの対応から大きく転換を図った。

第７波の対応（概要）
新型コロナワクチンについては、武田社ワクチン（ノババックス）の県接種会場を追加設

置したほか、9月下旬からはオミクロン株対応ワクチンの接種を開始した。

重症化リスクの高い高齢者等の命を守るため、高齢者施設職員等を対象とする検査に

ついて、８月から週2回の検査に強化するとともに、新規入所者や一時帰宅者を検査対象

に追加した。また、健康観察については、重症化リスクの低い方への連絡方法を電話から

ＳＭＳに変更し、高齢者等への重点化を図った。

感染拡大に伴い発熱外来の受診者が大幅に増加したことを受け、8月から新たに「キット

配付・陽性者登録センター」を開設した。また、８月中の休日等における診療・検査体制の

強化を目的とした協力金制度を創設し、新たに２００以上の医療機関が休日等に開設した。

コロナ病床については、慢性期の医療を担う医療機関も含め全ての医療機関に確保・増

床を依頼し、9月には確保病床数が２,０００床に達した。さらに、患者待機ステーションを一

時的に開設し、入院が必要な方が自宅待機となることのないよう、万全の体制を敷いた。

第７波では、過去最多となる新規陽性者数や入院者数が発生したが、これらの取組の結

果、必要な方に適切な医療を提供することができた。

9月26日からは、陽性者の全数届出を見直し、発生届の対象を高齢者等に限定した。こ

れにより、医療機関や保健所の負担は大幅に軽減し、患者の診療や高齢者等の健康観察

等に専念できるようになった。同時に、届出対象外の方がこれまでどおり安心して療養で

きるよう、自宅療養中に症状が悪化した場合の相談対応などの機能をまとめて「健康フォ

ローアップセンター」として案内した。

秋冬のインフルエンザとの同時流行に備え、発熱外来の拡充や医療機関を受診せずに

陽性者登録できる仕組みの維持、ワクチン接種の促進などに引き続き取り組むこととした。

Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

第７波
※ここでは令和４年（２０２２年）７月～１０月の期間について記載
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 オミクロン株のＢＡ.５系統への置き換わりにより爆発的に感染が拡大し、県内の
一日の新規陽性者数が初めて１０,０００人以上を記録

県内の累計陽性者数が１００万人を記録
 「ＢＡ.５対策強化地域」に全国で初めて位置付け

主
な
動
き

感
染
状
況
等

（第
７
波
）

主
な
動
き

感
染
状
況
等

（第
７
波
）

【国・政府】

 令和４年（2022年）7月14日、コロナ分科会が「第７波に向けた緊急提言」、「効果的に

感染拡大を防止しながら、社会経済活動を維持していくための検査の活用について」

及び「感染拡大防止のための効果的な換気について」を取りまとめ。

 7月15日、政府対策本部において、現下の感染拡大への対応としては新たな行動制限

を行わないことなどを盛り込んだ「ＢＡ.５系統への置き換わりを見据えた感染拡大への

対応」を決定。

 同日、国内の累計陽性者数が１,０００万人を記録。

 7月23日、国内の一日の新規陽性者数が初めて20万人以上を記録。

 7月29日、政府対策本部において、感染対策の徹底を行いながら、できる限りの社会

経済活動の維持と医療のひっ迫の回避を両立できるよう、「社会経済活動を維持しな

がら感染拡大に対応する都道府県への支援について」及び「病床、診療・検査医療機

関のひっ迫回避に向けた対応」を決定。

 8月2日、本県を含む３県（神奈川県、福岡県、熊本県）を「ＢＡ.５対策強化地域」として

初めて位置付け（本県以外の２県は「ＢＡ.５対策強化宣言」を行い、本県は福岡コロナ

特別警報をもって宣言とみなされた）。

 8月4日、政府対策本部において、発生届の届出項目の削減や自己検査体制の整備な

どを盛り込んだ「オミクロン株の特徴に合わせた医療機関や保健所の更なる負担軽減

について」を決定。

① 主な動き、感染状況等

Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

第７波
※ここでは令和４年（２０２２年）７月～１０月の期間について記載

 9月2日、政府対策本部において、「新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取

組を踏まえた次の感染症危機に備えるための具体策」を決定。

 9月7日、入国者総数管理の目安を一日当たり約２０,０００人から約５０,０００人に引き

上げ。

 9月8日、政府対策本部において、感染拡大防止と社会経済活動の両立をより強固に

推進していくため、「Withコロナに向けた政策の考え方」を決定。

 9月１0日、国内の累計陽性者数が２,０００万人を記録。

 9月13日、本県のBA.５対策強化地域への位置付けを終了。

 9月30日、全ての道県についてＢＡ.５対策強化地域への位置付けを終了（計２７道府

県が同地域に位置付けられた）。

《Withコロナに向けた政策の考え方（令和４年９月８日）》



【福岡県】

 令和４年（２０２２年）7月6日、感染状況や医療への負荷の増大等を踏まえて総合的に

判断し、福岡コロナ警報を発動（４回目の発動）。県民・事業者に対し改めて基本的な

感染防止対策の徹底やワクチンの早期接種の検討を要請。

 7月16日、県内の累計陽性者数が50万人を記録。

 ７月２１日、県内の一日の新規陽性者数が初めて１０,０００人以上を記録。

 7月22日、高齢者等を中心に入院者数や重症者数が増加する懸念があるなど、感染

状況や医療への負荷の増大等を踏まえて総合的に判断し、福岡コロナ特別警報を発

動（３回目の発動）。これまでの要請に加えて、医療への負荷をかけないための行動へ

の協力を県民・事業者に対し要請。

 8月2日、政府と協議の結果、「ＢＡ.５対策強化地域」として初めて位置付け（福岡コロ

ナ特別警報をもって宣言とみなされた）。

 8月9日、県内の重症者数が２５人となる（第７波の最多数）。

 8月19日、県内の一日の新規陽性者数が１５,７２３人となる（第７波の最多数）。

 8月23日、県内の新規陽性者数の7日移動平均が１２,５６６.５人となる（第７波の最多

数）。

 8月24日、県内の入院者数が３,７７１人となる（第７波の最多数）。

 9月3日、県内の累計陽性者数が１００万人を記録。

 9月13日、感染状況や医療への負荷の改善等を踏まえて総合的に判断し、福岡コロナ

特別警報の解除を決定（同日付で解除［計54日間］）。同時に、政府と協議の結果、Ｂ

Ａ.５対策強化地域への位置付けの終了を決定（同日付で終了［計４３日間］）。

 9月14日、福岡コロナ特別警報から福岡コロナ警報に移行。

 10月5日、感染状況や医療への負荷の改善等を踏まえて総合的に判断し、福岡コロナ

警報の解除を決定（同日付で解除［計２２日間］）。
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Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

第７波
※ここでは令和４年（２０２２年）７月～１０月の期間について記載

 10月11日、入国者総数管理を撤廃するとともに、外国人観光客の入国について、パッ

ケージツアーに限定する措置を解除し、個人旅行を解禁。

 10月13日、厚生労働省において、新型コロナとインフルエンザの同時流行を想定した

対策に理解を得るとともに、国民への呼びかけについて関係者が協力して取り組むた

め、「新型コロナ・インフル同時流行対策タスクフォース」を設置。

 同日、コロナ分科会が「新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行に備え

た対応」及び「今秋以降の感染拡大期における感染対策について」を取りまとめ。



 令和４年（２０２２年）７月６日、福岡コロナ警報の発動に伴い、県民・事業者に対し次の

内容を要請。

 7月22日、福岡コロナ特別警報の発動に伴い、県民・事業者に対し次の内容を要請。
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Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

第７波
※ここでは令和４年（２０２２年）７月～１０月の期間について記載

② 感染防止対策、県民・事業者への要請

対象 主な要請内容

県民

• 基本的な感染防止対策の徹底
• 外食の際、「感染防止認証店」等の利用
• ワクチンの早期接種の検討
• 感染不安を感じる場合、無料検査の活用（特措法§２４-９に基づく要請）

事業者

＜飲食店等＞
• 業種別ガイドラインの確認・遵守（特に換気の徹底）

＜イベント主催者＞
• 規模・内容に応じて、「感染防止安全計画」または「感染防止対策チェックリスト」を
作成の上、感染防止対策を着実に実行すること

不要不急の外出自粛や飲食店の営業時間短縮などの行動制限を伴う要請は行
わず、第６波までの対応から大きく転換

感染対策の定着を踏まえ、感染防止認証店の認証基準を見直し

 8月上旬、知事の記者会見等を通じてお盆期間中の感染防止対策の徹底を要請。

 9月13日、福岡コロナ特別警報の解除後も、県民・事業者に対し従前の要請を継続す

ることを決定。

 10月5日、福岡コロナ警報の解除後も、県民・事業者に対し従前とほぼ同様の要請を

継続することを決定。

 10月6日、感染防止認証店における感染対策の定着を踏まえ、店舗の負担軽減を図る

ため、認証基準を見直し（４０項目から３２項目に変更）。
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対象 主な要請内容

県民

• 基本的な感染防止対策の徹底（特に換気の徹底）
• 外食の際、「感染防止認証店」等の利用
• ワクチンの早期接種の検討
• 感染不安を感じる場合、無料検査の活用（特措法§２４-９に基づく要請）
• 医療を守るための協力（平日日中の受診、１１９番通報時の検討、解熱剤の備蓄等）

事業者

＜飲食店等＞
• 業種別ガイドラインの確認・遵守（特に換気の徹底）

＜イベント主催者＞
• 規模・内容に応じて、「感染防止安全計画」または「感染防止対策チェックリスト」を
作成の上、感染防止対策を着実に実行すること 《感染防止認証制度のポスターの例》
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Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

第７波
※ここでは令和４年（２０２２年）７月～１０月の期間について記載

 令和４年（２０２２年）7月3日以降、武田社ワクチン（ノババックス）の県接種会場を順次

追加設置し、計４会場（福岡市内に３か所、北九州市内に１か所）で接種を実施（１０月以

降は福岡市内の１会場で接種を継続）。

 7月13日、重症化リスクの低い陽性者への保健所からの連絡方法について、従来の電

話からＳＭＳ（ショートメッセージサービス）に変更し、保健所が高齢者等の重症化リス

クの高い方の健康観察を重点的に行う体制を確保。

 ８月2日、県市長会及び県町村会との協定に基づき、県保健所において市町村職員の

受入れを実施（９月１９日までの間、３０市町から延べ１１１名を受入れ）。

 8月5日、お盆前後は人と接触する機会が増えるため、出発前や帰福後に検査を受け

られるよう、博多駅近くに臨時の無料検査拠点を開設（８月１８日に終了/検査実績は約

７,６００件）。

 8月8日、「キット配付・陽性者登録センター」を開設し、４０歳未満で基礎疾患がない等

の要件を満たす方を対象に抗原定性検査キットの配付及び自己検査で陽性となった

場合の登録受付を開始（配付受付は10月31日に終了/配付実績は約２６.１万キット）。

 同日、高齢者施設職員等を対象とする検査事業の検査方法について、週１回のＰＣＲ検

査から週2回の抗原定性検査に強化するとともに、施設への新規入所者や一時帰宅者

を対象に追加。

 8月17日、 「キット配付・陽性者登録センター」の利用対象を６５歳未満で基礎疾患が

ない等の要件を満たす方に拡大。

重症化リスクの低い方を対象に検査キット配付及び陽性者登録を開始
高齢者施設職員等を対象とした検査を強化
全数届出の見直しを行うとともに、健康フォローアップセンターを整備
 オミクロン株対応ワクチンの接種を開始

③ 相談・検査・保健所体制等
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 同日、厚生労働省が抗原定性検査キットのOTC化（一般用医薬品としてネット販売等

も可能となる）を決定。

 8月２２日、 「キット配付・陽性者登録センター」の利用対象に濃厚接触者及び県が実施

する無料検査事業のＰＣＲ検査等で陽性となった方のうち基礎疾患がない等の要件を

満たす方を追加。

 8月23日、１２歳以上の方を対象に武田社ワクチン（ノババックス）の接種を行う県接種

会場を設置（4会場のうちの１つ）。

 8月25日、厚生労働省は、発熱外来や保健所業務が極めて切迫した地域において、緊

急避難措置として、発生届の対象を高齢者等の重症化リスクのある方に限定すること

を可能とする改正省令を施行（本県は限定を見送り）。

 9月15日、各保健所で行っている療養証明に関する相談業務を一元化した「療養証明

専用ダイヤル」を開設。

 9月２６日、厚生労働省は、オミクロン株の特性を踏まえ、全国一律で発生届の対象を

高齢者等の重症化リスクのある方に限定する改正省令を施行。

 同日、全数届出の見直し後も届出対象外となる方がこれまでどおり安心して療養でき

るよう、自宅療養中の健康相談等に対応する「健康フォローアップセンター」を整備。

 9月下旬、オミクロン株対応型ワクチンの接種を開始。

 10月２１日、厚生労働省は、新型コロナワクチンの接種間隔を５か月から3か月に短縮。

 10月26日、高齢者施設職員等を対象とする検査事業について、通所系施設や訪問系

施設を対象に追加。



 令和４年（２０２２年）７月１３日、調整本部における入院調整を再開（９月１６日に終了）。

 7月22日、厚生労働省がオミクロン株陽性者の濃厚接触者の待機期間について、７日

間から５日間に見直し。

 7月下旬、入院者数の急増を踏まえ、慢性期の医療を担う医療機関も含めた県内全て

の医療機関に対しコロナ病床の確保・増床を依頼。

 8月1日、新型コロナ陽性の妊産婦を受け入れる医療機関の病院長を集めた会議を開

催し、妊産婦の受入れの現状や課題等について協議。
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Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

第７波
※ここでは令和４年（２０２２年）７月～１０月の期間について記載
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 コロナ病床を２,０００床以上確保
 ８月の休日やお盆期間に新たに診療・検査を行う医療機関を対象とした協力金
制度を創設し、休日等の診療・検査体制を大幅に強化

 オミクロン株陽性者の療養期間や濃厚接触者の待機期間を短縮

④ 医療提供体制

《オミクロン株陽性者（入院・入所者を除く）の療養解除基準（令和4年9月7日以降）》
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Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

第７波
※ここでは令和４年（２０２２年）７月～１０月の期間について記載
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）

 8月2日、休日の診療・検査体制を強化するため、新たに8月の日曜・祝日及びお盆期

間に診療・検査を行う医療機関を対象とする協力金制度を創設（8月28日に終了/期

間中、２１０医療機関が新たに開設）。

 8月13日、県内の入院者数が初めて３,０００人以上となる。

 8月17日、入院が必要な方が自宅待機となることのないよう、点滴や酸素投与等の医

療を提供しながら一時的に待機できる「患者待機ステーション」を開設（9月5日に受入

終了）。

 9月1日、新型コロナウイルス感染症に係る関係病院長会議を開催し、県内の入院状況

や今後の課題等について協議。

 9月7日、コロナ病床の確保数が２,０００床に到達。

 同日、厚生労働省は、オミクロン株陽性者（入院・入所者を除く）の療養解除基準を１０

日間から７日間に見直すとともに、無症状病原体保有者の療養解除基準について、５

日目の検査で陰性の場合には6日目から解除可能となるよう見直し。

 同日、厚生労働省が療養期間中の外出自粛について、一定の要件の下に食料品等の

買い出しなど必要最小限の外出ができるように緩和。

 9月16日、経口抗ウイルス薬（ラゲブリオ）の一般流通が開始。

対
策
本
部
会
議

広
報
等

（第
７
波
）

感染防止対策や県民・事業者に対する要請内容を対策本部会議で随時決定
夏休みやお盆期間における感染防止対策の徹底を呼びかけ
県議会の協力の下、新型コロナ対策に必要な予算を随時確保

⑤ 対策本部会議、広報等

 令和４年（２０２２年）7月5日、知事定例会見において、熱中症に関する注意喚起を行う

とともに、県民・事業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 ７月６日、第６０回対策本部会議を開催し、福岡コロナ警報の発動及び県民・事業者に

対する要請内容を決定。

 同日、知事臨時会見を実施し、本部会議での決定事項等を説明するとともに、県民・事

業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 ７月１２日、全国知事会の新型コロナ緊急対策会議において、政府への緊急提言を取り

まとめ（「新たな変異株の感染拡大防止に向けた緊急提言」）。

 7月19日、学校が夏休みを迎えることを踏まえ、知事定例会見において、県民に対し感

染防止対策の徹底を呼びかけ。

 7月22日、第６１回対策本部会議を開催し、福岡コロナ特別警報の発動除及び県民・事

業者に対する要請内容を決定。

 同日、知事臨時会見を実施し、本部会議での決定事項等を説明するとともに、県民・事

業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 7月２８日、全国知事会議において、「新たな変異株の感染急拡大に対する緊急建議」

を取りまとめ。

 8月2日、知事臨時会見を実施し、「ＢＡ.５対策強化地域」への位置付け、「キット配付・

陽性者登録センター」の開設、高齢者施設等職員の検査体制の強化等について説明

するとともに、県民・事業者に対し感染拡大防止の協力を要請。



Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

第７波
※ここでは令和４年（２０２２年）７月～１０月の期間について記載

 ８月１０日、お盆期間を前に、知事定例会見において、県民に対し感染防止対策の徹底

を呼びかけ。

 9月1日、全国知事会の新型コロナ緊急対策会議において、政府への緊急提言を取りま

とめ（「BA.5系統等による感染拡大の早期抑制に向けた緊急提言」）。

 ９月９日、第６２回対策本部会議を開催し、イベントの開催制限の一部緩和を決定。

 9月13日、第６３回対策本部会議を開催し、福岡コロナ特別警報から福岡コロナ警報

への移行、県民・事業者に対する要請内容を決定。

 9月29日、令和４年度９月補正予算が成立（医療提供体制整備等に要する経費を計

上）。

 10月5日、第６４回対策本部会議を開催し、福岡コロナ警報の解除を決定。対
策
本
部
会
議

広
報
等

（第
７
波
）

★は過去最多（最大） ※は全数届出が見直されたＲ４年９月２６日までに公表されたデータに基づく値

第７波を含む期間（令和４年７月～１０月）の感染状況等

波
の
特
徴

• オミクロン株のＢＡ.５系統への置き換わりが進み、新規陽性者数や入院者数、療
養者数は過去最多を記録。

• 一方、重症化率や死亡率は最も低かった第６波からさらに低下。

①最多新規陽性者数（１日） ★ 15,723人 R4.8.19

②最多新規陽性者数（７日移動平均） ★ 12,566.5人 R4.8.23

③最多新規陽性者数（直近１週間/１０万人） ★ 1,712.9人 R4.8.23

④最多ＰＣＲ等検査件数（1日） ★ 21,825件※ R4.8.19

⑤最大ＰＣＲ等陽性率（直近１週間） ★ 70.0％※ R4.8.24

⑥最多療養者数 ★ 112,908人※ R4.8.26

⑦最多入院者数 ★ 3,771人 R4.8.24

⑧最多重症者数 25人 R4.8.9

⑨最多重症者数・中等症者数 515人 R4.8.21

⑩最多宿泊療養者数 1,173人 R4.7.19

⑪最大病床使用率 78.3％ R4.8.11

⑫最大重症病床使用率 11.5％ R4.8.9

⑬死亡者数 ７４３人 －

⑭重症化率 0.01% －

⑮死亡率 0.11% －

⑯新規陽性者の平均年齢 35.6歳※ －

⑰入院者の平均年齢 71.0歳※ －

⑱重症者の平均年齢 65.6歳 －

⑲死亡者の平均年齢 83.8歳 －



第８波
（令和５年１月中旬をピークとする波）
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Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

（８）第８波 ※令和５年１月中旬をピークとする波

第８波
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※ここでは令和４年（２０２２年）１１月～令和５年（２０２３年）５月の期間について記載
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第７波のピーク後、感染状況は急速に改善したものの、新規陽性者数の７日移動平均は

８００人台で底を打ち、令和４年（2022年）１０月下旬以降は、緩やかながらも増加傾向が

続いた。それに伴い、病床使用率も徐々に上昇し、さらに、インフルエンザとの同時流行に

より医療への負荷が高まるおそれがあったため、１２月１日、オミクロン株の特性を踏まえて

新設した「福岡オミクロン警報」を発動し、県民・事業者に対し基本的な感染防止対策の再

確認と徹底を要請した。

その後、１２月下旬には一日の新規陽性者数が再び１０,０００人を上回り、入院者数は初

めて４,０００人以上を記録したが、感染のピークが第７波を上回ることなく、令和５年

（2023年）１月中旬以降は減少傾向に転じた。また、医療への負荷も次第に改善したため、

２月１３日に福岡オミクロン警報を解除した。なお、社会経済活動を維持しながら感染の拡

大を抑止していくという基本的な方向性の下、第７波同様、不要不急の外出自粛や飲食

店の営業時間短縮などの行動制限を伴う要請は行わなかった。

３月１３日からはマスク着用の考え方を見直し、屋内では原則着用、屋外では原則不要と

してきたこれまでの取扱いから、個人の判断に委ねることを基本とした。同時に、高齢者な

ど重症化リスクの高い方への感染を防止するため、医療機関の受診時や高齢者施設の訪

問時などには、マスク着用を推奨することとした。

新型コロナワクチンについては、オミクロン株対応ワクチンの接種促進や武田社ワクチン

（ノババックス）の県接種会場の設置を継続した。

感染不安を感じる県民の方を対象とする無料検査を継続するとともに、人の往来が増え

る年末年始には帰省者や旅行者等も対象に加え、高齢者等に会う前の受検を促した。

第８波の対応（概要）
約３年ぶりにインフルエンザが流行期を迎え、発熱外来のひっ迫が懸念される中、新たに

重症化リスクの低い自宅療養者を対象とするオンライン診療センターの開設や発熱外来

の混雑状況等をリアルタイムに確認できる「ふくおか発熱外来検索サイト」の立ち上げ、休

日・夜間における診療・検査体制の強化を目的とした協力金制度を再開などを通じて、発

熱外来の負担軽減や患者の円滑な受診を図り、重症化リスクの高い方の発熱外来への受

診機会を確保した。

入院医療体制については、コロナ病床の追加確保や患者待機ステーションの一時的な

開設、退院基準を満たした方の転退院の促進などにより、入院の必要な方が確実に入院

できるよう、その強化に取り組んだ。これらの取組の結果、入院者数が過去最多となる状

況においても、医療のひっ迫を回避することができた。

第８波に対処すると同時にウィズコロナに向けた動きも加速し、１月２７日、政府は、新型

コロナの感染症法上の位置付けについて、５月８日から「５類感染症」とすることを決定し

た。これを受け、県医師会等の医療関係団体や専門家、市町村などの意見を踏まえた上で、

５類移行に伴う課題を整理して取りまとめた要望書を直ちに政府に提出するとともに、円

滑な移行に向けた準備を開始した。

Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

第８波
※ここでは令和４年（２０２２年）１１月～令和５年（２０２３年）５月の期間について記載
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 ピーク時の新規陽性者数が初めて前回の波のピーク時より低下
 オミクロン株の特性を踏まえた「福岡オミクロン警報」を創設し、初めて発動
新型コロナの感染症法上の位置付けを「5類感染症」に変更することが決定

主
な
動
き

感
染
状
況
等

（第
８
波
）

主
な
動
き

感
染
状
況
等

（第
８
波
）

【国・政府】

 令和４年（2022年）１１月１１日、コロナ分科会が「今秋以降の感染拡大で保健医療への

負荷が高まった場合に想定される対応」を取りまとめ、その中で、オミクロン株に対応し、

外来医療等の状況に着目したレベル分類に見直し。

 １１月１８日、政府対策本部において、インフルエンザとの同時流行も想定し、医療ひっ迫

防止対策強化宣言や医療非常事態宣言の創設などを盛り込んだ「今秋以降の感染拡

大で保健医療への負荷が高まった場合の対応について」を決定。

 １２月９日、コロナ分科会が「年末年始の感染対策についての考え方」を取りまとめ。

 令和５年（２０２３年）１月６日、国内の累計陽性者数が３,０００万人を記録。

 １月２７日、厚生科学審議会感染症部会において、「新型コロナウイルス感染症の感染

症法上の位置づけについて」を取りまとめ。

 同日、政府対策本部において、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現

するなどの特段の事情が生じない限り、５月８日から新型コロナを感染症法上の５類感

染症に位置付けることを盛り込んだ「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置

づけの変更等に関する対応方針について」を決定。

 同日、コロナ分科会が「今後のイベント開催制限の見直しについて」を取りまとめ。

 ２月１０日、政府対策本部において、３月13日以降、マスクについては個人の主体的な

選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とする「マスク着用の考え方の見

直し等について」を決定。

① 主な動き、感染状況等  ３月１０日、政府対策本部において、５類感染症への位置付けに伴い、幅広い医療機関

による自律的な対応に移行していくため、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の

位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について」を決定。

 3月13日、マスク着用の考え方の見直しを適用。

 厚生科学審議会感染症部会において、5類感染症への位置付け後も「新型コロナウイ

ルス感染症」を当面の呼称とすること等を取りまとめ。

《感染症法上の位置づけ変更に伴う医療提供体制の見直し等のポイント（令和５年３月１０日）》

Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

第８波
※ここでは令和４年（２０２２年）１１月～令和５年（２０２３年）５月の期間について記載



【福岡県】

 令和４年（202２年）１１月２１日、コロナ分科会がオミクロン株に対応したレベル分類に

見直したことを踏まえ、「オミクロン株対応の福岡コロナ警報（福岡オミクロン警報）」を

創設。

 12月1日、感染状況や医療への負荷の増大等を踏まえて総合的に判断し、県民・事業

者に対し感染防止対策の確認・徹底を要請するため、福岡オミクロン警報を初めて発

動。あわせて、新たなレベル判断基準を整理。

 12月下旬、令和元年9月以来、約3年3か月ぶりにインフルエンザの流行期に入る（令

和４年第５１週の定点当たり報告数は１.８３）。

 令和5年（2023年）1月6日、県内の一日の新規陽性者数が１４,８５９人となる（第８波

の最多数）。

 1月9日、県内の入院者数が４,６２５人となる（第８波の最多数）。

 1月11日、新規陽性者数の7日移動平均が１０,１８７.７人となる（第８波の最多数）。

 1月16日、県内の重症者数が２５人となる（第８波の最多数）。

 1月20日、令和元年12月以来、約3年１か月ぶりにインフルエンザ注意報を発表（令和

5年第2週の定点当たり報告数は１６.９６）。

 1月30日、政府が新型コロナを感染症法上の５類感染症に位置付けることを決定した

ことを受け、医療機関や自治体に対する必要な財政支援の実施など、25項目にわたる

要望書を政府に提出。

 2月13日、感染状況や医療への負荷の改善等を踏まえて総合的に判断し、福岡オミク

ロン警報の解除を決定（同日付で解除［計７５日間］）。

 ３月２４日、令和５年第１１週のインフルエンザの定点当たり報告数が９.９４となり、インフ

ルエンザ注意報のレベルを下回る。
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主
な
動
き

感
染
状
況
等

（第
８
波
）

Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

第８波

 マスク着用について、行政が一律にルールとして求めず、個人の判断に委ねるこ
とを基本とするよう見直し

 オミクロン株の特性やマスク着用の考え方の見直し等を踏まえ、感染防止認証
店の認証基準を随時見直し

② 感染防止対策、県民・事業者への要請

感
染
防
止
対
策

県
民
・事
業
者
へ
の
要
請

（第
８
波
）

 令和４年（2022年）12月1日、福岡コロナ警報の発動に伴い、県民・事業者に対し次の

内容を要請。

 令和5年（2023年）１月25日、オミクロン株の特性や感染対策の定着状況を踏まえ、

感染防止認証店（飲食店及び宿泊療養施設）の認証基準を見直し。

 2月13日、福岡オミクロン警報の解除後も、県民・事業者に対し従前とほぼ同様の要請

を継続することを決定。

 3月13日、マスク着用の考え方の見直し適用を踏まえ、県民・事業者に対する要請内

容を一部変更。

 同日、マスク着用の考え方の見直しを踏まえ、感染防止認証店（飲食店及び宿泊療養

施設）の認証基準を再度見直し。

対象 主な要請内容

県民

• 基本的な感染防止対策の徹底（特に換気の徹底）
• 外食の際、「感染防止認証店」等の利用
• ワクチンの早期接種の検討（インフルエンザワクチンを含む）
• 感染不安を感じる場合、無料検査の活用（特措法§２４-９に基づく要請）
• 抗原定性検査キットや解熱剤の備蓄、低リスク者の自己検査や陽性者登録等

事業者

• 業務継続体制の点検・確保

＜飲食店等＞
• 業種別ガイドラインの確認・遵守（特に換気の徹底）

＜イベント主催者＞
• 規模・内容に応じて、「感染防止安全計画」または「感染防止対策チェックリスト」を
作成の上、感染防止対策を着実に実行すること

※ここでは令和４年（２０２２年）１１月～令和５年（２０２３年）５月の期間について記載
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Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

第８波

感
染
防
止
対
策

県
民
・事
業
者
へ
の
要
請

（第
８
波
）

《マスク着用の考え方の見直し（令和５年３月13日適用）》

相
談
・検
査
・保
健
所
体
制
等

（第
８
波
）

 令和４年（２０２２年）11月1日、発生届の対象外となる自宅療養者からの健康相談等に

対応する平日・日中の専用相談ダイヤルを開設し、保健所から業務を移管。

 11月29日、厚生労働省は、抗原定性検査キットについて、インターネット等での販売を

可能とするいわゆるＯＴＣ化を決定。

 12月1日、保健所の負担軽減のため、派遣看護師を活用し自宅療養者の夜間の受診

調整を3か所で開始し、9日から全9か所で導入。

 12月2日、65歳未満の有症状者等に対する抗原定性検査キットの無料配付を再開

（令和５年２月１５日に受付終了/配付実績は約４.９万キット） 。

 12月1７日、厚生労働省と連携し、県内在住の20歳以上の方を対象に４回目（全国で

は5回目）の「新型コロナウイルス感染症の抗体保有調査」を実施（12月2６日に終了）。

 １２月２４日、人の往来が増える年末年始における検査促進を図るため、帰省者や旅行

者等を対象とする無料検査を実施（令和５年1月12日に終了）。

 令和5年（2023年）2月２４日、県内在住の20歳以上の方を対象に５回目（全国では６

回目）の「新型コロナウイルス感染症の抗体保有調査」を実施（３月４日に終了）。

 3月10日、武田社ワクチン（ノババックス）の3回目以降の接種対象年齢が１８歳以上か

ら１２歳以上に引き下げられたことを踏まえ、県接種会場における接種受付を開始。

 ４月１日、健康フォローアップセンターに係る各種相談窓口（一般相談、後遺症診療相

談、陽性者相談、休日・夜間専用、療養証明専用、生活支援センター）を統合し、新型コ

ロナウイルス感染症総合相談窓口を設置。

 ５月８日、６５歳以上の高齢者や基礎疾患のある方、医療従事者等を対象とした令和５

年春開始接種を開始。

全数届出の見直し等の効果により、市町村職員による保健所応援なしで対応
年末年始の期間、帰省者や旅行者等を対象とした無料検査を実施
抗原定性検査キットのインターネット等での販売が解禁（いわゆるOTC化）

③ 相談・検査・保健所体制等

※ここでは令和４年（２０２２年）１１月～令和５年（２０２３年）５月の期間について記載
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Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

第８波

医
療
提
供
体
制

（第
８
波
）

発熱外来のひっ迫回避のため、診療・検査医療機関の混雑状況等を確認できる
サイトや自宅療養者オンライン診療センター、患者待機ステーションを開設

外来医療体制整備計画を策定、保健・医療提供体制確保計画を見直し
診療・検査医療機関数が２,０００に到達

 令和４年（２０２２年）11月14日、今後、より多数の発熱患者が生じる可能性があること

から、発熱外来等の外来医療体制について、これまで以上の強化・重点化を進めるた

め、「保健・医療提供体制確保計画」の一環として、新たに「外来医療体制整備計画」を

策定。

 11月18日、診療・検査医療機関数が２,０００に到達。

 11月22日、重症化リスク因子のない軽症者等向けとしては初の経口抗ウイルス薬とな

る塩野義製薬社の「ゾコーバ」が緊急承認され、医療機関等において順次投与を開始。

 11月23日、重症者に対し人工呼吸器・ＥＣＭＯ管理を適切に行うことができる医療従

事者を養成するため、コロナ病床を確保している医療機関を対象に研修会を実施（５

医療機関・２４名が受講）。

 １１月３０日、陽性者の療養期間が短縮されたこと等を踏まえ、宿泊療養施設の必要室

数を見直し、１施設の確保を終了（確保室数：１１施設・２,２３９室）。

 12月15日、コロナ病床を確保している全ての医療機関に対し、年末年始に向けて、土

日や夜間も含めた入院患者の適切な受入れ、退院基準を満たした患者の後方支援病

院への転院等について協力を要請（令和5年１月11日にも再度要請）。

 12月21日、発熱外来のひっ迫を回避するため、重症化リスクの低い自宅療養者を対

象とする「自宅療養者オンライン診療センター」を開設（令和５年2月5日に受付終了/利

用実績は204件）。

 同日、医療機関の負担軽減と患者の円滑な受診につなげるため、診療・検査医療機関

の混雑状況等を確認できる「ふくおか発熱外来検索サイト」を開始。

④ 医療提供体制  同日、宿泊療養施設の必要室数を再度見直し、１施設の確保を終了（確保室数：１０施

設・２,００８室）。

 １２月２３日、新型コロナウイルス感染症に係る関係病院長会議を開催し、年末年始にお

ける入院受入体制等について協議。

 12月24日、調整本部における入院調整を再開（令和5年1月２６日に終了）。

 12月25日、年末年始や休日・夜間の診療・検査体制を強化するため、新たに対象期間

中の休日・夜間に診療・検査を行う医療機関や薬局を対象とする協力金制度を創設

（令和５年１月２９日に終了/期間中、２７１医療機関・１３０薬局が新たに開設）。

 12月26日、年末年始を見据え、オミクロン株の特性を踏まえた医療提供体制の強化

を図るため、「保健・医療提供体制確保計画」を見直し。 医
療
提
供
体
制

（第
８
波
）

《ふくおか発熱外来検索サイトのイメージ》

○○○○医院

〒８１１－００００
福岡県○○市○○1-2-3

０１２－３４５－６７８９

○ 可

○ 診療可

○ 診療可

○ 診療可

○ 可

○ 可

英語

○○○○

○○○○

○ 対応可

※ここでは令和４年（２０２２年）１１月～令和５年（２０２３年）５月の期間について記載



⑤ 対策本部会議、広報等

感染拡大防止や県民・事業者への要請内容を対策本部会議で随時決定
年末年始における感染防止対策の徹底を呼びかけ
県議会の協力の下、新型コロナ対策に必要な予算を随時確保

 令和４年（２０２２年）11月7日、全国知事会議において、政府への緊急提言を取りまと

め（「第8波の感染拡大に備え的確に対応するための緊急提言」）。

 11月8日、知事定例会見において、感染状況等について説明するとともに、県民・事業

者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 11月17日、全国知事会の新型コロナ緊急対策本部において、政府への緊急提言を取

りまとめ（「現在拡大しつつある感染の抑制に向けた緊急提言」）。

 11月21日、第６５回対策本部会議を開催し、「オミクロン株対応の福岡コロナ警報（福

岡オミクロン警報）」の新設を決定。

 12月1日、第６６回対策本部会議を開催し、福岡オミクロン警報の発動及び県民・事業

者に対する要請内容を決定。

 同日、知事臨時会見を実施し、本部会議での決定事項等を説明するとともに、県民・事

業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 12月20日、令和４年度１２月補正予算及び令和４年度１２月補正予算（追加提案分）が

成立（オンライン診療センターの開設経費や医療機関向けの協力金等を計上）。

 12月22日、知事定例会見において、県民・事業者に対しクリスマスや年末年始に向け

た感染拡大防止の呼びかけを実施。

 12月23日、全国知事会の新型コロナ緊急対策本部において、政府への緊急提言を取

りまとめ（「第８波の感染拡大を早期に抑制するための緊急提言」）。

 令和5年（2023年）1月24日、全国知事会の新型コロナ緊急対策本部に「感染症法上

の位置付けの見直しに関するワーキングチーム」を設置。
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Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

第８波

医
療
提
供
体
制

（第
８
波
）

 12月29日、医療提供体制が通常とは異なる年末年始において、入院が必要な方が自

宅待機となることのないよう、点滴や酸素投与等の医療を提供しながら一時的に待機

できる「患者待機ステーション」を開設（令和５年１月１０日に受入終了/25名を受入れ）。

 12月31日、県内の入院者数が初めて４,０００人以上となる。

 令和５年（2023年）3月22日、経口抗ウイルス薬（パキロビッドパック）の一般流通が

開始。

 ３月３１日、宿泊療養施設の必要室数を再度見直し、２施設の確保を終了（確保室数：８

施設・１,６６８室）。

 ４月１８日、新型コロナウイルス感染症対策協議会を開催し、新型コロナウイルス感染症

の感染症法上の位置づけ変更に係る対応や移行計画について協議。

 ４月２１日、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う医療提供体

制の「移行計画」を策定。

 ４月３０日、５施設の確保を終了（確保室数：３施設・７６７室）

 ５月８日、宿泊療養施設の運営を終了

 ５月３１日、３施設の確保を終了

対
策
本
部
会
議

広
報
等

（第
８
波
）

※ここでは令和４年（２０２２年）１１月～令和５年（２０２３年）５月の期間について記載
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Ⅱ 第1波から第8波までの対応の記録

第８波

 1月27日、第６７回対策本部会議を開催し、イベントの開催制限の一部緩和を決定。

 2月13日、第６８回対策本部会議を開催し、福岡オミクロン警報の解除を決定。

 同日、知事定例会見において、本部会議での決定事項等を説明するとともに、県民・事

業者に対し感染拡大防止の協力を要請。

 同日、全国知事会のワーキングチームにおいて、「新型コロナウイルス感染症の5類感

染症への変更に伴う主な課題と対応について」を取りまとめ。

 3月９日、第６９回対策本部会議を開催し、マスク着用の考え方の見直し適用を踏まえ、

県民・事業者に対する要請内容の一部変更を決定。

 3月20日、令和5年度当初予算が成立（医療提供体制の確保等に要する経費を計上）

対
策
本
部
会
議

広
報
等

（第
８
波
）

《知事定例会見の様子（年末年始の呼びかけ・令和４年１２月２２日）》

※ここでは令和４年（２０２２年）１１月～令和５年（２０２３年）５月の期間について記載

★は過去最多（最大） ※一部の値は全数届出の見直しに伴い把握不可

第８波を含む期間（令和４年１１月～令和5年5月）の感染状況等

波
の
特
徴

• 第７波同様、オミクロン株のＢＡ.５系統が主流であったが、ピーク時の新規陽性者
数が初めて前回の波のピーク時より低下。

• 入院者数は過去最多を記録し、確保病床以外への入院者が過去の波と比べて増
加。

①最多新規陽性者数（１日） 14,859人 R5.1.6

②最多新規陽性者数（７日移動平均） 10,187.7人 R5.1.11

③最多新規陽性者数（直近１週間/１０万人） 1,388.7人 R5.1.11

④最多ＰＣＲ等検査件数（1日） － －

⑤最大ＰＣＲ等陽性率（直近１週間） － －

⑥最多療養者数 － －

⑦最多入院者数 ★ 4,625人 R5.1.9

⑧最多重症者数 25人 R5.1.16

⑨最多重症者数・中等症者数 547人 R5.1.3

⑩最多宿泊療養者数 686人 R4.12.25

⑪最大病床使用率 79.0％ R5.1.10

⑫最大重症病床使用率 10.8％ R5.1.16

⑬死亡者数 ★ 1,173人 －

⑭重症化率 0.02% －

⑮死亡率 0.23% －

⑯新規陽性者の平均年齢 － －

⑰入院者の平均年齢 － －

⑱重症者の平均年齢 67.9歳 －

⑲死亡者の平均年齢 84.０歳 －



Ⅲ 資料 (２) 用語の説明
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新型コロナウイルス感染
症

２０１９年に中国湖北省武漢市で発見された新型コロナウイルスである
「ＳＡＲＳ-ＣｏＶ-２」により引き起こされる感染症

第１波 令和２年４月中旬に福岡県内の新規陽性者数がピークを迎えた波

第２波 令和２年８月上旬に福岡県内の新規陽性者数がピークを迎えた波

第３波 令和３年１月中旬に福岡県内の新規陽性者数がピークを迎えた波

第４波
令和３年５月中旬に福岡県内の新規陽性者数がピークを迎えた波。ア
ルファ株が主流。

第５波
令和３年８月下旬に福岡県内の新規陽性者数がピークを迎えた波。デ
ルタ株が主流。

第６波
令和４年２月上旬に福岡県内の新規陽性者数がピークを迎えた波。オ
ミクロン株（ＢＡ.１系統）が主流。

第７波
令和４年８月下旬に福岡県内の新規陽性者数がピークを迎えた波。オ
ミクロン株（ＢＡ.５系統）が主流。

第８波
令和５年１月中旬に福岡県内の新規陽性者数がピークを迎えた波。オ
ミクロン株（ＢＡ.５系統）が主流。

変異株

一般的にウイルスは増殖や感染を繰り返す中で少しずつ変異していく
ものであり、新型コロナウイルスも約２週間で１か所程度の速度で変異
していると考えられている。このように変異したウイルスを変異株と呼
ぶ。

アルファ株
令和２年（２０２０年）９月に英国で初めて検出されたＢ.１.１.７系統の変
異株。従来株と比べて感染性や重篤度への影響が示唆されている。

■ 用語

用語
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デルタ株
令和２年（２０２０年）１０月にインドで初めて検出されたＢ.１.６１７.２系統
の変異株。アルファ株と比べて感染性や入院リスクが高い可能性が示
唆されている。

オミクロン株
令和３年（２０２１年）１１月に南アフリカで初めて検出されたＢ.１.１.５２９
系統の変異株。デルタ株と比べて感染性が高い一方、入院リスクや重
症化リスクは低い可能性が示唆されている。

ＢＡ.１系統
オミクロン株の亜系統の一つ。国内ではＢＡ.２系統、ＢＡ.５系統へと置
き換わりが進んだ。

ＢＡ.５系統
オミクロン株の亜系統の一つ。ＢＡ.１系統と比べて感染者増加の優位性
や免疫逃避が指摘されている。

感染症法
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０
年法律第１１４号）

特措法 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）

政府対策本部
内閣総理大臣を本部長とし、新型コロナ対策の総合的な推進を担う組
織。特措法第１５条第1項に基づき設置（当初は閣議決定に基づき設置）。

専門家会議
政府対策本部の下で、新型コロナ対策について医学的な見地から助言
等を行うための組織。令和2年（2020年）7月に廃止。

コロナ分科会
新型コロナ対策について調査審議するための「新型コロナウイルス感染
症対策分科会」。令和2年（2020年）7月に設置。

アドバイザリーボード
新型コロナ対策の円滑な推進に必要な医療・公衆衛生分野の専門的・
技術的な事項について、厚生労働省に対し必要な助言等を行う組織

県新型コロナウイルス感
染症対策本部

県知事を本部長、各部の部長等を本部員とし、県の新型コロナ対策の
総合的な推進を担う組織

県新型コロナウイルス感
染症対策協議会

県の新型コロナのサーベイランス及び感染拡大防止策、医療提供体制
等について協議するための組織。医療関係団体、医療機関、専門医、行
政機関等の委員をもって構成。



県感染症危機管理対策
委員会

福岡県感染症予防計画に基づく感染症危機管理対策を推進するため、
県の対策全般について提言等を行う組織

新型コロナウイルス感染
症調整本部

感染拡大時に新型コロナ患者の入院受入医療機関の調整等を全県的
に行う組織

病院長会議
新型コロナ患者の入院を受け入れる医療機関の病院長等を集めた会
議

６者協議
福岡県、北九州市、福岡市、久留米市、県市長会、県町村会の６者によ
る協議

全国知事会新型コロナウ
イルス緊急対策本部

各都道府県の新型コロナへの対応状況や今後の対策に関するニーズ等
を把握し、国に対して必要な要請を行うことを目的に全都道府県が参加
する組織

緊急事態措置
新型コロナの全国的かつ急速なまん延により国民生活・国民経済に甚
大な影響を及ぼす事態が発生し、政府がその旨を公示した後、特措法
に基づき実施する措置

まん延防止等重点措置
新型コロナが国民生活・国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある
特定の区域において、必要な措置を集中的に実施する必要がある旨を
政府が公示した後、特措法に基づき実施する措置

県独自措置

この資料では、緊急事態措置・まん延防止等重点措置の適用がない期
間において、特措法第24条第9項等に基づき実施する、県民の不要不
急の外出自粛や飲食店等の休業・営業時間短縮等を伴う措置のこと指
す

業種別感染防止ガイドラ
イン

業界団体等が主体となって作成し、業種ごとに感染拡大を予防するた
めに必要な対策等を盛り込んだガイドライン

感染防止宣言ステッカー
県内の店舗や施設が業種別ガイドラインに従った感染防止対策を実施
していることを示すステッカー

感染防止認証制度
飲食店における感染防止対策の実施状況について、県が実際に店舗を
訪問して確認した上で認証する制度。より安心して飲食店を利用するこ
とが可能となることを目的として導入。

■ 用語
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ワクチン・検査パッケージ
制度

飲食店やイベント主催者等の事業者が、入店者・入場者等の利用者の
ワクチン接種歴または検査結果の陰性のいずれかを確認することによ
り、感染リスクを低減させ、緊急事態措置やまん延防止等重点措置等
において課される行動制限を緩和する制度

ＰＣＲ検査
専用の測定機器を用いて、ウイルス遺伝子（核酸）を特異的に増幅して
検出する検査法

抗原定量検査
専用の測定機器を用いて、化学発光酵素免疫測定法等によりウイルス
抗原（タンパク質）の量を定量的に測定する検査法

抗原定性検査
簡易検査キット等を用いて、ウイルス抗原（タンパク質）に反応する抗体
から抗原の有無を検出する検査法

変異株スクリーニング検
査

各変異株に特徴的な変異箇所をＰＣＲ法により検出し、変異株であるか
否かを判断する検査

抗体保有調査
受検者の血液を採取し、抗体の保有状況を把握することにより、過去に
新型コロナに感染した方の割合を推定する調査

積極的疫学調査
感染症法に基づき、保健所が感染の発生状況等の情報を収集し、感染
源の推定や濃厚接触者の特定等を行うことにより、感染拡大を防止す
ることを目的に実施する調査

濃厚接触者
新型コロナの陽性者と近距離で接触、あるいは長時間接触し、感染の
可能性が相対的に高くなっている方

自宅療養者
新型コロナの陽性者のうち、医療機関や宿泊療養施設に入院・入所中
ではなく、自宅で療養している方

重症者
新型コロナが原因で、①人工呼吸器やＥＣＭＯを装着している患者、ま
たは、②集中治療室（ＩＣＵ）に入室している患者

病床確保計画
感染状況等に応じて段階的・効率的にコロナ病床を運用するため、県
が策定する計画

保健・医療提供体制確保
計画

病床確保計画に加え、宿泊療養施設確保計画と臨時医療施設等確保
計画の３つからなる計画（第６波に備え、令和３年１１月に策定）



コロナ病床
入院受入要請があれば、新型コロナ患者を受け入れることについてあら
かじめ県と医療機関との間で調整がついている病床

感染症指定医療機関
新感染症の所見がある患者、一類感染症、二類感染症、新型インフルエ
ンザ等感染症の患者の入院を担当する医療機関として、厚生労働大臣
や知事が指定した医療機関

重点医療機関
新型コロナ患者専用の病院や病棟を設定する医療機関で、県が定める
要件（重症者の受入れ等）を満たして県から指定された医療機関

疑い患者受入協力医療
機関

新型コロナ疑い患者専用の個室を設定して患者を受け入れ、必要な救
急医療等を提供する医療機関として県から指定された医療機関

後方支援病院
新型コロナから回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入
れる医療機関

診療・検査医療機関
発熱患者等に対し新型コロナの診療・検査を行う医療機関として県から
指定された医療機関

宿泊療養施設
軽症・無症状の新型コロナ患者の療養施設として県が確保した宿泊施
設

酸素投与ステーション
（患者待機ステーション）

症状が悪化した自宅・宿泊療養者等を一時的に受け入れ、酸素投与等
の必要な処置を行う施設

ＥＣＭＯ
（体外式膜型人工肺）

重症呼吸不全の患者等の生命維持のための装置。ポンプで体内から血
液を取り出し、肺の代わりに酸素と二酸化炭素の交換を行った上で血液
を体内に戻すもの。

パルスオキシメーター 指先や耳等に着用し、血中の酸素飽和度や脈拍数を測定する医療機器

中和抗体薬
新型コロナウイルスが人の細胞に侵入することを防ぐ働きがあり、発症
から時間を経ていない軽症例に対し、ウイルス量を減少させて重症化を
抑制する効果がある点滴・注射薬

経口抗ウイルス薬
新型コロナ患者のうち重症化リスク因子を有し、医師が必要と判断した
方に対して処方される抗ウイルス薬（飲み薬）

■ 用語
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